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第３部 長崎県環境基本計画の進行管理 
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第３部 長崎県環境基本計画の進行管理 

 

第１章 長崎県環境基本計画施策体系図 
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第２章 長崎県環境基本計画の進捗管理 

 

第１節 長崎県環境基本計画の体系について 

 

１ 施策の推進について 

長崎県のめざすべき環境像「海・山・人 未来につながる環境にやさしい長崎

県」の実現に向け、横断的かつ総合的に環境保全施策を進めるため、4つの基本

目標を掲げ、基本目標ごとに体系化し、施策を展開することとしています。 

 

※4つの基本目標 

基本目標Ⅰ 地球環境保全をめざす社会の実現 

基本目標Ⅱ 環境への負荷の削減と循環型社会づくり 

基本目標Ⅲ 人と自然とが共生する快適な環境づくり 

基本目標Ⅳ 県民･事業者・行政のパートナーシップによる環境づくり 

 

２ 数値目標について 

施策の実施においては可能な限り数値目標を設定し、その達成に努めています。 

 

３ 重点施策について 

環境基本計画に掲げる施策の4つの基本目標を達成するため、特に重要な事項

として次の2つを重点施策と位置づけ、また、これらに含まれる6つのプロジェク

トを重点プロジェクトとして県庁内で横断的な連携をはかりながら、総合的かつ

計画的に推進しています。 

 

重点施策 重点プロジェクト 

・地球環境保全の取組 

・ゴミゼロながさきプロジェクト 

・ナガサキ・グリーンニューディール 

・生物多様性保全プロジェクト 

・豊かな水環境の保全・創造の取組 

・大村湾再生プロジェクト 

・諫早湾環境対策プロジェクト 

・島原半島窒素負荷低減プロジェクト 

 

第２節 各施策の進捗状況について 

 

１ 概要 

長崎県環境基本計画により推進している施策（209施策）のうち、平成25年

度までに事業が廃止となったものや研究事業の途中や年度ごとの結果が未公表等

により評価できないものが 21施策あり、残りの188施策について、平成26年

度の実績に基づく自己評価を行いました。 

なお、評価にあたっては、施策内容にあわせて活動指標、成果指標のいずれか

を用い、可能な限り数値化し、0から100までの10刻みを基本に評価しました。 
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評価の取りまとめ結果は下表のとおりです。 

 

    平成26年度           （上段：施設数、下段：基本目標ごとの割合） 

評価値 0 10～ 40～ 70～ 100 合計 

基 本 目 標 Ⅰ   
1 

2.4% 

3 

7.1% 

38 

90.5% 

42 

100% 

基 本 目 標 Ⅱ  
1 

1.7% 
 

10 

16.7% 

49 

81.6% 

60 

100% 

基 本 目 標 Ⅲ    
5 

12.8% 

34 

87.2% 

39 

100% 

基 本 目 標 Ⅳ   
1 

4.2% 

6 

25.0% 

17 

70.8% 

24 

100% 

共通的基盤的施策   
1 

4.3% 

2 

8.7% 

20 

87.0% 

23 

100% 

合計  
1 

0.5% 

3 

1.6% 

26 

13.8% 

158 

84.1% 

188 

100% 

 

平成25年度           （上段：施設数、下段：基本目標ごとの割合） 

評価値 0 10～ 40～ 70～ 100 合計 

基 本 目 標 Ⅰ  
2 

4.8％ 
 

4 

9.5％ 

36 

85.7％ 

42 

100％ 

基 本 目 標 Ⅱ  
1 

1.8％ 
 

11 

19.3％ 

45 

78.9％ 

57 

100％ 

基 本 目 標 Ⅲ   
1 

2.4％ 

4 

9.5％ 

37 

88.1％ 

42 

100％ 

基 本 目 標 Ⅳ   
1 

4.0％ 

4 

16.7％ 

19 

79.3％ 

24 

100％ 

共通的基盤的施策   
1 

4.5％ 

4 

18.2％ 

17 

77.3％ 

22 

100％ 

合計  
3 

1.6％ 

3 

1.6％ 

27 

14.4％ 

154 

82.4％ 

187 

100％ 

 

評価値については、基本目標間に大きな差異はみられず、70以上と評価された

ものが97.9%（184施策）。60以下と評価されたものが2.1%（4施策）でし

た。 

平成25年度の評価結果は、70以上と評価されたものが96.8%（181施策）、

60以下と評価されたものが3.2%（6施策）でしたので、環境基本計画の各施策

の達成状況は1.1%上がりましたがほぼ変わらず、順調に展開されています。 

 

２ 評価値が60以下の施策の状況 

平成26年度事業における評価値が60以下の施策数：4施策 

（１） 大規模太陽光発電施設の設置の推進 

評 価 値 50 

要 因 分 析 
太陽光発電設備設置候補地について、県ホームページ上で公表し、

候補地を所有・管理する者への仲介を行ったが、33件の候補地中、
事業着手されたのは15件にとどまりました。 



 

 - 164 - 

（２） 飛散性アスベストが使用された民間建築物へのアスベスト除去等対策工事

の推進 

評 価 値 10 

要 因 分 析 

吹付けアスベスト等が使用されている建築物の所有者に対し、直接
訪問して協力依頼を行ったが、アスベスト材が使用されている場所は
関係者以外立入禁止など対策がとられ利用者が直接触れる場所に使
用されておらず、直ちに健康に悪影響を及ぼすような建築物ではない
ことに加え、補助を活用しても自己負担が必要であることから件数が
伸びませんでした。 

 

（３） 県内で環境に関する実践活動を行っている団体等に対する支援・環境アド

バイザーの派遣 

評 価 値 60 

要 因 分 析 
派遣頻度の多い夏場に雨天が多かったことや学校等からの派遣要

請が減少した結果、環境学習会参加者も減少しました。 

 

（４） 事業者がリサイクルに要する資金の一部を拠出する制度（デポジット制度）

の普及 

評 価 値 60 

要 因 分 析 
長崎大学生活協同組合等による丼物容器デポジットの継続実施が

できたが、実施団体等の拡大にまで至りませんでした。 

 

第３節 数値目標の分析管理について 

 

１ 概要 

長崎県環境基本計画により設定された64の数値項目のうち、研究事業の途中や

年度ごとの結果が未公表等により、評価できないものが、13項目あり、残りの

51項目について、平成26年度の実績評価を行いました。 

評価の取りまとめ結果は下表のとおりです。 

 

    平成26年度            （上段：施設数、下段：基本目標ごとの割合） 

評価値(%) 0 10～ 50～ 90～ 100～ 合計 

基 本 目 標 Ⅰ   
2 

20.0% 

 

 

8 

80.0% 

10 

100％ 

基 本 目 標 Ⅱ  
1 

4.8% 

2 

9.5% 

6 

28.6% 

12 

57.1% 

21 

100％ 

基 本 目 標 Ⅲ   
2 

15.4% 
 

11 

84.6% 

13 

100％ 

基 本 目 標 Ⅳ   
3 

60.0% 

1 

20.0% 

1 

20.0% 

5 

100％ 

共通的基盤的施策   
1 

50.0% 

1 

50.0% 
 

2 

100％ 

合計  
1 

2.0% 

10 

19.6% 

8 

15.7% 

32 

62.7% 

51 

100％ 
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平成25年度            （上段：施設数、下段：基本目標ごとの割合） 

評価値(%) 0 10～ 50～ 90～ 100～ 合計 

基 本 目 標 Ⅰ 
 

 
 

3 

27.3% 
 

 
８ 

72.7% 
11 

100％ 

基 本 目 標 Ⅱ 
 

 
1 

4.3% 
4 

17.4% 
6 

26.1% 
12 

52.2% 
23 

100％ 

基 本 目 標 Ⅲ   
2 

15.4% 
1 

7.7% 
10 

76.9% 
13 

100％ 

基 本 目 標 Ⅳ   
2 

50.0% 
 

2 

50.0% 
4 

100％ 

共通的基盤的施策   
1 

50.0% 
 

1 

50.0% 
2 

100％ 

合計 
 

 
1 

1.9% 
12 

22.6% 
7 

13.2% 
33 

62.3% 
53 

100％ 

 

「概ね達成（90%以上）」と評価された項目が15.7%（8項目）、「未達成（90%

未満）」と評価されたものが21.6%（11項目）でした。 

平成25年度と比較すると、「達成（100%以上）」と評価された項目は0.4％

増加（32項目）、「未達成（90%未満）」と評価されたものは2.9％減少（11

項目）と、平成25年度より未達成と評価されたものが減少しています。 

基本目標別に見ると、「未達成」と評価されたものが、基本目標Ⅰで１項目、

基本目標Ⅱで2項目減少しましたが、基本目標Ⅳでは逆に1項目の増加しています。 

環境基本計画の数値目標の達成状況としては、ほぼ横ばい、概ね計画どおりで

すが、計画策定時に設定された目標値に対し、数値が悪化した項目が5項目あり、

数値目標達成のため更なる取組が必要です。 

 

２ 目標未達成項目 

 

（１）環境管理システムの新規認証登録件数（累計） 

平成26年度

実 績 
47件 

平成26年度

目 標 
64件 達 成 率 73％ 

要 因 分 析 

環境マネジメントシステムである「ISO14001」や「エコアクシ
ョン21」等の認証登録は全国で減少傾向です。県ではエコアクショ
ン21地域事務局開催の研修会へ参加要請や市町への協力依頼、県主
催会議での周知等を行いましたが、目標を達成しませんでした。 

引き続き、エコアクション21地方事務局と協力して、県商工会連
合会など県内の商工関係団体等への働きかけ目標達成を目指します。 

 

（２）間伐面積 

平成26年度

実 績 
1,790ha 

平成26年度

目 標 
2,755ha 達 成 率 65％ 

要 因 分 析 

森林作業道を開設し、木材生産を行いながら森林の整備を行う搬出
間伐を主体として整備を進めたため、予算及び労務の不足により伐捨
間伐面積が進まず、目標達成に至りませんでした。 

搬出間伐を主体に森林整備を進める一方で、未だ整備が遅れている
森林もあるため、「ながさき森林環境税」を活用して伐捨間伐も進め、
森林整備の拡大に取組んでいきます。 
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（３）大気に係る環境基準達成率 

平成26年度

実 績 
60％ 

平成26年度

目 標 
80％ 達 成 率 75％ 

要 因 分 析 

県が管理する大気汚染常時監視測定局11か所では、大気汚染物質
の二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質（SPM）は、環境基準
を達成しましたが、光化学オキシダント（Ox）及びPM2.5の２項目が、
全局で環境基準を達成しなかったため、目標は達成とはなりませんで
した。 

Ox及びPM2.5は、固定発生源が少ない離島地区においてもOxが高
濃度となることや、本県の地理的な条件等から勘案すると、大陸から
の大気汚染物質の飛来が大きな要因であるとの見方がありますが、特
定できていません。九州各県と協力して観測体制を整備するととも
に、原因の特定及び対策について国へ強く要望していきます。 

なお、PM2.5については、平成26年度から長崎市・佐世保市の測定
局も併せ、18か所で観測を実施しています。また、PM2.5を含む大気
汚染状況をホームページやツイッターを利用した情報提供に加え、新
たに電話自動応答サービス利用した情報の提供も行っています。 

 

（４）民間建築物の吹付けアスベスト等の除去等件数 

平成26年度

実 績 
56件 

平成26年度

目 標 
165件 達 成 率 13％ 

要 因 分 析 

吹付けアスベスト等が使用されている建築物の所有者に対し、直接
訪問して協力依頼を行いましたが、アスベスト材が使用されている場
所は関係者以外立入禁止など利用者が直接触れる場所に使用されて
おらず、直ちに健康被害に悪影響を及ぼすような建築物ではないこと
に加え、補助を活用しても自己負担が必要であることから件数が伸び
ませんでした。 

現在、「吹付け材の使用がある建築物で、劣化が進みそのまま放置
すれば飛散する恐れがある建築物が無い」こと、「吹付け材にアスベ
ストが含有していることが判明している建築物のアスベスト使用箇
所は、立入禁止にしているか、関係者以外立入りはできないようにな
っている」ことから、直ちに県民の健康被害に悪影響を及ぼす状況で
はありません。今後も所有者等に市町とともに事業実施を働きかけて
いきます。 

＊達成率は、計画策定時の平成21年度実績値（基準値）40件からの伸率で計算しています。 

 

（５）市町が設置する一般廃棄物処理施設のダイオキシン類排出量 

平成26年度

実 績 
0.40g-TEQ/年 

平成26年度

目 標 
0.32g-TEQ/年 達 成 率 75％ 

要 因 分 析 

長崎県ごみ処理広域化計画に基づき、ダイオキシン類の発生の少な
い高度処理が可能な施設への転換が順次図られています。平成26年
度のダイオキシン類排出量は、前年度より0.10g-TEQ/年減少し
0.40g-TEQ/年となりましたが、目標達成には至りませんでした。
前年度より排出量が増加した施設が37炉中19炉（前年度は22炉）
あったことが要因です。 

施設耐用年数の検討や地域住民の理解などを計画的に推進する市
町等を支援し、目標達成に向けた技術的支援等を行います。 

 

（６）希少野生動植物種保存地域の指定地域数 

平成26年度

実 績 
5地区 

平成26年度

目 標 
7地区 達 成 率 71％ 

要 因 分 析 
平成22年度末にとりまとめた長崎県版レッドリストにおいては、

絶滅のおそれのある野生動植物として、1,392種がリストアップされ
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ており、これらの種の保護と生息・生育地の保全を図る必要がありま
す。平成23年度末に策定した「長崎県希少野生動植物の保護と生息・
生育地の保全に関する方針」に基づいて、希少野生動植物種保存地域
を地域指定から全県域の指定に拡大する検討を行いましたが、捕獲規
制を求める条例の趣旨を考えた場合、従来からの捕獲採取の程度と希
少性からの判断だけではなく、全県指定であるべき種と、地域指定で
あるべき種の基準などを新たに定める必要が生じ、指定基準を整理す
ることができたものの、指定候補種の選定及び指定候補種の生息生育
状況等について更なる調査が必要となったことから指定に至らず、目
標達成に至りませんでした。 

 

（７）景観計画を策定した市町数 

平成26年度

実 績 
9市町 

平成26年度

目 標 
13市町 達 成 率 69％ 

要 因 分 析 

全国的には毎年約50の自治体が景観行政団体へ移行し、移行済み
の自治体のうち約6割が景観計画を策定しています。 

本県でも、世界遺産関係市町を中心とする景観に対する意識が高い
市町は、早期に景観行政団体へ移行しており、平成21年度までに移
行した10市町のうち、9市町が景観計画を策定しています。 

しかし、景観計画策定には住民の合意形成なども必要で、最近の全
国的な傾向では、策定までに3～4年が必要です。現在の計画未策定
市町はH22年度以降に景観行政団体へ移行した市町が多く、H26年
度目標は未達成となりました。 

県内の景観計画未策定の団体の大半は、計画策定に向けて取り組ん
でいるところであり、県では、計画策定補助金の交付による財政的支
援や計画策定に関する助言等の技術的支援を引き続き行うとともに、
景観行政団体未移行の自治体への移行要請も併せて行い、計画策定を
促進し、目標の達成に向け取り組むこととしています。 

 

（８）身近な環境活動に取組んでいる人の割合 

平成26年度

実 績 
64％ 

平成26年度

目 標 
74％ 達 成 率 86％ 

要 因 分 析 

県民意識アンケート調査（政策企画課実施）によると、身近な環境
保全活動に取り組んでいない理由は、「関心がない」が25.6%、「ど
うしたらいいか分からない」が24%、「参加したい活動情報がない」
が9.9%を占めていました。県民の環境保全活動への参加のきっかけ
づくりや関心の広がりが不十分なところもあり、目標達成に至りませ
んでした。 

地域における環境保全活動への参加のきっかけづくりやネットワ
ークづくりを推進するため、平成26年度に開設した「環境活動ｅネ
ットながさき」により、県民に広く環境保全活動や人材等の情報を発
信していきます。また、同サイトを核として環境保全活動に関する交
流を深めるために併せて創設した「ながさきグリーンサポーターズク
ラブ」を活用して環境リーダーの交流を活性化させること等により、
最終目標の達成を目指します。 

 

（９）環境アドバイザーの派遣数と参加者数 

平成26年度

実 績 

42回 

2,703人 

平成26年度

目 標 

70回 

3,500人 
達 成 率 

60％ 

77％ 

要 因 分 析 

派遣実績の多い夏場に雨天が多かったこと等から目標達成に至り
ませんでした。 

より多くの団体に環境アドバイザー制度を活用してもらうため制
度を紹介したリーフレットを作成したので、今後はリーフレットを活
用し、広くＰＲを行い目標達成を目指します。 
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３ 実績が悪化した項目 

 

（１）間伐面積 

平成26年度

実 績 
1,790ha 

計画策定時

実 績 
2,956ha 目 標 値 2,755ha 

要 因 分 析 

森林作業道を開設し、木材生産を行いながら森林の整備を行う搬出
間伐を主体として整備を進めたため、予算及び労務の不足により伐捨
間伐面積が進まず、目標達成に至りませんでした。 

 搬出間伐を主体に森林整備を進める一方で、未だ整備が遅れてい
る森林もあるため、「ながさき森林環境税」を活用して伐捨間伐も進
め、森林整備の拡大に取組んでいきます。 

 

（２）大気に係る環境基準達成率 

平成26年度

実 績 
60％ 

計画策定時

実 績 
66％ 目 標 値 80％ 

要 因 分 析 

県が管理する大気汚染常時監視測定局11か所では、大気汚染物質
の二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質（SPM）は、環境基準
を達成しましたが、光化学オキシダント（Ox）及びPM2.5の２項目が、
全局で環境基準を達成しなかったため、目標は達成とはなりませんで
した。 

Ox及びPM2.5は、固定発生源が少ない離島地区においてもOxが高
濃度となることや、本県の地理的な条件等から勘案すると、大陸から
の大気汚染物質の飛来が大きな要因であるとの見方があるが特定で
きていません。九州各県と協力して観測体制を整備するとともに、原
因の特定及び対策について国へ強く要望していきます。 

なお、PM2.5については、平成26年度から長崎市・佐世保市の測定
局も併せ、18か所で観測を実施しています。また、PM2.5を含む大気
汚染状況をホームページやツイッターを利用した情報提供に加え、新
たに電話自動応答サービス利用した情報の提供も行っています。 

 

（３）特定施設からの排水基準遵守率 

平成26年度

実 績 
97％ 

計画策定時

実 績 
98％ 目 標 値 100％ 

要 因 分 析 

監視・指導により事業者の法令遵守の意識は高くなっていますが、
一部の施設で排水処理設備の維持管理不足による排水基準超過の事
例がみられました。 

目標達成のため、引き続き立入調査の実施及び排水基準に違反した
事業者については重点的に監視指導を行っていきます。 

 

（４）市町が設置する一般廃棄物処理施設のダイオキシン類排出量 

平成26年度

実 績 

0.40g-TEQ 

/年 

計画策定時

実 績 

0.36 

g-TEQ/年 
目 標 値 

0.32 

g-TEQ/年 

要 因 分 析 

長崎県ごみ処理広域化計画に基づき、ダイオキシン類の発生の少な
い高度処理が可能な施設への転換が順次図られています。平成26年
度のダイオキシン類排出量は、前年度より0.10g-TEQ/年減少し
0.40g-TEQ/年となりましたが、目標達成には至りませんでした。
前年度より排出量が増加した施設が37炉中19炉（前年度は22炉）
あったことが要因です。 

施設耐用年数の検討や地域住民の理解などを計画的に推進する市
町等を支援し、目標達成に向けた技術的支援等を行います。 



 

 - 169 - 

（５）身近な環境活動に取組んでいる人の割合 

平成26年度

実 績 
64％ 

計 画 策 定

時 実 績 
70％ 目 標 値 74％ 

要 因 分 析 

県民意識アンケート調査（政策企画課実施）によると、身近な環境
保全活動に取り組んでいない理由は、「関心がない」が25.6%、「ど
うしたらいいか分からない」が24%、「参加したい活動情報がない」
が9.9%を占めていました。県民の環境保全活動への参加のきっかけ
づくりや関心の広がりが不十分なところもあり、目標達成に至りませ
んでした。 

地域における環境保全活動への参加のきっかけづくりやネットワ
ークづくりを推進するため、平成26年度に開設した「環境活動ｅネ
ットながさき」により、県民に広く環境保全活動や人材等の情報を発
信していきます。また、同サイトを核として環境保全活動に関する交
流を深めるために併せて創設した「ながさきグリーンサポーターズク
ラブ」を活用して環境リーダーの交流を活性化させること等により、
最終目標の達成を目指します。 

 

（６）環境アドバイザーの派遣数と参加者数 

平成26年度

実 績 

42回 

2,703人 

計 画 策 定

時 実 績 

52回 

3,408人 
目 標 値 

70回 

3,500人 

要 因 分 析 

派遣実績の多い夏場に雨天が多かったこと等から目標達成に至り
ませんでした。 

より多くの団体に環境アドバイザー制度を活用してもらうため制
度を紹介したリーフレットを作成したので、今後はリーフレットを活
用し、広くＰＲを行い目標達成を目指します。 

 

第４節 重点施策について 

 

4つの基本目標を達成するため、特に重要な事項として、「地球環境保全の取

組（地球環境の保全につながる緊急性が高い施策）」、そして、「豊かな水環境

の保全・創造の取組（本県の地理的・自然的特性である閉鎖性水域や重要な地域

環境を保全するための施策）」の2つを重点施策として、また、これらの施策に

含まれる次の6つの重点プロジェクトとして、県庁内で横断的連携を図りながら、

県民・事業者・行政が一体となって、総合的かつ計画的に推進しています。 

 

１ 地球環境保全の取組 

 

（１）ゴミゼロながさきプロジェクト 

評 価 概ね達成（８０％） 

概 要 

○平成26年度の県民一人当たりの一般廃棄物排出量の実績は、環境省が実
施する実態調査によりH28年3月に把握できる予定です。今年、判明し
た平成25年度の県民一人当たりの一般廃棄物排出量は960g/人・日と基
準年（平成20年度：965g/人・日）より減少傾向にありました。 

○平成26年度の一般廃棄物の再資源化率は、環境省が実施する実態調査に
よりH28年3月に把握できる予定です。今年、判明した平成25年度の一
般廃棄物の再資源化率は16.0％と基準年（平成20年度：15.8％）を上
回っていましたが、平成24年度（16.2％）からは、0.2ポイント減少し
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ていました。 
○多量排出事業者の産業廃棄物の再資源化率は、56.2％と平成25年度

（55.4％）よりも若干上昇したが、目標（59.5％）には達しなかった。
産業廃棄物の適正処理を徹底し、排出抑制及びリサイクルを推進するに
は排出事業者の個々の取り組みが重要なことから、排出事業者研修会を
通じ、産業廃棄物の排出抑制及びリサイクル推進について周知を図って
います。平成26年度は研修会を3回実施し262人の参加者があり目標
（260人）を達成しました。 

○長崎県ごみ処理広域化計画では、ごみ処理施設の集約化を推進していま
す。平成26年度の施設数は21施設で目標（21施設）を達成しています。 

○産業廃棄物の不適正処理の未然防止を図るため、立入検査を実施してい
ます。立入検査回数に対する指導不要の業者数割合をあらわす基準適合
率は94％と目標を達成しました。 

○NPO団体や市町等と連携・協力し、日韓海峡沿岸漂着ごみ一斉清掃や街
頭キャンペーンでのパネル展示、環境教育等、発生抑制対策及び国際協
力事業として16事業を実施し目標を達成しました。 

○生ごみ減量化リーダーの活動回数は、1,567回と目標値（1,280回）を
上回りました。 

 

（２）ナガサキ・グリーンニューディール 

評 価 達成（100％） 

概 要 

長崎県総合計画に掲げる「ナガサキ・グリーンニューディール」の下、次
代を拓く環境・エネルギー産業を創出するために、５つの地域・分野別のプ
ロジェクトと１つの産業支援プロジェクトの６つのプロジェクトから構成
される「ナガサキ・グリーンニューディール戦略プロジェクト」を策定・推
進しています。環境基本計画に係るプロジェクトの取組状況については以下
のとおりです。 

○環境実践モデル都市（平成25年度より個別プロジェクトを立上げ） 
①「対馬プロジェクト」 

エネルギー自立の島を目指すため、総務省の「分散型エネルギー
インフラプロジェクト・マスタープラン策定事業」に県・対馬市連
名で採択を受け、「対馬環境エネルギーコンソーシアム」において
「対馬市エネルギーマスタープラン」を策定した。 

②「西海プロジェクト」 
小型潮流発電の実証試験に向けた取組を推進し、新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO)の「海洋エネルギー発電システム実
証研究（平成26年度～平成29年度）」に採択された。 

○EVを活用した事業（五島地域を実証地域とする新たなプロジェクト） 
「五島（超小型EV）プロジェクト」 

子育て世代や高齢者に優しい「超小型」の実証地域を形成し、超
小型EVの導入及び普及を図っていくため、地域ニーズ調査や普及す
るための環境・条件等の検討、地場企業による車両の研究開発・製
造支援を行った。 

①地域ニーズ調査（体験試乗会、モニタリング、アンケートを実
施） 

②県内外の産学官から構成する「超小型ＥＶ利活用・普及検討協
議会」の開催（2回） 

③地場企業が行う超小型ＥＶ車両等の試作開発への補助（4件） 
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（３）生物多様性保全プロジェクト 

評 価 一定の成果をあげていると評価する 

概 要 

○希少野生動植物保全事業費 
・希少野生動植物種保存地域指定の検討 
・改訂版長崎県レッドリスト掲載種のモニタリング調査の実施 

○緑といきもの賑わい事業（うち生物多様性保全事業） 
・（県）湿原保護木道改修、希少野生植物増殖施設整備、標識の整備 
・（補助）ツマアカスズメバチ駆除、ツシマウラボシシジミ生息地保全

施設整備、ビオトープ整備 
○ツシマヤマネコ保護増殖事業の実施 
○鳥獣保護員等による活動の推進と人材の育成 
 

本プロジェクトの個別計画である「長崎県生物多様性保全戦略」に基づき、
プロジェクトを推進しており、環境基本計画において数値目標を持ち、本プ
ロジェクトを構成する主な事業の達成状況は以下のとおりです。 

 
自然環境の監視と種の保護・生態系の保全の強化

希少野生動植物種保
存地域の指定

8地域
（H27年度）

5地域指定済み

緑といきもの賑わい
事業
（保全事業実施箇所）

22箇所
（H27年度）

保全事業実施箇所：27箇所（目標：3箇所/
年）、保護保全対象野生動植物種の保全（目
標：5種/年）を達成

人とふるさとの自然とのつながりの回復

自然歩道の整備
465.4km

（H27年度）
整備完了

農業生産工程管理
（GAP)取り組み件数

100件
（H27年度）

・新たに20集団がＧＡＰに取組み（延べ128集
団）始めた
・有機・特別栽培レベルの栽培への取組を推
進し、有機・特別栽培の取組が1,266haから、
1,609haに拡大した。

普及啓発の推進

環境アドバイザーの
派遣数と参加者数

70回
3,550人

・環境アドバイザーを42回派遣
（内自然環境に関するものは、23回）
自然環境に関する環境アドバイザー16名4団
体登録

 

 

２ 豊かな水環境の保全・創造の取組 

 

（１）大村湾再生プロジェクト 

評 価 概ね達成（９０％） 

概 要 

「第3期大村湾環境保全・活性化行動計画」（H26～30年度）に基づき、
大村湾とその流域が一体として豊かな生態系と保全された自然環境を持ち、
流域に暮らす人々にとっての里海となり、地域の活力を産む「宝の海」とし
て、将来へ受け継がれていくことを目指し、関係機関が一体となった取組を
進めています。 

平成26年度の水質目標のうち全窒素、全リンについては第3期大村湾環
境保全・活性化行動計画の目標を達成しました。しかし、比較的降水量が多
く、森林、田畑など流域からの負荷が高かったことが原因と考えられますが、
COD75%値は全湾平均2.5mg/Lと目標（COD75%値2.0mg/L）を達成
しませんでした。本事業による主な取組は次のとおりです。 

①大村湾のCOD、全窒素、全リンの環境基準を達成するため必要な計画
として流域別下水道整備総合計画を策定した。 

②大村湾内で夏季に大規模に発生する貧酸素水塊の対策として、エアレ
ーション技術の実用化研究のための散気試験を実施した。海底から上
向きの流れを起こすことで、貧酸素水塊の原因となる成層（温度など
の差が原因で表層と底層の水が混ざり合わず層状に分かれている状
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態）を動かす効果が認められた。 
③再生砂による浅場づくり実証試験事業を実施するため、造成地の選定、

水質・底質等の事前調査を実施した。 
④大村湾環境改善に取り組む活動団体のPRに努めた。 
⑤大村湾の水質改善及び環境美化のため、大村湾浮遊ゴミ除去対策事業

への補助を行った。 
⑥第3期行動計画の取組を推進するため外部の委員で構成する活性化会

議を開催するとともに、効果的な施策の情報共有・連携を図るため庁
内の幹事会を開催した。 

 

（２）諫早湾環境対策プロジェクト 

評 価 未達成（７５％） 

概 要 

本プロジェクトの個別計画である「第2期諫早湾干拓調整池水辺環境の保
全と創造のための行動計画」に基づき、各プロジェクトを推進しています。 

調整池の水質は、平成26年度までのCOD75%値を見ると、Ｈ16年度の
数値をピークに横ばいか若干の改善傾向で推移し、平成24年度、25年度
で再び上昇傾向となりました。平成26年度は下降し7.9mg/Lとなりまし
たが、水質保全目標値5.0mg/Lの達成はできませんでした。流域からの生
活排水や面源由来の汚濁負荷、気象条件等が原因として考えられ、引き続
き、汚濁負荷削減等の対策に取り組みます。 

 

（３）島原半島窒素負荷低減プロジェクト 

評 価 90％ 

概 要 

本プロジェクトの個別計画である「島原半島窒素負荷低減計画」に基づき、
農業対策、畜産対策、生活排水等の継続的な取り組みを推進しています。 

平成26年度は継続監視調査17地点（島原市12、雲仙市４、南島原市1）、
さらに、追跡井戸調査を72地点（島原市38、雲仙市19、南島原市15）で、
実施しました。 

その結果、環境基準超過地点数は、継続監視地点11（超過率64.7%）、
追跡調査地点37（超過率：51.4%）となり、計画の短期目標（平成21年
度時点の10地点より悪化しない）は達成することが出来ませんでした。 

引き続き、年２回の幹事会において窒素負荷低減計画の進捗状況を検証し
ながら取組を進めていきます。また、第２期計画を策定し、５か年が経過し
たことから、対策及び数値目標の見直しを行い、計画を改訂します。 
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第３章　施策の進捗状況（平成26年度実績）

項目数 0 0 1 3 38 42 7

比率 0.0% 0.0% 2.4% 7.1% 90.5% 100%

項目数 0 1 0 10 49 60 5

比率 0.0% 1.7% 0.0% 16.7% 81.6% 100%

項目数 0 0 0 5 34 39 5

比率 0.0% 0% 0.0% 12.8% 87.2% 100%

項目数 0 0 1 6 17 24

比率 0.0% 0% 4.2% 25.0% 70.8% 100%

項目数 0 0 1 2 20 23 9

比率 0.0% 0% 4.3% 8.7% 87.0% 100%

項目数 0 1 3 26 158 188 26

比率 0.0% 0.5% 1.6% 13.8% 84.1% 100%

評価
できな
かった
項目

環境保全のための共通的基盤的施策

合　　　　　計

基本目標Ⅰ
　地球環境保全をめざす社会の実現

基本目標Ⅱ
　環境への負荷の削減と循環型社会づくり

基本目標Ⅲ
　人と自然とが共生する快適な環境づくり

基本目標Ⅳ
　県民･事業者・行政のパートナーシップによる環境づくり

40～ 70～ 100 合　計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価値

評価対象
0 10～
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評価一覧表（大項目ごと集計）

基本目標Ⅰ　地球環境保全をめざす社会の実現 基本目標Ⅲ　人と自然とが共生する快適な環境づくり

0 10～ 40～ 70～ 100 合　計 0 10～ 40～ 70～ 100 合　計

0 0 1 3 29 33 0 0 0 0 8 8

①温室効果ガスの排出抑制 0 0 1 2 25 28 ①自然環境の監視・調査研究の推進 0 0 0 0 2 2

②温室効果ガスの吸収作用の保全と強化 0 0 0 1 2 3 ②野生動植物の保護･生態系の保全と再生 0 0 0 0 6 6

③地球温暖化への適応策 0 0 0 0 2 2 ２　自然とのつながりの回復 0 0 0 2 14 16

２　広域的な環境汚染対策の推進 0 0 0 0 9 9 ①自然とのふれあいの場の保全・整備 0 0 0 0 2 2

①光化学オキシダント等に関する対策の推進 0 0 0 0 1 1 ②自然とのふれあいの機会の提供 0 0 0 0 4 4

②オゾン層の保護対策の推進 0 0 0 0 1 1 ③社会経済活動における適切な活用 0 0 0 2 8 10

③酸性雨対策の推進 0 0 0 0 3 3 ３　快適な生活環境と歴史的環境の保全と創造 0 0 0 3 12 15

④漂着ごみ・漂流油対策の推進 0 0 0 0 3 3 ①快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりの推進 0 0 0 2 10 12

⑤環境保全のための国際的協力の推進 0 0 0 0 1 1 ②歴史的環境の保全と創造 0 0 0 1 2 3

0 0 1 3 38 42 0 0 0 5 34 39

基本目標Ⅱ　環境への負荷の削減と循環型社会づくり 基本目標Ⅳ　県民･事業者・行政のパートナーシップによる環境づくり

0 10～ 40～ 70～ 100 合　計 0 10～ 40～ 70～ 100 合　計

0 0 0 2 16 18 0 0 1 1 8 10

①廃棄物の発生・排出抑制 0 0 0 1 2 3 ①学校等における環境教育・環境学習等の推進 0 0 0 1 4 5

②廃棄物の再資源化の推進 0 0 0 1 6 7 ②社会における環境教育・環境学習等の推進 0 0 1 0 4 5

③廃棄物の適正処理の推進 0 0 0 0 8 8 ２　自主的な環境保全行動の推進 0 0 0 5 4 9

２　大気環境の保全 0 1 0 0 9 10 ①県・市町の環境保全に向けた取り組みの推進 0 0 0 2 1 3

①大気汚染防止対策の推進 0 1 0 0 4 5 ②県民の環境保全に向けた取り組みの推進 0 0 0 1 1 2

②自動車排出ガス抑制対策の推進 0 0 0 0 5 5 ③事業者の環境保全に向けた取り組みの推進 0 0 0 2 2 4

３　水環境の保全 0 0 0 7 11 18 ３　環境情報の収集、発信の強化 0 0 0 0 5 5

①海域・河川・湖沼等の水質保全対策の推進 0 0 0 6 5 11 ①情報提供機会の拡大 0 0 0 0 2 2

②生活排水対策の推進 0 0 0 0 2 2 ②情報共有化の推進 0 0 0 0 3 3

③工場・事業場等排水対策の推進 0 0 0 0 2 2 0 0 1 6 17 24

④水の循環利用 0 0 0 1 2 3

４　土壌・地盤環境の保全 0 0 0 1 3 4 環境保全のための共通的基盤的施策

①土壌環境の保全 0 0 0 1 2 3 0 10～ 40～ 70～ 100 合　計

②地盤環境の保全 0 0 0 0 1 1 ①適正な土地利用の推進 0 0 0 0 0 0

５　騒音・振動・悪臭対策の推進 0 0 0 0 4 4 ②調査研究・技術開発の推進・監視観測の充実 0 0 0 0 6 6

①騒音・振動・悪臭対策の推進 0 0 0 0 4 4 ③環境産業の育成 0 0 0 0 5 5

６　化学物質の環境リスク対策の推進 0 0 0 0 6 6 ④環境配慮の推進 0 0 0 0 2 2

①化学物質の適正管理 0 0 0 0 2 2 ⑤公害苦情と公害紛争等の適正処理 0 0 0 0 2 2

②内分泌かく乱物質（環境ホルモン）等に関する対策の推進 0 0 0 0 2 2 ⑥環境管理システムの適切な運用と普及の促進 0 0 0 2 1 3

③ダイオキシン類削減対策の推進 0 0 0 0 2 2 ⑦環境保全効果を促進させるための手立て 0 0 1 0 2 3

0 1 0 10 49 60 ⑧規制的措置の活用 0 0 0 0 2 2

0 0 1 2 20 23

１　地球温暖化対策の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　評価値
　　　項目

　　　　　　　　　　　　　　　　評価値
　　　項目

１　生物多様性の保全

小　　　計

　　　　　　　　　　　　　　　　評価値
　　　項目

小　　　計

　　　　　　　　　　　　　　　　評価値
　　　項目

１　廃棄物対策の推進

小　　　計

小　　　計

１　環境教育・環境学習等の推進

小　　　計

　　　　　　　　　　　　　　　　評価値
　　　項目
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

太陽光発電設備や高効率給湯
器、複層ガラス等複合的に省エ
ネ設備を設置した住宅や省エネ
設備を設置する市町施設の設置
経費に対し補助を実施します。

複合的省エネ設備設置住宅や
省エネ設備設置市町施設への
支援

なし

成果指標 － -

平成23年度をもって、
事業終了。

実施しない。

未来環境推
進課

1

「長崎県ごみ処理広域化計画」に
基づき、サーマルリサイクル、マ
テリアルリサイクルの推進に努め
ます。

「長崎県ごみ処理広域化計画」
に基づくサーマルリサイクル、マ
テリアルリサイクルの推進

市町等が循環型社会形成の推
進に必要な廃棄物処理施設の
整備事業等を実施するために
策定した循環型社会形成推進
地域計画に基づく事業等を実施
させる。

活動指標 100 100

計画どおり実施されたため。

地域計画
　計上事業数　6
　実施事業数　6

循環型社会形成推進地域計画に
基づく事業を実施中

地域計画
　計上事業数　6
　実施事業数　6

廃棄物対策
課

2

国内版クレジット制度（CDM）の
普及・拡大を図り、CDM 市場拡
大時に県内企業が参入できるモ
デルケースを県内で創出します。

国内版クレジット制度（CDM）の
普及・拡大

・県HPにてクレジットの売却先
企業を募集。2月にクレジット300
ｔを県内企業に売却。
・新たにクレジット1,729ｔの認証
を受けた。
・7月に長崎市、12月に佐世保
市で実施されたクレジット制度
に係るセミナー等で、県内事例
について紹介を行った。

活動指標 100 100

・新たに1,729ｔの認証を受け
るとともに、一部を売却でき
た。
・制度に関するセミナー等
で、カーボン･オフセットの取
組の普及啓発を図った。

・新規のクレジット化を実施すると
ともに、クレジットの県内企業等へ
の売却やセミナーを通して、制度
のPRを行う。

未来環境推
進課

3

太陽光発電設備と省エネ設備を
複合的に設置する県内中小企業
等に対して助成します。

太陽光発電設備と省エネ設備を
複合的に設置する県内中小企
業等への支援。

財源であるグリーンニュー
ディール基金事業の終了に伴
い、平成23年度限りで終了。

- - -

平成23年度をもって、
事業終了。

実施しない。

-
グリーンニュー
ディール推進室 4

民間事業者等による大規模太陽
光発電設備の設置を推進しま
す。

大規模太陽光発電設備の設置
の推進。

メガソーラー候補地リストに掲載
していた長崎空港隣接地につい
て、県と県土地開発公社が長崎
ソーラーエナジーとの間でメガ
ソーラー用地として賃貸借契約
を締結した。
また、屋根貸し事業について
は、県立高校６校において、発
電事業者を決定した。

活動指標 30 50

33件の候補地中、15件の事
業について着手（計画・工
事・運転開始等）

県の公有施設における屋根貸し事
業の実施について、３施設を検討
予定。

-
グリーンニュー
ディール推進室 5

木質バイオマスエネルギーの農
林業用施設・機械等への利用を
促進します。

木質バイオマスエネルギーの農
林業用施設・機械等への利用促
進

県内企業が開発した木質チップ
ボイラーの現地実証試験を南島
原市で実施した。 活動指標 100 100

木質チップボイラーのハウス
みかんにおける１～4月の使
用では生育に問題なく、実用
性を確認した。

木質チップボイラーの使用期間を
拡大（１１～４月）した実証試験を実
施する。 農産園芸課 6

木質バイオマスエネルギーの利
用や林地残材等未利用間伐材
の活用を推進します。

木質バイオマスエネルギーの利
用や林地残材等未利用間伐材
の活用推進

　温浴施設に木質チップボイ
ラーを国の補助事業を活用して
導入した。
　新たな利用として民間事業
体、農林技術開発センター等に
おいて低コスト園芸用ボイラー
の開発を進め、実際のハウスで
の実証試験を行った。

活動指標 100 100

H26年度に木質チップボイ
ラーが導入されたことによ
り、導入施設は6施設となり、
最終目標の5施設を上回っ
た。

低コスト園芸用ボイラーの普及に
向けた実証試験を進めるとともに
木質チップの供給体制を構築す
る。

林政課 7

各施策の取組状況

地
球
環
境
保
全
を
め
ざ
す
社
会
の
実
現

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

①
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
抑
制
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

バイオディーゼル燃料に関する
各法規制の説明や各製造者の
事例発表による情報交換を行う
研究会を組織するとともに、品質
確認分析により助言を行いま
す。研究会で得られた情報を基
に、長崎県版の普及促進マニュ
アルを策定します。

バイオディーゼル燃料に関する
情報交換の実施。長崎県版の
普及促進マニュアルの策定

温泉熱とバイオメタノールを活
用したBDF製造試験を5回実施
した。BDF製造時に副生するグ
リセリンの利活用検討として、堆
肥化を実施した。 成果指標 - -

温泉熱とバイオメタノールを
活用したBDF製造試験を5回
実施した。グリセリンの利活
用検討についても一部実施
できた。

県内のBDF製造者にバイオメタ
ノールを活用してBDFの製造を実
施してもらい、バイオメタノールの
利用を促進する。
BDF製造時に副生するグリセリン
の利活用の検討を引き続き実施す
る。

環境政策課 8

再生可能（自然）エネルギーを活
用した環境負荷の低い省エネ養
殖について、研究開発を行いま
す。

自然エネルギーを利用した低コ
スト養殖技術の研究開発

国公募事業「次世代型陸上養
殖の技術開発事業」に取り組ん
だ。その結果、地中熱ヒートポ
ンプの熱交換方式の改良、空
気熱ヒートポンプを用いた温
度調節システムの開発および
飼育水槽の断熱対策等を実施
することによる低コスト温度
調節システムを開発した。

成果指標 － 100

目標：技術開発件数１件
計画どおり技術開発を行った

・整備した地中熱加温システムを
基に、運転経費の低減を図ってい
く。
・民間陸上養殖施設で地中熱を利
用した省エネ飼育の実証試験を行
う。 漁政課（総合

水試）
9

長崎大学、長崎総合科学大学、
東京大学等の知見を活用し、陶
磁器製造における省エネ評価技
術を確立します。

大学等の知見を活用した陶磁
器製造における省エネ評価技術
の確立

北九州市立大学と共同で開発し
たLCA手法によりCFP認定を受
けた低温焼成磁器の素材を用
いて、大形の手洗い鉢を企業と
共同で開発した。製品を長崎県
建設技術フェア等へ出品し、同
技術のPRに努めた。同陶土を
含む4種類のグレードの低温焼
成陶土と適合釉を開発し、量産
試験を行った（LCA：ライフサイ
クルアセスメント、CFP：カーボン
フットプリント）。

活動指標 100 100

大学と省エネ評価を行った
低温焼成磁器の素材を用い
て、企業と商品化を行った。
さらに、新たなグレードの陶
土の開発も行った。

企業と共同で製品化した手洗い鉢
をフェアや成果発表会等で紹介
し、同技術のさらなるPRと普及に
努める。また、量産製造条件の確
立と商品化に取り組むため、陶磁
器製造企業や商社による研究会を
検討している。 企業振興・技

術支援課
10

エネルギーの地産地消を実現す
るため、国のプロジェクトや企業
の資金等を活用した実証事業の
実施を目的として、県内における
候補地、候補事業を調査します。

エネルギーの地産地消の実証
事業の県内候補地、候補事業
の調査

新エネルギー産業等プロジェク
ト促進事業により、長崎県産業
振興財団に配置したプロジェク
トマネージャーによる掘り起こし
や公募等により、4件の再生可
能エネルギーを活用した事業の
可能性調査に対し支援を行っ
た。

成果指標 100 100

新エネルギー産業等プロジェ
クト促進事業等により、これ
まで、支援してきた事業のう
ち、5件の事業が国等の競争
的資金の獲得につながっ
た。

新エネルギー産業等プロジェクト推
進事業について、プロジェクトマ
ネージャーによる掘り起こしや公募
等により、可能性調査2件、試作品
製作1件の支援案件を採択予定。 -

グリーン
ニューディー

ル推進室
11

地域の自然的社会的条件に応じ
た総合的かつ計画的な地球温暖
化対策実行計画の進行管理の
ため、長崎県環境審議会等を活
用した評価・検証を行います。

地球温暖化対策実行計画の進
行管理

庁内関係各課が取り組む施策
の進行状況をとりまとめ、長崎
県環境審議会計画部会におい
て検証を行った。検証結果につ
いては、県ＨＰにおいて公表し
た。

活動指標 100 100

計画の各施策について、評
価・検証を行い、公表を行っ
たため

策定された計画について、評価・検
証を実施する。

未来環境推
進課

12
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漁船、漁具等の省エネに係る検
討開発等の支援、燃費に優れた
エンジン（主機関）を漁船に設置
する場合の無利子融資、及び省
エネ・省コスト等による漁船漁業
の収益性向上対策に対する助成
を行います。

省エネ（環境対応）漁船等の導
入により経営改善に取組む漁業
者に対する助成

・省エネ転換緊急対策事業によ
り、省エネ型漁業用機器の導入
について支援を行った。
・沿岸漁業改善資金により、環
境高度対応エンジンを設置する
場合の無利子融資を行った。

成果指
標

－

-

-

100

省エネ転換緊急対策事業に
よる支援件数　148件

環境高度対応エンジンの導
入件数　4件

・省エネ転換緊急対策事業により、
省エネ型漁業用機器の導入につ
いて支援を行う。
・沿岸漁業改善資金により、環境
高度対応エンジンを設置する場合
の無利子融資を行う。

漁政課 13

農業用施設への太陽光発電利
用の普及を推進します。

農業用施設への太陽光発電利
用の普及を推進します。

諫早湾干拓地において、太陽光
発電を利用した園芸施設（ヒート
ポンプ）等についての実証試験
を実施。
また、取組については、県内外
からの視察者への対応など情
報発信を行った。

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 太陽光発電を電源としたGPS基地
局を設定する。

農政課 14

「長崎県ＥＶ・ＰＨＶタウン」構想を
推進するため、市町・民間事業
者における電気自動車（ＥＶ）・プ
ラグインハイブリッド自動車（ＰＨ
Ｖ）及び充電設備の導入経費の
一部を補助します。

長崎県ＥＶ・ＩＴＳ普及促進事業
の推進

国、民間による優遇された充電
設備導入支援を受けやすいよ
う、平成２６年５月に「長崎県次
世代自動車充電インフラ整備ビ
ジョン」を見直し、設置箇所数を
拡充し、国の支援制度の活用を
促した。また、国の支援制度を
補う形で県単独補助募集を実
施した。

活動指標 15 100

ＥＶについては、民間活力に
より長崎県ＥＶ・ＰＨＶタウン
構想に基づく導入計画を上
回り、目標達成に至った。ま
た、急速充電設備導入につ
いても、国の補助制度、自動
車メーカー４社による支援制
度の活用により導入目標を
上回り、目標達成に至った。

今後も国の支援制度の活用を推
進するとともに、EVの経済性などを
周知し、EVや充電設備の普及に努
めていく。

グリーン
ニューディー
ル推進室

15

世界遺産登録を目指す地域資源
を持つ五島地域に対し、二酸化
炭素の排出が少ない低炭素社会
における次世代交通である電気
自動車を集中的に導入し、次世
代交通システムの各種技術を活
用した社会インフラの整備による
観光振興や地域の活性化を図
り、県内産業の振興に取り組み
ます。

長崎ＥＶ＆ＩＴＳプロジェクト推進
事業の推進

平成25年度をもって、事業終
了。

活動指標 100 -

平成25年度をもって、事業終
了。

-
グリーン

ニューディー
ル推進室

16

内航海運への船舶建造・改造等
に要する資金に対する融資やト
ラック等の輸送力確保及び輸送
コストの上昇抑制のため、低公
害車導入への助成等を行いま
す。

船舶やトラック等の輸送力確保
及び輸送コストの上昇抑制のた
めの支援

離島地域交流促進基盤強化事
業費補助金により、野母商船㈱
の「フェリー太古」（環境対応型
船舶）に対して建造費の助成を
行った。また運輸事業振興助成
補助金によりトラック協会へ低
公害車購入助成を行った。

活動指標 100 100

計画通り実施できたため。 環境対応型船舶の建造及び低公
害車購入助成を行う予定。

新幹線・総合
交通対策課

17

事業者に対し、省エネ診断を活
用したエネルギー使用量や二酸
化炭素排出量の「見える化」と効
果的な設備更新や施設改修等を
促進します。

「見える化」の推進 27事業者に対し「節電アドバイ
ザー」派遣を実施した。

活動指標 100 -

平成25年度をもって、事業終
了。

未来環境推
進課

18
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太陽光発電等の再生可能エネル
ギーを利用した施設整備や省エ
ネ型空調設備等の環境に配慮し
たエコスクールを推進します。

太陽光発電等の再生可能エネ
ルギーを利用した施設整備や省
エネ型空調設備等の環境に配
慮したエコスクールの推進

長崎県太陽光発電「屋根貸し」
事業により、3事業者が県立学
校6校に対して太陽光発電設備
を設置した。

成果指標 70 100

計画どおり実施できたため。 環境省が行う再生可能エネルギー
等導入推進基金事業を活用して、
避難場所に指定されている県立学
校5校に太陽光発電設備を設置す
る。

教育環境整
備課

19

大型駐車場の設置者等に対し
て、駐車時のアイドリング・ストッ
プの周知を求め、自動車による
温室効果ガス排出削減対策を進
めます。

アイドリング・ストップの周知など
自動車による温室効果ガス排出
削減対策の推進

現在まで、一定規模以上の
1,477の駐車場設置者に対し
て、ポスターを配布し、アイドリ
ングストップの周知義務の徹底
を図っている。

活動指標 100 100

駐車場設置者による周知事
例なし

一定規模以上駐車場設置者に対
して、ポスターを配布し、アイドリン
グストップの周知義務の徹底を図
る。

未来環境推
進課

20

冷媒としてフロン類が充填されて
いるエアコン、冷蔵・冷凍機器、
自動車用カーエアコンからの大
気中への排出を抑制し、適正な
回収・処理を推進します。

フロン類の大気中への排出抑
制、適正な回収・処理の推進

平成27年1～3月にかけて、未来
環境推進課22件、県立保健所
52件の計74件の立入検査を実
施した。

活動指標 100 100

目標（50件）以上の立入検査
を実施することができたた
め。

平成28年1月～3月にかけて、未来
環境推進課及び県立保健所で計
50件の立入検査を実施する。 未来環境推

進課
21

温室効果ガスを多量に排出する
事業者に対して温室効果ガス排
出削減計画書及び報告書の提
出を求めるなど、事業活動に伴う
温室効果ガス排出削減対策の促
進を図ります。

温室効果ガスを多量排出事業
者への温室効果ガス排出削減
対策の促進

エネルギー使用量が一定規模
以上の事業者（101事業者）に対
し、温室効果ガスの排出削減計
画書及び削減報告書の提出を
求めた。

活動指標 100 100

対象事業者全業者から提出
があった。

エネルギー使用量が一定規模以
上の事業者に対し、温室効果ガス
の排出削減計画書及び削減報告
書の提出を求める。

未来環境推
進課

22

「環境物品等調達方針」を作成す
るとともに、自ら燃料や電気の使
用量削減を図るため県庁エコオ
フィスプランの推進と進行管理を
行います。

「環境物品等調達方針」の作成
と県庁エコオフィスプランの推進

「第三次県庁エコオフィスプラ
ン」に基づき県庁におけるエネ
ルギー使用量・廃棄物量の削
減、及び廃棄物資源化率・環境
物品等調達率の向上に取り組
んだ。

成果指標 100 90

H25年度における県庁全体
の二酸化炭素排出量は
52,682ｔで、H25年度目標の
52,566ｔを概ね達成した。（達
成率99.78％）

長崎県庁節電実行計画（平成27年
度通年版）を策定し、平成23年度
から実施している節電対策を引き
続き強力に取り組むことにより、エ
コオフィスプランの推進を図ってい
く。

未来環境推
進課

23

事業者が自主的・主体的に取り
組む環境管理システムの導入を
促進します。

事業者が自主的・主体的に取り
組む環境管理システムの導入
促進

　「エコアクション21」の地域事務
局と連携し、商工会連合会の研
修会などにおいてEMS認証の説
明と働きかけを行った。また、市
町に対し広報紙への掲載を依
頼した。

成果指標 70 70

県内における「ＩＳＯ14001」及
び「エコアクション21」の新規
認証登録事業者：45件/64件
（累計）

県内のエコアクション21地方事務
局と協議しながら、市町や県商工
会連合会など県内の商工関係団
体等への働きかけを行う。 環境政策課 24

家庭での二酸化炭素排出削減
の取り組みを推進するため、県
民の意識の醸成及び参加型の
普及啓発事業を展開します。

家庭での二酸化炭素排出削減
の推進

九州内の一般家庭を対象に、
節電や省エネ製品の購入等の
環境行動を行った県民にポイン
トを付与し商品やサービスと交
換できる「九州版炭素マイレー
ジ制度」を実施した。

活動指標 100 100

家庭での節電行動の参加目
標848世帯に対し、1,177世帯
が実施した。

「九州版炭素マイレージ制度」の家
庭での節電行動を夏期と冬期の２
回実施。

未来環境推
進課

25

県及び市町の地球温暖化対策
協議会、長崎県地球温暖化防止
活動推進センター、長崎県地球
温暖化防止活動推進員、関係団
体等の協働によるイベント開催
やキャンペーンを行います。

県及び市町、ボランティアとの協
働によるイベント開催

NPOと協働でエコドライブ普及
に係る事業に取り組んでおり、
県内の各種イベントで活動を
行った。 活動指標 100 100

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ普及の協働事業を
計画どおり実施することがで
きたため。

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ普及の協働事業を引き続
き実施する。

未来環境推
進課

26
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長崎県地球温暖化対策協議会と
連携し、県下一斉ノーマイカー
デー及び県下一斉ノーマイカー
ウィークを設け、マイカー利用の
自粛、公共交通機関の利用促進
を図ります。

ながさき環境県民会議と連携し
た、マイカー利用の自粛、公共
交通機関の利用促進

毎月第2水曜日をノーマイカー
デーに定めるとともに、12月11
～17日の1週間を、「県下一斉
ノーマイカー＆エコドライブ
ウィーク」として実施した。

活動指標 100 100

期間中延べ38,963人がノー
マイカーまたはエコドライブを
実践した。結果、約77tの二
酸化炭素排出削減につな
がった。

ながさき環境県民会議と連携しな
がらノーマイカーデー及び「県下一
斉ノーマイカー＆エコドライブ
ウィーク」の周知拡大に努める。

未来環境推
進課

27

ゴールデンウィーク中のマイカー
自粛及び公共交通機関利用促
進の呼びかけを実施します。

ゴールデンウィーク中のマイ
カー自粛及び公共交通機関利
用促進

４月２６日～５月６日を対策期間
としてテレビ・ラジオ等を利用し
てマイカー自粛やパーク・アン
ド・ライドの活用を呼びかけた。

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 ４月２５日～５月６日を対策期間と
してテレビ・ラジオ等を利用してマ
イカー自粛と公共交通機関利用促
進の呼びかけを行った。

新幹線・総合
交通対策課

28

エコドライブの普及のため、県
民、事業者等を対象としたエコド
ライブ講習会等を行います。

県民、事業者等を対象としたエ
コドライブ講習会等の開催

NPOと協働でエコドライブ普及
に係る事業に取り組んだ。

成果指標 100 100

従来のエコドライブ講習会は
平成24年度で終了したもの
の、平成25年度よりＮＰＯと
の協働事業を開始したため。

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ普及の協働事業を引き続
き実施する。

未来環境推
進課

29

地域の環境産業の活性化、環境
負荷削減技術の展開等を行う市
町を｢環境実践モデル都市｣に選
定し、その取り組みを支援しま
す。

｢環境実践モデル都市｣の選定と
支援

対馬プロジェクトにおいて、総務
省事業「分散型エネルギーイン
フラプロジェクト・マスタープラン
策定事業」の採択を受け、産官
学金で構成する対馬環境エネ
ルギーコンソーシアムにおいて
再生可能エネルギーを活用した
持続可能な資源循環型社会の
構築を通じて、新たな産業や雇
用創出について調査検討を実
施した。
西海プロジェクトにおいて、小型
潮流発電の実証に向けた取組
みを推進し、新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）
の”海洋エネルギー発電システ
ム実証研究（H26～H29）”に採
択された。

成果指標 100 100

対馬プロジェクトにおいて、
総務省分散型エネルギーイ
ンフラ プロジェクト・マスター
プラン策定事業の採択を受
け、対馬環境エネルギーコン
ソーシアムにおいて「対馬市
エネルギーマスタープラン」
を策定した。
西海プロジェクトにおいて、
小型潮流発電事業化ワーキ
ンググループを中心とした取
組により、国のプロジェクト等
を獲得した。

対馬プロジェクトにおいては、総務
省の分散型エネルギーインフラプ
ロジェクト（事業立ち上げ詳細分析
事業）の獲得を目指し、昨年、策定
した対馬市エネルギーマスタープ
ランの詳細設計を策定する予定。
地域エネルギー会社の設立に向
けた検討、対馬環境エネルギーコ
ンソーシアムの開催を通してエネ
ルギーベストミックスプラン等を検
討していく。
西海プロジェクトにおいては、
NEDO事業の平成29年度実証試験
に向け、引き続きワーキンググ
ループの中心メンバーである㈱大
島造船所及びサイエンスリサーチ
㈱による事業化可能性調査などの
取組を支援していく。

-
グリーン

ニューディー
ル推進室

30

鉄道の高架化による道路交通の
円滑化と一体型の市街地整備を
進めるとともに、交通の分散化や
ボトルネックの解消等による交通
の流れの円滑化を図り、二酸化
炭素の発生を削減します。

交通の分散化やボトルネックの
解消等による交通の流れの円
滑化と一体型の市街地整備

長崎本線では、仮線工事に着
手している。

活動指標 100 100

仮線工事を行っているため。 Ｈ２７年度末までに段階的に仮線
への切替を行う予定。
用地買収の完了に努める。

都市計画課 31

マイカー自粛と公共交通機関の
利用推進のためのチラシの配布
やパークアンドライド等の取り組
みへ協力することにより、公共交
通機関の利用を促進します。

マイカー自粛と公共交通機関の
利用推進

４月２６日～５月６日を対策期間
としてテレビ・ラジオ等を利用し
てマイカー自粛やパーク・アン
ド・ライドの活用を呼びかけた。

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 ４月２５日～５月６日を対策期間と
してテレビ・ラジオ等を利用してマ
イカー自粛と公共交通機関利用促
進の呼びかけを行った。

新幹線・総合
交通対策課

32
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再
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担当課 No.

各種団体の活動を支援するとと
もに、活動の連携を図ります。
・長崎県地球温暖化対策協議会
の活動を支援します。
・長崎県地球温暖化防止活動推
進センターとの連携を図ります。
・長崎県地球温暖化防止活動推
進員の活動を支援します。
・長崎県地球温暖化対策ネット
ワーク会議、長崎県地球温暖化
対策地方自治体協議会を活用
し、市町協議会や市町との連携
を図ります。

市町・各種団体との協働と活動
支援

ながさき環境県民会議、長崎県
地球温暖化防止活動推進セン
ター、長崎県地球温暖化対策
ネットワーク会議等と連携した
普及啓発活動を実施した。
（取組内容）
・県下一斉ノーマイカー＆エコド
ライブウィークの実施
・長崎県地球温暖化対策ネット
ワーク会議の開催

活動指標 100 100

計画通り実施することができ
たため。

ながさき環境県民会議、長崎県地
球温暖化防止活動推進センター、
長崎県地球温暖化対策ネットワー
ク会議等と連携した普及啓発活動
を実施する。

未来環境推
進課

33

温室効果ガスを吸収するなどの
森林の持つ公益的機能を維持･
発揮させるため、間伐等の森林
整備を行います。

温室効果ガスを吸収するなど、
森林の公益的機能を維持･発揮
させるため、間伐等の森林整備

間伐等の森林整備実績
1,790ha

成果指標 90 90

森林作業道を開設し、木材
生産を行いながら森林の整
備を行う搬出間伐を主体とし
て整備を進めたため、労務
の不足等により伐捨間伐面
積が進まず目標達成に至ら
なかった。一方、森林作業道
は227km開設されており、森
林整備の基盤整備は進んで
いる。

　搬出間伐を主体に森林整備を進
める一方でも、未だ整備が遅れて
いる森林もあるため、「ながさき森
林環境税」を活用して伐捨間伐も
進め、森林整備の拡大に取り組ん
でいく。
H27目標面積2,875ha

森林整備室 34

木質バイオマスエネルギーの利
用や林地残材等未利用間伐材
の活用を推進します。

木質バイオマスエネルギーの利
用や林地残材等未利用間伐材
の活用推進

　温浴施設に木質チップボイ
ラーを国の補助事業を活用して
導入した。
　新たな利用として民間事業
体、農林技術開発センター等に
おいて低コスト園芸用ボイラー
の開発を進め、実際のハウスで
の実証試験を行った。

活動指標 100 100

H26年度に木質チップボイ
ラーが導入されたことによ
り、導入施設は6施設となり、
最終目標の5施設を上回っ
た。

低コスト園芸用ボイラーの普及に
向けた実証試験を進めるとともに
木質チップの供給体制を構築す
る。

再
掲

林政課 35

漁場環境を浄化するとともに、魚
介類の産卵、幼稚仔魚の成育の
場としても重要な藻場を回復・拡
大するため、着定基質の設置等
により藻場を造成します。

着定基質の設置等による藻場
の回復と造成

母藻供給基地として、着定基質
の設置により、３地区３箇所
2.4haの藻場礁を造成

－ － -

２４年度大型経済対策補正
により取組が前倒しで進捗し
ており、26年度の取組予定
の内容を25年度に実施した。

母藻供給基地として、着定基質の
設置により、２地区４箇所計１．９２
haの藻場礁造成を計画している。

漁港漁場課 36

藻場づくりに取り組むグループの
育成・磯焼け回復活動を支援し
ます。また国の「環境・生態系保
全活動支援事業」により藻場等
の維持・管理等の環境・生態系
の保全活動を行う組織に対し支
援します。

藻場等の維持・回復等の保全活
動を行う組織の育成・支援

水産業・漁村の多面的機能の
効果的・効率的な発揮に資する
活動を実施する、県内46組織に
対し、国交付金事業を活用し支
援を実施。
※「環境・生態系保全活動支援
事業」はH24年度で終了し、H25
年度より「水産多面的機能発揮
対策事業」へ移行。

活動指標 100 100

保全活動実施箇所数
目標値44カ所
実績値46カ所

水産業・漁村の多面的機能の効果
的・効率的な発揮に資する活動を
実施する県内48組織に対し、国交
付金事業を活用し支援を実施す
る。
（2カ所増） 資源管理課 37
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地球温暖化の悪影響による農産
物被害の抑制技術の確立及び
温室効果ガス発生低減のため、
将来にむけて対応技術を確立し
ます。

地球温暖化の悪影響による農
産物被害の抑制技術の確立及
び温室効果ガス発生低減のた
めの技術の確立

農産物被害抑制のため、水稲
生育予測システムに基づくコシ
ヒカリ等の早進化実証栽培、畜
舎断熱と家畜の暑熱ストレス低
減技術の確立、農産物（葉菜
類、根菜類）における温室効果
ガス抑制のための土壌管理・施
肥技術の実証検討を行った。

成果指標 - -

事業終了 事業終了

農産園芸課 38

異常気象による土石流、地すべ
り、がけ崩れ等の土砂災害から
生命財産を守るため、土砂災害
防止施設の整備を推進します。

土砂災害防止施設整備の推進 土砂災害防止施設の整備によ
り５０７戸を保全した。

成果指標 100 100

計画通り実施できた。 土砂災害防止施設の整備により６
８０戸を保全予定である。

砂防課 39

主要作目の病害虫の発生状況、
気象、農作物の生育状況等を定
期的に調査し、病害虫による損
害の発生を予測し、防除に必要
な発生予察情報を提供し、適時
適切な防除を推進します。

発生予察情報を提供しと、適時
適切な防除の推進

農業関係指導機関等２１６箇所
へ、発生予察情報を配信した

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 農業関係指導機関等２０６箇所
へ、発生予察情報を配信してい
る。

農業経営課 40

①
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
等
に
関
す
る
対
策
の

推
進

県内の測定局47 局（県設置局
11、長崎市6 局、佐世保市7 局、
企業局23 局）をネットワーク化し
て、大気汚染の常時監視を行い
ます。また、緊急時の場合には、
「長崎県大気汚染緊急時対策実
施要綱」及び「オキシダント注意
報発令実施要領」に基づき迅速
に対応します。

大気環境の常時監視及び緊急
時対応

県内の測定局47 局（県設置局
11、長崎市6 局、佐世保市7
局、企業局23 局）をネットワーク
化して、大気汚染の常時監視を
実施。また、オキシダントの高濃
度測定時には、「長崎県大気汚
染緊急時対策実施要綱」及び
「オキシダント注意報発令実施
要領」に基づき、対象地域に注
意報を発令し、屋内退避等注意
喚起を促すこととしているが、
H26年度は発令等を行う高濃度
には達しなかった。
また、PM2.5についても測定を行
い、高濃度時には注意喚起を
行った。

活動指標 100 100

県内の測定局47 局（県設置
局11、長崎市6 局、佐世保市
7 局、企業局23 局）をネット
ワーク化して、大気汚染の常
時監視を実施。また、オキシ
ダントの高濃度測定時には、
「長崎県大気汚染緊急時対
策実施要綱」及び「オキシダ
ント注意報発令実施要領」に
基づき、緊急時には迅速に
対象地域に注意報を発令
し、屋内退避等注意喚起を
促す体制をとった。なお、H26
年度は発令等を行う高濃度
には達しなかった。

引き続き、県内の測定局47 局（県
設置局11、長崎市6 局、佐世保市
7 局、企業局23 局）をネットワーク
化して、大気汚染の常時監視を実
施。また、オキシダントの注意報及
びPM2.5の注意喚起に関する情報
について関係機関へ説明会を実施
し、緊急時の場合には迅速に対応
できる体制を取っている。

環境政策課 41

②
オ
ゾ
ン
層

の
保
護
対
策

の
推
進

冷媒としてフロン類が充填されて
いるエアコン、冷蔵・冷凍機器、
自動車用カーエアコンからの大
気中への排出を抑制し、適正な
回収・処理を推進します。

フロン類の大気中への排出抑制
と適正な回収・処理の推進

平成27年1～3月にかけて、未来
環境推進課22件、県立保健所
52件の計74件の立入検査を実
施した。

活動指標 100 100

目標（50件）以上の立入検査
を実施することができたた
め。

平成28年1月～3月にかけて、未来
環境推進課及び県立保健所で計
50件の立入検査を実施する。 再

掲
未来環境推
進課

42

酸性雨測定局において、雨水を
採取し、分析を行い、その結果を
国や全国の都道府県と共有する
ことにより、生活への影響等を科
学的に検証するデータとして蓄積
します。

酸性雨モニタリング調査の実施
と国等との情報交換

　県内３調査地点（長崎市、佐
世保市、諫早市）での、モニタリ
ング調査を実施した。

活動指標 100 100

１降雨ごとのpHの年平均値
は、4.58～4.77で目標値であ
る4.0以上を達成した。

　引き続き県内３地点で酸性雨モ
ニタリング調査を実施し、目標
100％達成を目指す。

環境政策課 43

ばい煙発生施設を有する事業所
への立入検査を行い、排出基準
の遵守状況を把握します。

ばい煙発生施設への立入検査
の実施

各県立保健所による立入調査
（平成26年度実績494施設）及び
排出ガス等調査（平成26年度実
績12施設）

成果指標 90 100

立入調査及び排出ガス等調
査を実施した全ての施設で
排出基準を適合したため。

各県立保健所による立入調査（目
標500施設　ばい煙発生施設300施
設・粉じん発生施設200施設）及び
排出ガス等調査（目標5施設） 環境政策課 44

各施策の取組状況
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H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

③
酸
性
雨
対
策
の
推

進

自動車排出ガス抑制対策を更に
推進します。

自動車排出ガス抑制対策の推
進

自動車排出ガス測定局におい
て、排出ガス等大気汚染の常時
監視を実施し、抑制対策の推進
を図った。

活動指標 100 100

自動車排出ガス測定局にお
いて、排出ガス等大気汚染
の常時監視を実施し、抑制
対策の推進を図った。

引き続き、自動車排出ガス測定局
において、排出ガス等大気汚染の
常時監視を実施し、抑制対策の推
進を図っている。

環境政策課 45

「長崎県海岸漂着物対策推進計
画」に基づき、国、市町、民間団
体等と連携しを図りながら海岸漂
着物（漂着ごみ）の回収処理や
発生抑制対策等、総合的な海岸
の環境の保全を図ります。

「長崎県海岸漂着物対策推進計
画」に基づき、国、市町、民間団
体等と連携を図りながら海岸漂
着物（漂着ごみ）の回収処理や
発生抑制対策を実施

・海岸漂着物の回収処理を9市3
町において実施し、21,380㎥を
回収した。
・海岸漂着物の発生抑制対策
や国際協力事業を16回実施し
た。

活動指標 100 100

発生抑制対策等は6回の目
標値に対して16回実施

発生抑制対策等は6回を目標値と
して実施中。上半期の取組は5回

廃棄物対策
課

46

漂流油等による汚染の恐れがあ
る場合「漂流油等による長崎県
沿岸汚染対策要綱」に基づく関
係機関への情報伝達や指示、自
衛隊への派遣要請、市町間調整
への助言等を行います。

「漂流油等による長崎県沿岸汚
染対策要綱」に基づく関係機関
への情報伝達や指示、自衛隊
への派遣要請、市町間調整へ
の助言

「要綱」に基づく関係機関への
情報伝達や指示、自衛隊への
派遣要請、市町間調整への助
言。
H26年度は、要綱に基づく情報
伝達・指示４回実施。
自衛隊への派遣要請、対策本
部の設置等は、実績なし。

活動指標 100 100

H26年度は、対象となる事案
が４件発生し、「要綱」に基づ
く関係機関への情報伝達や
指示を行った。
自衛隊への派遣要請、対策
本部の設置等は、実績なし。

H27年度上半期、関係機関への情
報伝達や指示については、8回実
施。
自衛隊への派遣要請、対策本部
の設置等は、実績なし。 危機管理課 47

油濁事故発生時の被害漁業者
の救済と漁場被害の拡大防止を
図るための負担金を拠出しま
す。

油濁事故発生時の被害漁業者
の救済と漁場被害の拡大防止
のための支援

油濁事故発生時の情報収集、
漁場被害の拡大防止のための
関係者への注意喚起実施。救
済事業等を実施する漁場油濁
被害救済基金に対する負担金
拠出（81千円）。

－ － - －

油濁事故発生時の情報収集、漁
場被害の拡大防止のための関係
者への注意喚起実施。救済事業
等を実施する漁場油濁被害救済
基金に対する負担金拠出（81千
円）。

資源管理課 48

離島の漁業集落において、海岸
清掃活動に対して助成を行いま
す。

離島にとって重要な漁業資源で
ある漁場の生産力再生を図る取
組への支援

・離島漁業再生支援交付金を活
用した水質維持保全、海岸清
掃、海底清掃などの保全活動へ
の支援を実施（81集落)

成果指標 100 100

取組集落数
目標：81集落
実績：81集落

・H27年度から、離島漁業再生支援
交付金の取組項目から水質維持、
海岸清掃、海底清掃が廃止された
が、藻場・干潟等の管理・改善に引
き続き取り組む。国事業等を活用
し、環境保全活動を継続していけ
るよう、市町と連携して集落に働き
かけ等を行い、環境保全に取り組
む集落数の維持に努める。（81集
落）

漁政課 49

⑤
環
境
保
全
の
た
め
の
国
際
的
協
力

の
推
進

九州北部3 県、山口県及び韓国
南岸1 市3 道の環境行政・研究
所の関係者等による「日韓海峡
沿岸環境技術交流協議会」を開
催し、両地域間における環境に
関する共同事業を展開します。

九州北部3 県、山口県及び韓国
南岸1 市3 道の環境行政・研究
所の関係者等による「日韓海峡
沿岸環境技術交流協議会」会議
の開催と共同事業の実施

平成26年度は、これまで得られ
た結果を元に、さらに浮遊粒子
状物質（PM2.5）による大気汚染
の状況を調査するため、高濃度
時期の分布特性について日韓８
県市道で共同調査を実施した。

成果指標 100 100

　平成26年7月9日～11日に
かけて、佐賀県で第1回実務
者会議を実施。平成26年10
月22日～24日にかけて、大
韓民国全羅南道で第2回実
務者会議を実施した。
　また、共同研究は「微小粒
子状物質（PM2.5）に関する
高濃度時期の広域分布特性
調査」として高濃度期（H26.4
～5、H26.1～3）において試
料採取を実施したため。

　平成27年5月13日～15日にかけ
て、大韓民国全羅南道で第1回実
務者会議を実施。8月26日～28日
にかけて、大韓民国全羅南道で交
流会議を開催、11月４日～6日に
かけて、長崎県にて第2回実務者
会議を開催する。
　また、共同調査の最終年にあた
り、「微小粒子状物質（PM2.5）に関
する高濃度時期の広域分布特性
調査」のとりまとめを行うとともに、
次期共同調査テーマを決定する。

環境政策課 50

各施策の取組状況

④
漂
着
ご
み
・
漂
流
油
対
策
の
推
進

広
域
的
な
環
境
汚
染
対
策
の
推
進

地
球
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境
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す
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

県内で排出される産業廃棄物を
地域資源として活用する循環型
環境産業の育成及び産業廃棄
物の排出抑制・リサイクルの促
進を図ります。

県内で排出される産業廃棄物を
地域資源として活用する循環型
環境産業の育成及び産業廃棄
物の排出抑制・リサイクルの促
進

県内（建設系、製造系、医療系）
排出事業者研修会（３回）の実
施（２６２人参加） 活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 排出事業者研修会について、３回
実施することとしており、H２８年１
月及び２月に実施することとしてい
る。

廃棄物対策
課

52

長崎県園芸用等廃プラスチック
適正処理推進対策協議会と地域
協議会が連携し、本県における
園芸用プラスチックの適正処理
の啓発活動を行うとともに、回収
処理体制の整備、回収率の向上
を図ります。また、重点指導地区
を設定し、回収向上に向け検討
します。

園芸用プラスチックの適正処理
推進と、回収処理体制の整備、
回収率の向上を図る

各地域協議会の構成員を対象
とした、県内産業廃棄物処理業
者4社の視察研修を12月に開催
し、適正処理の啓発を行った。

〈平成25年度実績〉
　回収量4,512t(前年対比91%)
　回収率　93%

地域における計量機器（トラック
スケール）の整備を支援した。
〈平成26年度実績〉
　地域数１
　台　数１

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 農業者に対する適正処理の啓発
活動を継続するとともに、地域の効
率的な回収を推進するため、トラッ
クスケールの導入を支援する。

農産園芸課 53

各施策の取組状況

廃棄物の発生抑制・リサイクル
促進のため「ながさき環境県民
会議」において、「ゴミゼロながさ
き実践計画」の進捗管理と、ゴミ
ゼロ県民運動支援事業、ゴミゼ
ロ市町支援事業等の実施

51
未来環境推
進課

○ながさき環境県民会議
　・構成メンバーの「ゴミゼロな
がさき実践計画」の進捗状況管
理
○ゴミゼロ県民運動支援事業
　・情報発信
　・ながさきマイバッグキャン
ペーン（強化月間：10月）
　・九州ごみ減量化推進協議会
事業「修理して大切に使ってい
るもののフォトエッセイコンテス
ト」の実施
　・空きかん回収キャンペーンの
実施など
　・優良団体表彰
　・生ごみ減量化、リサイクル活
動支援
○ゴミゼロ市町支援事業
　・情報提供、研修会開催(1回）
　・廃食用油のバイオディーゼ
ル燃料化を進めるため取組状
況調査を実施
○事業所支援事業
　・レジ袋削減の取組（新上五島
町 　8事業者16店舗、イオン九
州㈱6店舗）
　・県庁の機密文書を含む紙ご
みのリサイクルの実施
○快適環境保全推進事業
　・ごみの投げ捨て等防止重点
地区等の巡回指導等を実施

廃棄物の発生抑制・リサイクル
促進のため「ゴミゼロながさき推
進会議」において、「ゴミゼロなが
さき実践計画」の進捗管理等を
行うとともに、ゴミゼロ県民運動
支援事業、ゴミゼロ市町支援事
業等を実施し、「長崎県廃棄物処
理計画」で定めた減量化等の目
標達成を目指します。

○ながさき環境県民会議
　・ながさき環境県民会議４R部会
を開催し、引き続き「ゴミゼロながさ

き」の実現に向け取組を実施。
○ゴミゼロ県民運動支援事業

　・ながさきマイバッグキャンペーン
の実施（一斉行動参加店の募集）
・九州まちの修理屋さん登録店舗

の募集、登録
　・空きかん回収キャンペーン等引

き続き実施
・優良団体表彰

　・生ごみ減量化やリサイクル活動
支援

○ゴミゼロ市町支援事業
　・市町・事業者研修会（1回）及び

情報提供
○事業所支援事業

　・レジ袋削減に向けた有料化の
推進

　・県庁の機密文書を含む紙ごみ
のリサイクルの推進

○快適環境保全推進事業
　・ごみの投げ捨て等防止重点地

区等の巡回指導等を実施
○バイオディーゼル燃料利活用促

進事業
・廃食用油をバイオディーゼル燃
料に再生利用する取組の推進

90

ゴミゼロながさき実践計画に
基づき各構成団体が自主的
に取り組んだ活動について
は、レジ袋削減の取組や生
ごみ減量化リサイクル活動
など一定の成果があったが、
一般廃棄物減量化など、今
後、さらに推進すべき課題も
あるため。

90活動指標

①
廃
棄
物
の
発
生
・
排
出
抑
制

廃
棄
物
対
策
の
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進
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

県内で排出される産業廃棄物を
地域資源として活用する循環型
環境産業の育成及び産業廃棄
物の排出抑制・リサイクルの促
進を図ります。

県内で排出される産業廃棄物を
地域資源として活用する循環型
環境産業の育成及び産業廃棄
物の排出抑制・リサイクルの促
進

県内（建設系、製造系、医療系）
排出事業者研修会（３回）の実
施（２６２人参加） 活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 排出事業者研修会について、３回
実施することとしており、H２８年１
月及び２月に実施することとしてい
る。

再
掲

廃棄物対策
課

55

「長崎県ごみ処理広域化計画」に
基づき、サーマルリサイクル、マ
テリアルリサイクルの推進に努め
ます。

「長崎県ごみ処理広域化計画」
に基づく、サーマルリサイクル、
マテリアルリサイクルの推進

市町等が循環型社会形成の推
進に必要な廃棄物処理施設の
整備事業等を実施するために
策定した循環型社会形成推進
地域計画に基づく事業等を実施
させる。

活動指標 100 100

計画どおり実施されたため。

地域計画
　計上事業数　6
　実施事業数　6

循環型社会形成推進地域計画に
基づく事業を実施中

地域計画
　計上事業数　6
　実施事業数　6

再
掲

廃棄物対策
課

56

リサイクル製品認定制度の運用
により、認定リサイクル製品等を
県が優先利用するとともに、県
民・事業者への普及促進を図り
ます。

リサイクル製品認定制度の運用
により、認定リサイクル製品等を
県が優先利用するとともに、県
民・事業者への普及促進を図り
ます。

・認定リサイクル製品の新規認
定並びに普及促進と品質管理
の徹底を行った。
・新規認定１１件、累計１９７件
（うち１２８件更新）
・工場調査により品質基準に適
合しなかった製品について、改
善が確認されるまでの間、県に
よる利用を一時中止した（３
件）。

活動指標 100 100

計画どおり実施できた。 ・認定製品の品質管理等について
関係団体への講習会を実施した。
（1回）
・認定リサイクル製品の新規認定
並びに普及促進と品質管理の徹
底を行う。 未来環境推

進課
57

各施策の取組状況

54
未来環境推
進課

再
掲

○ながさき環境県民会議
　・ながさき環境県民会議４R部会
を開催し、引き続き「ゴミゼロながさ
き」の実現に向け取組を実施。
○ゴミゼロ県民運動支援事業
　・ながさきマイバッグキャンペーン
の実施（一斉行動参加店の募集）
・九州まちの修理屋さん登録店舗
の募集、登録
　・空きかん回収キャンペーン等引
き続き実施
・優良団体表彰
　・生ごみ減量化やリサイクル活動
支援
○ゴミゼロ市町支援事業
　・市町・事業者研修会（1回）及び
情報提供
○事業所支援事業
　・レジ袋削減に向けた有料化の
推進
　・県庁の機密文書を含む紙ごみ
のリサイクルの推進
○快適環境保全推進事業
　・ごみの投げ捨て等防止重点地
区等の巡回指導等を実施
○バイオディーゼル燃料利活用促
進事業
・廃食用油をバイオディーゼル燃
料に再生利用する取組の推進

ゴミゼロながさき実践計画に
基づき各構成団体が自主的
に取り組んだ活動について
は、レジ袋削減の取組や生
ごみ減量化リサイクル活動
など一定の成果があったが、
一般廃棄物減量化など、今
後、さらに推進すべき課題も
あるため。

90

廃棄物の発生抑制・リサイクル
促進のため「ながさき環境県民
会議」において、「ゴミゼロながさ
き実践計画」の進捗管理と、ゴミ
ゼロ県民運動支援事業、ゴミゼ
ロ市町支援事業等の実施

廃棄物の発生抑制・リサイクル
促進のため「ゴミゼロながさき推
進会議」において、「ゴミゼロなが
さき実践計画」の進捗管理等を
行うとともに、ゴミゼロ県民運動
支援事業、ゴミゼロ市町支援事
業等を実施し、「長崎県廃棄物処
理計画」で定めた減量化等の目
標達成を目指します。

活動指標

○ながさき環境県民会議
　・構成メンバーの「ゴミゼロながさ
き実践計画」の進捗状況管理
○ゴミゼロ県民運動支援事業
　・情報発信
　・ながさきマイバッグキャンペーン
（強化月間：10月）
　・九州ごみ減量化推進協議会事
業「修理して大切に使っているもの
のフォトエッセイコンテスト」の実施
　・空きかん回収キャンペーンの実
施など
　・優良団体表彰
　・生ごみ減量化、リサイクル活動
支援
○ゴミゼロ市町支援事業
　・情報提供、研修会開催(1回）
　・廃食用油のバイオディーゼル燃
料化を進めるため取組状況調査を
実施
○事業所支援事業
　・レジ袋削減の取組（新上五島町
8事業者16店舗、イオン九州㈱6店
舗）
　・県庁の機密文書を含む紙ごみの
リサイクルの実施
○快適環境保全推進事業
　・ごみの投げ捨て等防止重点地区
等の巡回指導等を実施
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大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

家畜排せつ物法対象農家におい
て生産されたたい肥の広域流通
を図り、資源循環型農業を推進
します。

家畜排せつ物法対象農家にお
いて生産されたたい肥の広域流
通と、資源循環型農業を推進

堆肥コンクール及び堆肥の需給
者マッチング会を開催し、堆肥
の生産技術の向上と耕種農家
との連携を図った。
堆肥散布のヘルパー組織を3組
織設立し、堆肥の広域流通のた
めの、施設・機械を導入した。

成果指標 100 100

・堆肥の広域流通と有効活
用のための施設整備の実
施。
　1箇所
・施設整備により堆肥の広域
流通と有効利用が図られ、
資源循環型農業の推進が図
られた。

堆肥広域流通組織を2組織設立
し、堆肥の広域流通を図っていく。

畜産課 58

食品残さ等飼料（エコフィード）の
利活用を推進し、本県畜産業の
健全な発展と資源循環型社会の
構築を推進します。

食品残さ等飼料（エコフィード）
の利活用推進

エコフィード需給者のマッチング
会を実施し、制度の周知と畜産
農家、食品関連業者の交流を
図った。
エコフィードを利用する組織を１
組織設立し、食品残さの飼料化
を行った。

成果指標 100 100

・エコフィード利用のための
施設整備の実施。
　2箇所
・施設整備によりエコフィード
利用拡大が図られた。

エコフィード利用のための施設整
備を行い、畜産農家のコスト低減と
資源循環型社会の構築を図る。

畜産課 59

「長崎県建設リサイクル公共工
事アクションプログラム」に基づ
き、３Ｒ（Reduce（減らす）・
Reuse(再使用する)・Recycle（再
生利用する））の徹底並びにリサ
イクル材・製品の積極活用を目
指します。

「長崎県建設リサイクル公共工
事アクションプログラム」に基づ
く、３Ｒ（Reduce（減らす）・
Reuse(再使用する)・Recycle（再
生利用する））の徹底、リサイク
ル材・製品の積極活用

長崎県建設工事共通仕様書に
おいて、建設副産物対策を明示
し、受注者に対し適正な処理及
び再生資源の活用を義務付け
ている。
（再資源化率実績値）
　・ｱｽｺﾝ　　　　99.8%
　・ｺﾝｸﾘｰﾄ　　　99.9%
　・建設発生木材  95.9%

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため 九州地方における建設リサイクル
推進計画2014に定めるH30年度目
標値の達成を目指す。
再資源化率のH30年度目標値
・ｱｽｺﾝ　　　　　99%以上
・ｺﾝｸﾘｰﾄ　　　　99%以上
・建設発生木材　95%以上

建設企画課 60

「長崎県ごみ処理広域化計画」に
基づき、ごみ処理施設の集約化
を推進します。

「長崎県ごみ処理広域化計画」
に基づく、ごみ処理施設の集約
化の推進

市町等が循環型社会形成の推
進に必要な廃棄物処理施設の
整備事業等を実施するために
策定した循環型社会形成推進
地域計画に基づく事業等を実施
させる。

活動指標 100 100

計画どおり実施されたため。

地域計画
　計上事業数　6
　実施事業数　6

循環型社会形成推進地域計画に
基づく事業を実施中

地域計画
　計上事業数　6
　実施事業数　6

廃棄物対策
課

61

産業廃棄物処理業者等への頻
繁な立入検査を実施し、不適正
処理の未然防止及び早期発見・
改善に努めます。

産業廃棄物処理業者等への立
入検査の実施

産業廃棄物処理業者への立入
検査回数：４，８７２回

活動指標 100 100

計画通り実施できたため。 年間計画：３，４００回
廃棄物対策
課

62

定期的な巡回パトロールを実施
し、不法投棄・違法焼却の未然
防止及び早期発見・改善に努め
ます。

定期的な巡回パトロールを実施 不法投棄パトロール回数：
２，１４６回

活動指標 100 100

計画通り実施できたため。 年間計画：１，９００回

廃棄物対策
課

63

排出事業者に対するマニフェスト
制度の周知や産業廃棄物の適
正処理に関する研修会を開催す
るなど、不法投棄や不適正処理
の防止を図ります。

排出事業者に対するマニフェス
ト制度の周知や産業廃棄物の
適正処理に関する研修会の開
催

県内（建設系、製造系、医療系）
排出事業者研修会（３回）の実
施（２６２人参加） 活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 排出事業者研修会について、３回
実施することとしており、H２８年１
月及び２月に実施することとしてい
る。

廃棄物対策
課

64

産業廃棄物最終処分場における
水質検査等を実施し、処理施設
の適正な維持管理を推進しま
す。

産業廃棄物最終処分場におけ
る水質検査等の実施

管理型最終処分場３ヶ所、安定
型最終処分場９ヶ所で、浸透
水、地下水について調査を実
施。保有水、下流域河川調査を
安定型処分場１ヶ所で実施。

活動指標 100 100

計画通り実施できたため。 管理型最終処分場２ヶ所、安定型
最終処分場９ヶ所で、浸透水、地
下水について調査を実施。保有
水、下流域河川調査を安定型処分
場１ヶ所で実施。

廃棄物対策
課

65

各施策の取組状況
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（施策が進んでいない理由も
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H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

排出事業者やリサイクル事業者
等の情報交換を促進し、廃棄物
のリサイクルを推進します。

排出事業者・リサイクル事業者
等の情報交換の促進

県内（建設系、製造系、医療系）
排出事業者研修会（３回）の実
施（２６２人参加） 活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 排出事業者研修会について、３回
実施することとしており、H２８年１
月及び２月に実施することとしてい
る。

廃棄物対策
課

66

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄
物については、長崎県ポリ塩化
ビフェニル廃棄物処理計画に基
づき適正処理を推進します。

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄
物については、長崎県ポリ塩化
ビフェニル廃棄物処理計画に基
づき適正処理を推進

PCB廃棄物の適正保管率（９
８％）

成果指標 100 100

計画どおり実施できたため。 PCB廃棄物の適正保管と処理の
推進を行い、立ち入り調査、指導
等を実施する。

廃棄物対策
課

67

地域園芸用等廃プラスチック適
正処理推進対策協議会と連携
し、本県における園芸用プラス
チックの適正処理の啓発活動を
行うとともに、回収処理体制の整
備、回収率の向上を図ります。ま
た、重点指導地区を設定し、回
収向上に向け検討します。

園芸用プラスチックの適正処理
の啓発と、回収処理体制の整備

各地域協議会の構成員を対象
とした、県内産業廃棄物処理業
者4社の視察研修を12月に開催
し、適正処理の啓発を行った。

〈平成25年度実績〉
　回収量4,512t(前年対比91%)
　回収率　93%

地域における計量機器（トラック
スケール）の整備を支援した。
〈平成26年度実績〉
　地域数１
　台　数１

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 農業者に対する適正処理の啓発
活動を継続するとともに、地域の効
率的な回収を推進するため、トラッ
クスケールの導入を支援する。

再
掲

農産園芸課 68

ばい煙発生施設を有する事業所
への立入検査を行い、排出基準
の遵守状況を把握します。

ばい煙発生施設への立入検査
の実施

各県立保健所による立入調査
（平成26年度実績494施設）及び
排出ガス等調査（平成26年度実
績12施設）

成果指標 90 100

立入調査及び排出ガス等調
査を実施した全ての施設で
排出基準を適合したため。

各県立保健所による立入調査（目
標500施設　ばい煙発生施設300施
設・粉じん発生施設200施設）及び
排出ガス等調査（目標5施設）

再
掲

環境政策課 69

県内の測定局47 局（県設置局
11、長崎市6 局、佐世保市7 局、
企業局23 局）をネットワーク化
し、大気汚染の常時監視を行い
ます。

大気汚染の常時監視の実施 県内の測定局47 局（県設置局
11、長崎市6 局、佐世保市7
局、企業局23 局）をネットワーク
化し、大気汚染の常時監視を実
施

活動指標 100 100

県内の測定局47 局（県設置
局11、長崎市6 局、佐世保市
7 局、企業局23 局）をネット
ワーク化し、大気汚染の常時
監視を実施

引き続き、県内の測定局47 局（県
設置局11、長崎市6 局、佐世保市
7 局、企業局23 局）をネットワーク
化し、大気汚染の常時監視を実施
する

環境政策課 70

有害大気汚染物質の調査を行い
ます。

有害大気汚染物質の調査の実
施

諫早市内４箇所で年６回、アクリ
ロニトリル等１５項目の有害大
気汚染物質を測定

活動指標 100 100

諫早市内４箇所で年６回、ア
クリロニトリル等１５項目の有
害大気汚染物質を測定

引き続き、諫早市内４箇所で年６
回、アクリロニトリル等１５項目の
有害大気汚染物質を測定する

環境政策課 71

「長崎県アスベスト対策連絡会
議」において、情報の共有、実態
把握に努め、施設における除去
対策の取り組みを推進します。

「長崎県アスベスト対策連絡会
議」において、情報の共有、実
態把握に努め、施設における除
去対策の取り組みの推進

Ｈ２６年９月４日に「長崎県アス
ベスト対策連絡会議」を開催し、
情報の共有、実態把握に努め、
施設における除去対策の取り組
みの推進した。

活動指標 100 100

Ｈ２６年９月４日に「長崎県ア
スベスト対策連絡会議」を開
催し、情報の共有、実態把握
に努め、施設における除去
対策の取り組みの推進した。

「長崎県アスベスト対策連絡会議」
をＨ２７年９月３日に開催予定。ア
スベスト対策に係る特定建設作業
関係の情報を関係機関に周知し
た。

環境政策課 72

各施策の取組状況
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①
大
気
汚
染
防
止
対
策
の
推
進

飛散性アスベストが使用された
民間建築物に対し、アスベスト除
去等対策工事を推進し、県民の
健康被害の低減を図ります。

飛散性アスベストが使用された
民間建築物へのアスベスト除去
等対策工事の推進

個別訪問や広報活動により所
有者に「アスベストによる健康被
害」と「補助内容」を説明し除去
等の実施を働きかけた。除去等
件数：１件

成果指標 10 10

吹付けアスベスト等が使用さ
れている建築物の所有者に
対し、直接訪問して協力依頼
を行ったが、アスベスト材が
使用されている場所は関係
者以外立入禁止など利用者
が直接触れる場所に使用さ
れておらず、直ちに健康被害
に悪影響を及ぼすような建
築物ではないことに加え、補
助を活用しても自己負担が
必要であり、費用を捻出する
ことが難しいことから件数が
伸びなかった。

現時点において、「吹付け材の使
用がある建築物で、劣化が進みそ
のまま放置すれば飛散する恐れが
ある建築物が無い」こと、「吹付け
材にアスベストが含有していること
が判明している建築物のアスベス
ト使用箇所は、立入禁止にしてい
るか、関係者以外立入りはできな
いようになっている」ことから、直ち
に県民の健康被害に悪影響を及
ぼす状況ではないが、今後も所有
者等に市町とともに事業実施を働
きかけていく。

建築課 73

県地球温暖化対策協議会と連携
し、県下一斉ノーマイカーデー及
び県下一斉ノーマイカーウィーク
を設け、マイカー利用の自粛、公
共交通機関の利用促進を図りま
す。

ながさき環境県民会議と連携し
た、マイカー利用の自粛、公共
交通機関の利用促進

毎月第2水曜日をノーマイカー
デーに定めるとともに、12月11
～17日の1週間を、「県下一斉
ノーマイカー＆エコドライブ
ウィーク」として実施した。

活動指標 100 100

期間中延べ38,963人がノー
マイカーまたはエコドライブを
実践した。結果、約77tの二
酸化炭素排出削減につな
がった。

ながさき環境県民会議と連携しな
がらノーマイカーデー及び「県下一
斉ノーマイカー＆エコドライブ
ウィーク」の周知拡大に努める。

再
掲

未来環境推
進課

74

エコドライブの普及のため、県
民、事業者等を対象としたエコド
ライブ講習会の開催等を行いま
す。

エコドライブの普及のため、県
民、事業者等を対象としたエコド
ライブ講習会の開催等を行いま
す。

NPOと協働でエコドライブ普及
に係る事業に取り組んだ。

成果指標 100 100

従来のエコドライブ講習会は
平成24年度で終了したもの
の、平成25年度よりＮＰＯと
の協働事業を開始したため。

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ普及の協働事業を引き続
き実施する。

再
掲

未来環境推
進課

75

マイカー自粛と公共交通機関の
利用推進のためのチラシの配布
やパークアンドライド等の取り組
みへ協力することにより、公共交
通機関の利用を促進します。

マイカー自粛と公共交通機関の
利用促進

４月２６日～５月６日を対策期間
としてテレビ・ラジオ等を利用し
てマイカー自粛やパーク・アン
ド・ライドの活用を呼びかけた。

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 ４月２５日～５月６日を対策期間と
してテレビ・ラジオ等を利用してマ
イカー自粛と公共交通機関利用促
進の呼びかけを行った。

再
掲

新幹線・総合
交通対策課

76

トラック等の輸送力確保及び輸
送コストの上昇抑制のため、低
公害車導入への助成等を行いま
す。

トラック等の輸送力確保及び輸
送コストの上昇抑制のため、低
公害車導入への支援

運輸事業振興助成補助金によ
りトラック協会へ低公害車購入
助成を行った。 活動指標 100 100

計画通り実施できたため。 運輸事業振興助成補助金によりト
ラック協会へ低公害車購入助成を
行う予定。

新幹線・総合
交通対策課

77

鉄道の高架化による道路交通の
円滑化と一体型の市街地整備を
進めるとともに、交通の分散化や
ボトルネックの解消等による交通
の流れの円滑化を図り、二酸化
炭素の発生を削減します。

交通の分散化やボトルネックの
解消等による交通の流れの円
滑化と一体型の市街地整備

長崎本線では、仮線工事に着
手している。

活動指標 100 100

仮線工事を行っているため。 Ｈ２７年度末までに段階的に仮線
への切替を行う予定。
用地買収の完了に努める。

再
掲

都市計画課 78

各施策の取組状況

②
自
動
車
排
出
ガ
ス
抑
制
対
策
の
推
進

大
気
環
境
の
保
全

環
境
へ
の
負
荷
の
削
減
と
循
環
型
社
会
づ
く
り



  
-
 1

8
8

 -
 

  
基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

工場等の排水基準適合状況等を
把握するため、立入検査を実施
し、排水基準の遵守とともに、自
主的な取り組みの促進を図りま
す。

工場等への立入検査の実施 工場等へ立入検査を実施し、排
水を調査したところ、排水基準
の遵守率は96.7%だった。
なお、排水基準に違反した工場
等に対しては指導を実施し、指
導を行った全施設で排水基準
達成を確認している。

成果指標 90 97

一部の工場等による排水処
理施設の不適正な維持管理
のため、排水基準遵守率は
高い水準ではあるが、100%
には至らなかった。

平成27年度も計画に基づき、引き
続き立入調査及び工場等への指
導を実施する。

環境政策課 79

健康項目については、171 地
点、生活環境項目については、
環境基準点135 地点で、公共用
水域の水質汚濁状況の常時監
視を行います。

公共用水域の水質汚濁状況の
常時監視の実施

健康項目については、172 地
点、生活環境項目については、
環境基準点136 地点で、公共用
水域の水質測定を行った。

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 健康項目については、172 地点、
生活環境項目については、環境基
準点136 地点で、公共用水域の水
質測定を行う。

環境政策課 80

閉鎖性が強い大村湾、佐世保
湾、長崎湾、伊万里湾、有明海
については、全窒素、全燐に係
る環境基準を遵守するため、工
場・事業場に対して汚濁負荷低
減等の富栄養化対策を図りま
す。

閉鎖性が強い大村湾、佐世保
湾、長崎湾、伊万里湾、有明海
については、全窒素、全燐に係
る環境基準を遵守するため、工
場・事業場に対する汚濁負荷低
減等の富栄養化対策の実施

閉鎖性水域（大村湾、有明海、
伊万里湾等）の流域に立地する
事業場の、窒素・リンの排水検
査を実施し、排水基準の遵守を
指導した。

活動指標 100 100

窒素及びリンについて、排水
検査を実施し、排水基準遵
守を確認した。

窒素及びリンについて、排水検査
を実施し、排水基準遵守を確認す
る。

環境政策課 81

地下水の常時監視のため、23
地点で地下水定期モニタリング
調査を行います。環境基準超過
については、飲用不適を指導す
るとともに、汚染源が明確な場
合、事業所への指導を行いま
す。

地下水の定期モニタリング調査
の実施と指導

23 地点で地下水定期モニタリン
グ調査を行い、環境基準超過井
戸については、保健所から飲用
不適を所有者へ通知した。 活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 23 地点で地下水定期モニタリング
調査を行い、環境基準超過井戸に
ついては、保健所から飲用不適を
所有者へ通知する。 環境政策課 82

赤潮発生メカニズムの解明と防
除対策に関する研究開発を推進
します。

赤潮による漁業被害の防止・軽
減のための赤潮被害防除技術
の研究開発

有害赤潮による養殖魚のへい
死を防ぐため、現場調査、主要
原因プランクトンの発生機構の
解明及び有効な防除方法の検
討を実施 － － 100

光合成活性の測定によっ
て、シャットネラ赤潮の消長
を予測できる可能性を突き
止めました。また、平成２６年
５月に五島海域で発生した
ディクチオカ赤潮は、潮流や
風により沖から漁場内に流
れ込んだ可能性があることを
明らかにしました。

有害赤潮による養殖魚のへい死を
防ぐため、現場調査、主要原因プ
ランクトンの動態予測及び有効な
防除方法の検討を実施。

漁政課（水
試）

83

各施策の取組状況
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漁場環境の改善を図ります。
・漁場環境を浄化するとともに、
魚介類の産卵、幼稚仔魚の成育
の場としても重要な藻場を回復・
拡大するため、着定基質の設置
等により藻場を造成します。

漁場環境の改善
・漁場環境を浄化するとともに、
魚介類の産卵、幼稚仔魚の成
育の場としても重要な藻場を回
復・拡大するため、着定基質の
設置等により藻場を造成。

・母藻供給基地として、着定基
質の設置により、３地区３箇所
2.4haの藻場礁を造成

 -
-

２４年度大型経済対策補正
により取組が前倒しで進捗し
ており、26年度の取組予定
の内容を25年度に実施した。

・母藻供給基地として、着定基質の
設置により、２地区４箇所計１．９２
haの藻場礁造成を計画している。

・閉鎖的な内湾域等、漁場環境
が悪化した海域で海底清掃、海
底耕うん等を行うことにより漁場
環境の回復を図ります。

・閉鎖的な内湾域等、漁場環境
が悪化した海域で海底清掃、海
底耕うん等を行うことにより漁場
環境の回復を図る。

・有明海において国公共事業を
活用し、海底耕うんを実施。

- -

・藻場づくりに取り組むグループ
の育成・磯焼け回復活動への支
援を行います。また国の「環境・
生態系保全活動支援事業」によ
り藻場等の維持・管理等の環境・
生態系の保全活動を行う組織に
対し支援します。

・藻場づくりに取り組むグループ
の育成・磯焼け回復活動への支
援を実施。また国の「水産多面
的機能発揮対策事業」により藻
場・干潟・浅場の維持・回復等の
保全活動を行う組織に対し支援
を実施。

・水産業・漁村の多面的機能の
効果的・効率的な発揮に資する
活動を実施する、県内46組織に
対し、国交付金事業を活用し支
援を実施。

活動指標 100 100

保全活動実施箇所数
目標値44カ所
実績値46カ所

・水産業・漁村の多面的機能の効
果的・効率的な発揮に資する活動
を実施する、県内48組織に対し、
国交付金事業を活用し支援を実施
する。（2カ所増）

「第２期諫早湾干拓調整池水辺
環境の保全と創造のための行動
計画」に基づき、調整池の水質
保全と自然豊かな水辺づくりを推
進します。

「第２期諫早湾干拓調整池水辺
環境の保全と創造のための行
動計画」に基づく、調整池の水
質保全と自然豊かな水辺づくり
の推進

①生活排水対策（下水道･集排
整備・浄化槽設置補助支援)
②工場・事業場排水対策(立入
検査実施)
③面源負荷削減対策(施肥・農
薬削減・裸地対策)
④調整池及び流入河川・水路の
浄化対策（河川整備、国庫委託
事業）
⑤環境保全・創造のための住民
活動（環境イベント・清掃活動支
援）

成果指標 75 75

流域からの生活排水や、面
源由来の施肥・農薬使用に
伴う汚濁負荷、調整池の巻
上げや内部生産に起因する
汚濁負荷など複数の要因が
存在し、水質保全対策にか
かる指標（水質保全目標値3
項目）は目標未達成である
が、対策については一定の
進捗をしているため評価を75
とした。

①生活排水対策（下水道･集排整
備・浄化槽設置補助支援)
②工場・事業場排水対策(立入検
査実施)
③面源負荷削減対策(施肥・農薬
削減・裸地対策)
④調整池及び流入河川・水路の浄
化対策（河川整備、国庫委託事
業）
⑤環境保全・創造のための住民活
動（環境イベント・清掃活動支援）

環境政策課 85

諫早湾周辺地域において、肥料
の使用量の削減等の環境保全
型農業の現地実証を行い、環境
と調和した農業の実践・定着によ
り、人と環境にやさしい農業の推
進と諫早湾干拓調整池の水質保
全を図ります。

諫早湾周辺地域において、肥料
の使用量の削減等の環境保全
型農業を推進

・調整池の水質改善のため、富
栄養化の大きな要因である流域
農地からの肥料や有機物質等
の流入量の削減を目指してい
る。
・そのため、カバークロップ等の
種子購入費用の補助やパンフ
レットによる啓発によりカバーク
ロップ等の作付を推進した。

成果指標 80 90

・ばれいしょ農家では、カ
バークロップの作付けが秋
ばれいしょの品質への影響
（そうか病など）が懸念される
ことや、ばれいしょの収穫と
カバークロップのは種の労力
が競合すること等により普及
が進まなかった。
・作付面積170ha/目標面積
190haであったため評価を
90％とした。

・カバークロップの導入拡大に向
け、労力競合解消のためのバレイ
ショ収穫同時は種機及び適草種の
選定結果など、調査研究の成果を
情報提供し実施面積の拡大を図
る。 諫早湾干拓

課
農業経営課

86

各施策の取組状況

84
資源管理

課、漁港漁
場課
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「第２期大村湾環境保全・活性化
行動計画」に基づき、大村湾の
水質改善や自然環境の保全を進
めます。

「第２期大村湾環境保全・活性
化行動計画」に基づく、大村湾
の水質改善や自然環境の保全
の推進

①第3期行動計画（H26.3策定）
に基づく各事業推進を図った。
行動計画の取組を検証し、効果
的かつ実効的に推進するため、
外部の委員による「大村湾環境
保全・活性化会議」を立ち上げ
た。
②大村湾内における貧酸素水
塊・底質悪化等への対策のた
め、エアレーション技術の実用
化研究を実施した。
③再生砂による浅場づくり実証
試験を実施するため、造成地の
選定、水質・底質等の事前調査
を実施した。

成果指標 100 90

①H26年度のCODは全湾平
均2.5mg/Lとなり、行動計画
目標の2.0mg/L(H30年度末)
を現時点では達成できてい
ない。
②エアレーション技術の実用
化研究では、海底からの上
向きの流れが海面まで達し、
貧酸素水塊発生の原因とな
る成層を動かしたことが確認
されるなど一定の成果を得
た。
③浅場づくり実証試験では、
大村湾沿岸の２市町からの
応募を受け、大村市沿岸を
造成の候補地として決定し
た。

①行動計画にかかる庁内幹事会
や外部委員による活性化会議を運
営することで公共下水道等の汚水
の高度処理など行動計画にもとづ
く取組を推進していく。
②環境省の沿岸域環境改善技術
評価事業との連携を図りながら、
前年度の観測体制等を見直しエア
レーション技術の実用化研究を引
き続き実施する。
③二枚貝の生息数の拡大を図り浅
場の有効性を実証するために、再
生砂による浅場造成実証事業のた
めの造成工事に着手する。

再
掲

環境政策課 87

島原半島内において、硝酸性窒
素等に汚染された地下水の保全
を図るため、窒素負荷低減対策
会議において窒素負荷低減計画
を策定し、進捗を管理します。

窒素負荷低減対策会議におい
て窒素負荷低減計画の策定と
進捗の管理

島原半島窒素負荷低減対策会
議の運営を通じて、島原半島内
の17地点の地下水定期モニタリ
ング結果の改善を目標とする低
減計画に基づく各施策を推進し
た。
また半島内７２地点における追
跡井戸調査を実施した。 成果指標 90 90

平成26年度の結果において
環境基準を超過した地点は
前年度より２地点増加し17地
点中11地点で、計画の短期
目標（10地点以下）を達成し
ていない。しかし島原半島窒
素負荷低減計画に基づき、
農業対策、畜産対策、生活
排水等対策の継続的な取組
により硝酸性窒素等濃度が
大きく悪化しない状況で推移
していることから８０とした。

・第2期島原半島窒素負荷低減計
画に基づく継続監視調査及び追跡
井戸調査を実施する。
・第2期計画を策定し、５ヵ年経過し
たことから、対策及び数値目標の
見直しを行い、計画を改訂する。

環境政策課 88

島原半島内において、地下水の
硝酸性窒素濃度の低減を図るこ
とを目的に、土壌中の硝酸態窒
素の残存量の把握や有機物等を
有効活用した施肥技術等の確立
を図ります。

土壌中の硝酸態窒素の残存量
の把握や有機物等を有効活用
した施肥技術等の確立

研修会（5回）やパンフレットの配
布（19,531部）によって農家の意
識啓発を図るとともに、窒素負
荷低減に向けた試験研究3課題
（ばれいしょ、レタス、たまねぎ）
に取組んだ。

－ - -

H26年度は、新たな試験課題
（たまねぎ）にも取組んだ。

研修会やパンフレットの配布によっ
て農家の意識啓発を図るとともに、
窒素負荷低減に向けた試験研究2
課題（ばれいしょ、たまねぎ）に取
組んでいる。

農業経営課 89

手入れが遅れ荒廃している森林
の整備を行います。

手入れが遅れ荒廃している森林
の整備

伐捨間伐の実績567ha

成果指標 90 90

伐捨間伐面積は減少してい
るものの、木材を利用する搬
出間伐による未整備森林の
整備が進んでいる。

未整備森林整備として215haの伐
捨間伐を予定している。

森林整備室 90

②
生
活
排
水
対
策
の
推
進

浄化槽、農漁業集落排水施設・
下水道等の整備を行う市町に対
し助成を行います。

浄化槽、農漁業集落排水施設・
下水道等の整備を行う市町に対
する支援

・汚水処理施設の整備を進めた
市町に対し、浄化槽290,921千
円の助成を行った。
・壱岐市　瀬戸・芦辺地区の漁
業集落排水において、事業費の
１割を助成した。
浄化槽、農漁業集落排水施設・
下水道等の整備計画がある市
町に対して啓発活動を行った。

活動指標 100 100

整備計画があった市町に対
し計画どおり支援することが
できたため。

浄化槽、農漁業集落排水施設・下
水道等の整備計画がある市町に
対して支援を行う。

水環境対策
課・漁港漁場
課

91

各施策の取組状況
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H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

漁業集落排水施設の整備促進を
図るため、市町が行う下水道緊
急整備基本計画の策定に対し助
成します。

漁業集落排水施設の整備促進
を図るため、市町が行う下水道
緊急整備基本計画の策定に対
し助成。

実績なし

－ － -

－ 予定なし

漁港漁場課 92

大村湾南部流域下水道の供用
開始区域の拡大にあわせて、終
末処理場の施設整備及び維持
管理を行います。

大村湾南部流域下水道の供用
開始区域の拡大にあわせて、終
末処理場の施設整備及び維持
管理の実施

長寿命化計画に基づき、下水道
処理施設の改築更新等を行っ
た。 成果指標 100 100

計画どおり実施できたため。 平成２７年度も計画に基づき維持
管理を行う。 水環境対策

課
93

工場等の排水基準適合状況等を
把握するため、立入検査を実施
し、排水基準の遵守とともに、自
主的な取り組みの促進を図りま
す。

工場等の立入検査を実施 工場等へ立入検査を実施し、排
水を調査したところ、排水基準
の遵守率は96.7%だった。
なお、排水基準に違反した工場
等に対しては指導を実施し、指
導を行った全施設で排水基準
達成を確認している。

成果指標 90 100

一部の工場等による排水処
理施設の不適正な維持管理
のため、排水基準遵守率は
高い水準ではあるが、100%
には至らなかった。

平成27年度も計画に基づき、引き
続き立入調査及び工場等への指
導を実施する。

再
掲

環境政策課 94

閉鎖性が強い大村湾、佐世保
湾、長崎湾、伊万里湾、有明海
については、全窒素、全燐に係
る環境基準を遵守するため、工
場・事業場に対して汚濁負荷低
減等の富栄養化対策を図りま
す。

閉鎖性が強い大村湾、佐世保
湾、長崎湾、伊万里湾、有明海
については、全窒素、全燐に係
る環境基準を遵守するため、工
場・事業場に対して汚濁負荷低
減等の富栄養化対策を図る。

閉鎖性水域（大村湾、有明海、
伊万里湾等）の流域に立地する
事業場の、窒素・リンの排水検
査を実施し、排水基準の遵守を
指導した。

活動指標 100 100

窒素及びリンについて、排水
検査を実施し、排水基準遵
守を確認した。

窒素及びリンについて、排水検査
を実施し、排水基準遵守を確認す
る。 環

境
政
策
課

環境政策課 95

健全な水循環系を構築するた
め、関連機関との調整、雨水や
再生水の利用促進に向けた情報
提供を行います。

健全な水循環系を構築するた
め、関連機関との調整、雨水や
再生水の利用促進に向けた情
報提供の実施

県内の関係施設について、ホー
ムページによる情報提供を実
施。 活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 県内の関係施設について、ホーム
ページによる情報提供を実施。 水環境対策

課
96

水資源の有効利用について、調
査・情報収集を行い、ホームペー
ジ等を活用し、啓発を行います。

水資源の有効利用のため調
査、情報収集、啓発の実施

水資源の有効利用について、調
査、情報収集するとともに、ホー
ムページによる情報提供・啓発
を実施。

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 水資源の有効利用について、調
査、情報収集するとともに、ホーム
ページによる情報提供・啓発を実
施。

水環境対策
課

97

「ながさき水源の森」のうち、手入
れが遅れ荒廃している人工林の
整備を行います。

手入れが遅れ荒廃している森林
の整備

伐捨間伐の実績567ha

成果指標 90 90

伐捨間伐面積は減少してい
るものの、木材を利用する搬
出間伐による未整備森林の
整備が進んでいる。

No90に統合
森林整備室 98

土壌の汚染の状況の把握、土壌
の汚染による人の健康被害の防
止に関する措置等の土壌汚染対
策を実施することにより、国民の
健康の保護を図ります。

土壌の汚染の状況の把握、土
壌の汚染による人の健康被害
の防止に関する措置等の土壌
汚染対策の実施

土壌汚染の原因となる有害物
質を使用している工場等へ立入
検査を実施し、排水を調査した
ところ、排水基準の遵守率は
100%だった。

成果指標 100 100

遵守率100%という目標値を
達成できた

土壌汚染の原因となる有害物質を
使用している工場等へ立入検査を
実施し、排水の調査を実施する。

環境政策課 99

環境保全、農産物の安全性の向
上及び農業従事者等の健康維
持・増進を図るため、「長崎県版
GAP」を推進します。

環境保全、農産物の安全性の
向上及び農業従事者等の健康
維持・増進を図るため、「長崎県
版GAP」の推進

ＧＡＰ推進協議会の開催（8月、
12月）、指導者養成研修（12
月）、生産団体等への導入支援
研修会の開催（76回）等によっ
てＧＡＰを推進した。

成果指標 100 100

計画どおり実施できたため ＧＡＰ推進協議会の開催（8月、12
月）、生産団体等への導入支援研
修会の開催等によってＧＡＰを推進
する。

農業経営課 100

各施策の取組状況
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島原半島内において、地下水の
硝酸性窒素濃度の低減を図るこ
とを目的に、土壌中の硝酸態窒
素の残存量の把握や有機物等を
有効活用した施肥技術等の確立
を図ります。

土壌中の硝酸態窒素の残存量
の把握や有機物等を有効活用
した施肥技術等の確立

研修会（5回）やパンフレットの配
布（19,531部）によって農家の意
識啓発を図るとともに、窒素負
荷低減に向けた試験研究3課題
（ばれいしょ、レタス、たまねぎ）
に取組んだ。

－ － -

H26年度は、新たな試験課題
（たまねぎ）にも取組んだ。

研修会やパンフレットの配布によっ
て農家の意識啓発を図るとともに、
窒素負荷低減に向けた試験研究2
課題（ばれいしょ、たまねぎ）に取
組んでいる。

再
掲

農業経営課 101

島原半島内において、硝酸性窒
素等に汚染された地下水の保全
を図るため、窒素負荷低減対策
会議において窒素負荷低減計画
を策定し、進捗を管理します。

窒素負荷低減対策会議におい
て窒素負荷低減計画の策定と
進捗の管理

島原半島窒素負荷低減対策会
議の運営を通じて、島原半島内
の17地点の地下水定期モニタリ
ング結果の改善を目標とする低
減計画に基づく各施策を推進し
た。
また半島内７２地点における追
跡井戸調査を実施した。

成果指標 90 80

平成26年度の結果において
環境基準を超過した地点は
前年度より２地点増加し17地
点中11地点で、計画の短期
目標（10地点以下）を達成し
ていない。しかし島原半島窒
素負荷低減計画に基づき、
農業対策、畜産対策、生活
排水等対策の継続的な取組
により硝酸性窒素等濃度が
大きく悪化しない状況で推移
していることから８０とした。

・第2期島原半島窒素負荷低減計
画に基づく継続監視調査及び追跡
井戸調査を実施する。
・第2期計画を策定し、５ヵ年経過し
たことから、対策及び数値目標の
見直しを行い、計画を改訂する。 再

掲
環境政策課 102

地盤沈下の状況を的確に把握で
きる観測方法及び体制を検討し
整備します。

地盤沈下の状況を的確に把握
できる観測方法及び体制の検
討、整備

S51以降の調査により、地盤沈
下が確認された諫早市へ現在
の地盤沈下の状況を確認し、県
内市町へ地下水採取の規制に
関する条例の制定状況等を聞
き取り、地盤沈下の状況として9
月に環境省へ報告した。

活動指標 100 100

県内の地盤沈下の状況を把
握できたため。

S51以降の調査により、地盤沈下
が確認された諫早市へ現在の地
盤沈下の状況を確認し、県内市町
へ地下水採取の規制に関する条
例の制定状況等を聞き取り、地盤
沈下の状況として9月に環境省へ
報告した。

環境政策課 103

代替水源（用水）の確保を推進し
ます。

代替水源（用水）確保の推進 本明川ダムを水源とする水道用
水供給事業の中止により、諫早
市において、代替水源の確保に
ついて検討。

活動指標 - -

諫早市において代替水源の
確保について検討段階のた
め。

諫早市において代替水源の確保
にかかる検討を進めていく。

水環境対策
課

104

騒音に係る環境基準の類型指
定、騒音・振動・悪臭規制地域の
指定及び見直しを行うとともに、
市町が実施する騒音、振動、悪
臭の環境監視及び規制事務の
支援及び調整を行います。

騒音に係る環境基準の類型指
定、騒音・振動・悪臭規制地域
の指定・見直しの実施、及び市
町が実施する騒音、振動、悪臭
の環境監視及び規制事務の支
援、調整

県内市町へ騒音に係る環境基
準の類型指定、騒音・振動・悪
臭規制地域の新規指定及び見
直しの意向を調査し、法及び条
例に基づく届出状況や環境騒
音調査等の調査結果を収集し
施行状況として、9月に環境省
へ報告した。

活動指標 100 100

県内市町へ調査を実施し、
地域指定の意向や施行状況
を把握することができたた
め。

県内市町へ騒音に係る環境基準
の類型指定、騒音・振動・悪臭規
制地域の新規指定及び見直しの
意向を調査し、法及び条例に基づ
く届出状況や環境騒音調査等の調
査結果を収集し施行状況として、７
月に環境省へ報告した。

環境政策課 105

自動車騒音の環境基準達成状
況を把握するため、測定区間を
13路線13区間とし、5ヵ年計画に
基づき測定を実施します。

自動車騒音の環境基準達成状
況の把握

自動車騒音の環境基準達成状
況を把握するため、新計画（13
区間（６町）を５年ローリングで
測定する。）に基づき測定を実
施した。 活動指標 100 100

騒音に係る類型指定地域内
の自動車の走行による交通
騒音について、新計画に基
づき測定を実施した。測定箇
所の2地点で環境基準を達
成した戸数は666戸のうち
606戸であり、目標を達成し
た。

計画に基づき、自動車騒音の測
定、周辺地域における超過状況の
評価を行う。

環境政策課 106

各施策の取組状況
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道路構造として、低騒音舗装の
整備を推進します。

低騒音舗装の整備の推進 （予定）L=3.7km(A=37,000m2)→
（実施）L=4.4km(40,400m2) 成果指標 100 100

計画通り実施できたため L=1.7km(A =18,000m2)を予定

道路維持課 107

交通の分散化やボトルネックの
解消等による交通の流れの円滑
化を図ります。

交通の分散化、ボトルネックの
解消等による交通の流れの円
滑化

長崎本線では、仮線工事に着
手している。

活動指標 100 100

仮線工事を行っているため。 Ｈ２７年度末までに段階的に仮線
への切替を行う予定。
用地買収の完了に努める。 再

掲
都市計画課 108

特定化学物質取扱事業者からの
届出を審査集計し、国へ報告す
るとともに、公表することにより、
事業者による自主管理の徹底を
図り、環境汚染事故ゼロを目指
します。

特定化学物質取扱事業者届出
の審査、集計、報告、公表

特定化学物質取扱事業者から
の届出（３５０件）を審査集計し、
国へ報告すると共に、国と連携
して未報告者に対しては提出指
導を行う。

活動指標 100 100

特定化学物質取扱事業者か
らの届出（３５０件）を審査集
計し、国へ報告すると共に、
国と連携して未報告者に対し
ては提出指導を実施した。

特定化学物質取扱事業者からの
届出を審査集計し、国へ報告する
と共に、国と連携して未報告者に
対しては提出指導を実施 環境政策課 109

緊急に問題となる化学物質に対
しては、本県独自に環境汚染実
態調査、発生源調査、健康調査
等を実施します。

緊急に問題となる化学物質に対
しては、本県独自に環境汚染実
態調査、発生源調査、健康調査
等の実施

ダイオキシン類の環境調査の実
施（県61地点）

成果指標 100 100

全地点、全媒体で環境基準
を達成した。

ダイオキシン類の環境調査の実施
（県61地点）

環境政策課 110

全国的な調査研究事業に積極的
に参画し、汚染実態の把握に努
めます。

全国的な調査研究事業への参
画

化学物質環境実態調査の実施
（大村湾中央部の水質１地点、
底質３地点） 活動指標 100 100

国の委託により調査を実施
した。

化学物質環境実態調査の実施（大
村湾中央部の水質１地点、底質３
地点） 環境政策課 111

環境ホルモンによる環境汚染状
況の把握に努めます

環境ホルモンによる環境汚染状
況調査の実施

ダイオキシン類環境調査（県61
地点）及び化学物質環境実態調
査（大村湾中央部の水質１地
点、底質３地点）の実施

活動指標 100 100

環境汚染状況調査を実施し
た。

ダイオキシン類環境調査（県61地
点）及び化学物質環境実態調査
（大村湾中央部の水質１地点、底
質３地点）の実施

環境政策課 112

環境中のダイオキシン類濃度を
常時監視することにより、環境基
準適合状況を把握するとともに、
排出基準の遵守状況を監視しま
す。

環境中のダイオキシン類濃度を
常時監視の実施

長崎市を除く県下６１地点で大
気、水質、土壌等のダイオキシ
ン類濃度の調査を行い、全ての
地点で環境基準を達成した。 成果指標 100 100

長崎市を除く県下６１地点で
大気、水質、土壌等のダイオ
キシン類濃度の調査を行
い、全ての地点で環境基準
を達成したことから目標達成
とした。

長崎市を除く県下６１地点で大気、
水質、土壌等のダイオキシン類濃
度の調査を実施する。

環境政策課 113

財政状況が厳しい市町が設置し
ている廃焼却炉の解体経費に対
する県単独の補助を行い、早期
解体を図ります。

財政状況が厳しい市町が設置し
ている廃焼却炉の解体経費に
対する支援

長崎県廃焼却炉解体事業は、
平成24年度までの時限措置の
ため県単独の補助金交付は終
了した。

活動指標 － -

長崎県廃焼却炉解体事業
は、平成24年度までの時限
措置のため県単独の補助金
交付は終了した。

解体のみの場合に係る支援制度
創設を国へ要望。

廃棄物対策
課

114

ダイオキシン類の排出抑制、ゴミ
の再生利用促進、効率的な熱回
収が可能となることから、ごみ焼
却施設の広域化を進めます。

ダイオキシン類の排出抑制、ゴ
ミの再生利用促進、効率的な熱
回収が可能となることから、ごみ
焼却施設の広域化の推進

市町等が循環型社会形成の推
進に必要な廃棄物処理施設の
整備事業等を実施するために
作成した循環型社会形成推進
地域計画に基づく事業等を実施

活動指標 100 100

計画どおり実施されたため。

地域計画
　計上事業数　6
　実施事業数　6

循環型社会形成推進地域計画に
基づく事業を実施中

地域計画
　計上事業数　6
　実施事業数　6

廃棄物対策
課

115

各施策の取組状況
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

生物多様性保全のための各種
施策を推進します。
・希少野生動植物の生息・生育
状況調査
・長崎県自然環境保全地域・希
少野生動植物種保存地域等の
指定のための調査
・長崎県レッドデータブックの発
行
・ガン・カモ類の調査
・ツシマヤマネコの生息状況モニ
タリング調査
・長崎県危険な外来生物対策協
議会の開催

生物多様性保全のための各種
施策を推進します。
1.希少野生動植物の生息・生育
状況調査
2.長崎県自然環境保全地域・希
少野生動植物種保存地域等の
指定のための調査
3.長崎県レッドデータブックの発
行
4.ガン・カモ類の調査
5.ツシマヤマネコの生息状況モ
ニタリング調査
6.長崎県危険な外来生物対策
協議会の開催

1.改訂版レッドリスト掲載種につ
いて、最新の生息、生育状況を
把握するためのモニタリング調
査を実施。
2.未指定
3.発行済み
4.県内45地点で調査を行った。
5.上島44、下島16の60ルートを
定ルートとし、概ね月1回の頻度
で踏査を行った。
6.関係機関を参集し開催した。

活動指標 100 100

１　計画通り実施できたた
め。
２　未指定（希少野生動植物
種保存地域の全県域を対象
とした指定を進めるため、対
象種に係る指定要件につい
て検討を行い、指定要件を
策定することができた。）
３　計画通り完了済みのた
め。
４　計画通り実施できたた
め。
５　計画通り活動できたた
め。
６　計画通り実施したため。

１　改訂版レッドリスト掲載種につ
いて、最新の生息、生育状況を把
握するためのモニタリング調査を
実施中。
２　希少野生動植物種保存地域の
指定を目指す。
３　－
４　平成28年1月中旬に県内45地
点で調査を実施予定。
５　ツシマヤマネコの生息状況モニ
タリング調査継続実施中。上島
44、下島16の計60ルートを定ルー
トとし、概ね月1回の頻度で踏査を
実施している。
６　長崎県危険な外来生物対策協
議会を開催(12/15)

自然環境課 116

担当職員や既存制度（自然公園
指導員、自然環境監視員、鳥獣
保護員）を活用した巡視の強化
により自然環境の監視を推進し
ます。

担当職員や既存制度（自然公園
指導員、自然環境監視員、鳥獣
保護員）を活用した巡視の強化
により自然環境の監視の実施。

・毎月、鳥獣保護員が保護区の
監視を実施し、巡視報告を行っ
ている。
・職員が264回の巡視を各々行
い、自然環境に関する有効な情
報が得られた。

活動指標 100 100

・鳥獣保護員の監視により、
保護区が適切に管理されて
いるため。
・目標（職員による巡視回数）
以上の巡視が実施されたた
め。

・毎月の鳥獣保護員の巡視報告に
より保護区の状況を把握し、その
適切な管理を図る。
・巡視回数が目標の216回を超え
るよう、引き続き巡視を行う。

自然環境課 117

希少野生動植物種保存地域、長
崎県自然環境保全地域、国定公
園・県立自然公園、鳥獣保護区
の指定・計画変更を検討するとと
もに、特に貴重な自然環境を有
する長崎県自然環境保全地域に
ついては、用地基金を活用した
公有地化を検討します。

希少野生動植物種保存地域、
長崎県自然環境保全地域、国
定公園・県立自然公園、鳥獣保
護区の指定・計画変更の検討。
特に貴重な自然環境を有する長
崎県自然環境保全地域につい
ては、用地基金を活用した公有
地化の検討

・県立自然公園区域の見直し検
討案を2地域作成した。
・鳥獣保護区等の指定を行っ
た。

成果指標 100 100

・県立自然公園区域の見直
し検討案を2箇所作成したた
め。
・県内の自然の風景地の保
護状況及び自然公園面積に
変更無く、風景地の保護等
は確保されているため。（自
然公園面積74,091haを維持）
・鳥獣保護区等の指定や事
業計画策定について、利害
関係人や関係機関との協議
により適切に行ったため。

・希少野生動植物種保存地域の指
定を目指す。
・自然公園区域の見直し検討作業
や自然環境の変化が生じている地
区等の情報の収集蓄積等を実施
する。
・第11次鳥獣保護事業計画に沿っ
て、鳥獣保護区等の指定を行う。

自然環境課 118

水源のかん養や山地災害の防
止機能等森林の公益的機能を確
保するために重要な森林につい
て保安林指定を推進します。

水源のかん養や山地災害の防
止機能等森林の公益的機能を
確保するために重要な森林につ
いて保安林指定の推進

県内各地で保安林指定を推進
し、H26年度目標値49,340haに
対して49,979haの指定実績と
なった。

成果指標 100 100

水源かん養や土砂流出の防
備など、森林の持つ公益的
機能が高度に発揮されること
を望まれる重要な森林につ
いては、保安林の指定を進
めており、平成26年度は保
安林指定目標面積を達成し
た。

引き続き公益上重要な森林につい
ては保安林の指定を進めていく。

森林整備室 119

各施策の取組状況
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目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

野生鳥獣による農林業被害を防
止するために、防護柵の設置や
効果的な捕獲の実施等、被害防
止対策を推進します。

野生鳥獣による農林業被害を防
止するために、防護柵の設置や
効果的な捕獲の実施等、被害
防止対策の推進

鳥獣被害が発生した地域にお
いて、1,377kmの侵入防止柵の
設置を行なうとともに、被害防止
3対策を集落等に指導するイノ
シシ対策Ａ級インストラクターを
40名増加し、390名となった。 成果指標 100 100

計画どおり実施 ・被害発生農地を守るため、614km
の侵入防護柵を計画中。
・Ａ級インストラクターの育成に加
えて、イノシシ以外の鳥獣種にも対
応できる人材の育成のためイノシ
シ対策Ａ級インストラクタープラス
講座を開催予定。
・３対策の内、捕獲対策として、地
域自ら行う捕獲隊の整備を県内各
地で進める。

農山村対策
室

120

藻場等の環境改善のための取り
組みに対して支援します。
・藻場づくりに取り組むグループ
の育成・磯焼け回復活動を支援
します。また国の「環境・生態系
保全活動支援事業」により藻場
等の維持・管理等の環境・生態
系の保全活動を行う組織に対し
支援します。

・藻場等の維持・回復の保全活
動を行う組織の育成・支援
※「環境・生態系保全活動支援
事業」はH24年度で終了し、H25
年度より「水産多面的機能発揮
対策事業」へ移行。

・水産業・漁村の多面的機能の
効果的・効率的な発揮に資する
活動を実施する、県内46組織に
対し、国交付金事業を活用し支
援を実施。

  －
－

－ ・水産業・漁村の多面的機能の効
果的・効率的な発揮に資する活動
を実施する県内48組織に対し、国
交付金事業を活用し支援を実施す
る。
（2組織増）

・離島の漁業集落において、藻
場、干潟の管理・改善を行う取組
に対して、かかる経費の助成を
行います。

・離島にとって重要な漁業資源
である漁場の生産力再生を図る
取組への支援

・離島漁業再生支援交付金を活
用した水質維持保全、海岸清
掃、海底清掃などの保全活動へ
の支援を実施（81集落)

成果指標 100 100

取組集落数
目標：125集落
実績：127集落

・H27年度から離島漁業再生支援
交付金の取組項目から水質維持、
海岸清掃、海底清掃が廃止された
が、藻場･干潟等の管理･改善に引
き続き取り組む。国事業等を活用
し、環境保全活動を継続していけ
るよう、市町と連携して集落に働き
かけ等を行い、環境保全に取り組
む集落数の維持に努める。

民間団体・市町が実施する生物
多様性保全活動に対する助成、
県自然環境保全地域等での保
全事業・保護増殖事業、傷病鳥
獣の救護事業を行います。

民間団体・市町が実施する生物
多様性保全活動に対する助成、
県自然環境保全地域等での保
全事業・保護増殖事業、傷病鳥
獣の救護事業の実施

・「公益社団法人長崎県獣医師
会」「西海国立公園九十九島動
植物園」の2者へ業務委託し傷
病鳥獣の救護事業を実施した。
・救護実績339個体、放鳥獣率
52.5％
・緑といきもの賑わい事業によ
る生物多様性保全事業を実施。

成果指標 100 100

・計画どおり達成できたた
め。
･県事業3箇所、民間補助事
業3箇所の生物多様性保全
事業を実施したため。

・「公益社団法人長崎県獣医師会」
「西海国立公園九十九島動植物
園」の2者へ業務委託し傷病鳥獣
の救護活動を実施している。
・緑といきもの賑わい事業による生
物多様性保全事業を2箇所で実
施。

自然環境課 122

自然情報ネットワークとの連携や
イベントの開催等により、生物多
様性の普及啓発を図ります。

自然情報ネットワークとの連携
やイベントの開催等による生物
多様性の普及啓発の実施。

生物多様性に関する記事を５回
新聞広告へ掲載するとともに、
生物多様性に関するパンフレッ
トを作成し、小中学校をはじめ、
幅広く配布することで生物多様
性の普及啓発を図った。

活動指標 100 100

・計画どおり達成できたた
め。

・環境月間に合わせ、生物多様性
保全の啓発を行った。

自然環境課 123

各施策の取組状況
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大項目 中項目 掲載内容 施策内容
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H26年度評価の理由
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H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

五島列島、平戸島等の美しい自
然とふれあいながら、教会群を
巡ることができる長距離自然歩
道の整備や島原半島ジオパーク
におけるジオサイト及びジオツー
リズム関連施設の整備等、自然
とのふれあいの場を整備するとと
もに、自然環境を活かした先進
的な地域づくりに取り組む地域を
支援します。

長距離自然歩道の整備や自然
とのふれあいの場の整備。自然
環境を活かした先進的な地域づ
くりに取り組む地域の支援。

・地元市町と連携し、自然歩道
の適切な維持管理を行い快適
な利用に供した。
・南島原市口之津港から佐世保
市栗ノ木峠までの九州自然歩
道について、再整備に着手し
た。

活動指標 100 100

・地元市町と連携し、自然歩
道の適切な維持管理を行い
快適な利用に供した。

・地元市町と連携し、自然歩道の
適切な維持管理を行い利用に供し
ている。
・南島原市口之津港から佐世保市
栗ノ木峠までの九州自然歩道につ
いて、引き続き再整備を実施。 自然環境課 124

県民に森林とのふれあいの場を
提供することにより、森林及び林
業についての理解並びに森林愛
護の精神の高揚を図ります。

県民に森林とのふれあいの場
の提供

県内５地区（県央・県北、島原、
五島、壱岐、対馬）で緑の少年
団活動を中心とした、森林との
ふれあいの場を提供した。

活動指標 100 100

県内5地区での開催となり、、
目標を達成した。

県内５地区で実施もしくは実施予
定である。

林政課 125

農山漁村での余暇活動「グリー
ン・ツーリズム」を推進すること
で、都市住民にやすらぎの場や
農林漁業に触れる機会を提供す
るとともに、農林漁業体験や農林
漁業体験民宿等、農山漁村の資
源を活かした交流活動により、地
域の活性化を図ります。

農林漁業体験や農林漁業体験
民宿等、農山漁村の資源を活か
した「グリーン・ツーリズム」の推
進

体験プログラム充実や農林漁
業体験民宿開業支援など受入
体制整備の支援及び情報発信
活動を実施した。
規制緩和による農林業体験民
宿開業軒数（累計）912軒

成果指標 100 100

目標を達成した。 体験プログラム充実や農林漁業体
験民宿開業支援など受入体制整
備の支援及び情報発信活動を実
施。

農山村対策
室

126

自然公園施設の適正な維持管
理、国立公園清掃活動事業を実
施し、清潔の保持と快適な利用
を図るとともに、県有公園施設の
老朽化に伴う再整備や使いやす
い施設への改善等を行います。

自然公園施設の適正な維持管
理、国立公園清掃活動事業を実
施し、清潔の保持と快適な利用
を図り、県有公園施設の再整備
や改善を行う。

・国立公園清掃活動の実施。
・自然公園等総合整備事業の
実施。

活動指標 100 100

・国立公園内5地区で清掃活
動事業を実施したため。
・国立公園内1箇所で施設整
備を実施したため。

・国立公園内5地区で清掃活動事
業を実施。
・西海国立国立公園内2箇所で施
設整備を実施。 自然環境課 127

エコツアーやジオツアーガイドの
人材を育成するための講座を開
催します。

エコツアーやジオツアーガイドの
人材育成。

・国立公園雲仙指定80周年・世
界ジオパーク認定5周年記念講
演会１回、ジオツアー１回を実施
した。

活動指数 100 100

講演会･ツアーとも目標回数
を達成し、参加者の満足度も
高かったため。

西海国立公園指定60周年記念の
講座等とともにジオツアーを実施
予定。 自然環境課 128

県民に森林とのふれあいの場を
提供することにより、森林及び林
業についての理解並びに森林愛
護の精神の高揚を図ります。

県民に森林とのふれあいの場
の提供

県内５地区（県央・県北、島原、
五島、壱岐、対馬）で緑の少年
団活動を中心とした、森林との
ふれあいの場を提供した。

活動指標 100 100

県内5地区での開催となり、、
目標を達成した。

県内５地区で実施もしくは実施予
定である。

再
掲

林政課 129

地域の人々の愛護活動や親水
活動を支援するため、水辺環境
の整備を行います。

地域の人々の愛護活動や親水
活動の支援

施設整備の進捗により、水辺で
の活動に参加した人数が増え
た。
（H25年度参加者数 9,568人）

成果指標

100 -

- －

河川課 130

各施策の取組状況
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 評価指標

H25年度
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H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

農業生産活動を通じ、国土の保
全、水源の涵養、良好な景観形
成等の多面的な機能を発揮して
いる中山間地域等における、農
業生産活動を行う農業者等を支
援します。

農業生産活動を通じ、国土の保
全、水源の涵養、良好な景観形
成等の多面的な機能を発揮して
いる中山間地域等における、農
業生産活動を行う農業者等を支
援

離島において推進会議を開催
し、重点的に取組面積拡大を推
進した。
面積実績9,939ha

成果指標 100 100

目標を概ね達成した。 離島地域において取組拡大を推進
する。

農山村対策
室

131

農村地域における地域ぐるみで
の農地や土地改良施設の保全
活動と併せて、農村の景観や自
然環境等の農村環境の保全活
動に対して支援します。

農村地域における地域ぐるみで
の農地や土地改良施設の保全
活動や農村の景観や自然環境
等の農村環境の保全活動に対
する支援

日本型直接支払制度取組拡大
大会や説明会などを実施し、活
動の啓発・普及を行った。
面積実績15,111ha 成果指標 100 100

目標を達成した。 平成26年度に制度の組み替え、拡
充が行われ、平成２７年度からは
法に基づく制度となったことから、
引き続き取組推進や活動事例紹
介による啓発・普及を行う。

農山村対策
室

132

温室効果ガスを吸収するなどの
森林の持つ公益的機能を維持･
発揮させるため、間伐等の森林
整備を行います。

温室効果ガスを吸収するなど、
森林の公益的機能を維持･発揮
させるため、間伐等の森林整備

間伐等の森林整備実績
1,790ha

成果指標 90 90

森林作業道を開設し、木材
生産を行いながら森林の整
備を行う搬出間伐を主体とし
て整備を進めたため、労務
の不足等により伐捨間伐面
積が進まず目標達成に至ら
なかった。一方、森林作業道
は227km開設されており、森
林整備の基盤整備は進んで
いる。

　搬出間伐を主体に森林整備を進
める一方で、未だ整備が遅れてい
る森林もあるため、「ながさき森林
環境税」を活用して伐捨間伐も進
め、森林整備の拡大に取り組んで
いく。
H27目標面積2,875ha

再
掲

森林整備室 133

漁場環境の改善を図ります。
・漁場環境を浄化するとともに、
魚介類の産卵、幼稚仔魚の成育
の場としても重要な藻場を回復・
拡大するため、着定基質の設置
等により藻場を造成します。

・着定基質の設置等による藻場
の回復と造成

・母藻供給基地として、着定基
質の設置により、３地区３箇所
2.4haの藻場礁を造成  －

－

２４年度大型経済対策補正
により取組が前倒しで進捗し
ており、26年度の取組予定
の内容を25年度に実施した。

・母藻供給基地として、着定基質の
設置により、２地区４箇所計１．９２
haの藻場礁造成を計画している。

・閉鎖的な内湾域等、漁場環境
が悪化した海域で海底清掃、海
底耕うん等を行うことにより漁場
環境の回復を図ります。

・閉鎖的な内湾域等、漁場環境
が悪化した海域で海底清掃、海
底耕うん等を行うことにより漁場
環境の回復を図る。

・有明海において国公共事業を
活用し、海底耕うんを実施。

 －
－

－

・藻場づくりに取り組むグループ
の育成・磯焼け回復活動への支
援を行います。また国の「環境・
生態系保全活動支援事業」によ
り藻場等の維持・管理等の環境・
生態系の保全活動を行う組織に
対し支援します。

・藻場づくりに取り組むグループ
の育成・磯焼け回復活動への支
援を実施。また国の「水産多面
的機能発揮対策事業」により藻
場・干潟・浅場の維持・回復等の
保全活動を行う組織に対し支援
を実施。
※「環境・生態系保全活動支援
事業」はH24年度で終了し、H25
年度より「水産多面的機能発揮
対策事業」へ移行。

・水産業・漁村の多面的機能の
効果的・効率的な発揮に資する
活動を実施する、県内46組織に
対し、国交付金事業を活用し支
援を実施。

活動指標 100 100

保全活動実施箇所数
目標値44カ所
実績値46カ所

・水産業・漁村の多面的機能の効
果的・効率的な発揮に資する活動
を実施する、県内48組織に対し、
国交付金事業を活用し支援を実施
する。
（2カ所増）

長崎県海域管理条例に基づき、
海砂採取の方法や採取する区域
等についての規制を行い、採取
量についても県内の需要量を勘
案しながら制限します。

長崎県海域管理条例に基づく海
砂採取の方法や採取する量・区
域等についての規制の実施

年間採取限度量内での海砂採
取許認可を行なった。
（H26採取実績 255万㎥）

活動指標 100 100

許認可のすべてが規制に基
づいて行なわれた。

許認可のすべてを規制に基づいて
行なっている。

監理課 135

各施策の取組状況

134
再
掲

資源管理
課、漁港漁

場課
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再
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担当課 No.

海砂採取の水産資源、海域環境
への影響に関する調査研究や代
替骨材の確保に関する必要な施
策を推進します。

海砂採取の水産資源、海域環
境への影響に関する調査研究
や代替骨材の確保に関する必
要な施策の推進

実施が求められている海砂採
取による海域影響調査（モニタ
リング）の内容等について検討
した。

県内産フライアッシュを混和した
コンクリートに関する指針を策定
した。

代替骨材（砕砂）の活用に向け

活動指標 100 100

平成27年度から2ヵ年度にわ
たり、海砂採取による海域影
響調査（モニタリング）の実施
が可能となった。

概ね計画どおり実施できた
ため。

海砂採取による海域影響調査（モ
ニタリング調査）を実施する。

引き続き、代替骨材（砕砂）の活用
に向けた研究を実施する。 監理課・建設

企画課
136

水質の保全、周辺環境への影響
緩和等自然環境との調和に配慮
した漁港施設の整備を図ります。

水質の保全、周辺環境への影
響緩和等自然環境との調和に
配慮した漁港施設の整備

小値賀漁港ほか5漁港におい
て、自然環境との調和に配慮し
た防波堤を整備した。

－ － -

計画どおり実施した。 小値賀漁港ほか4漁港において、
自然環境との調和に配慮した防波
堤を整備する。

漁港漁場課 137

河川環境に配慮した河川整備計
画を策定します。

河川環境に配慮した河川整備
計画の策定

宮村川・雪浦川・大明寺川・福
江川の策定に向けた協議を実
施。

成果指標 40 80

宮村川について整備計画を
策定した。
雪浦川・大明寺川・福江川に
ついては、関係部局との協
議が整い、整備方針を策定
した。

雪浦川・大明寺川・福江川につい
ては、委員会および公聴会を開催
し河川整備計画を策定予定。

河川課 138

県民の安心安全を確保するた
め、山地災害の復旧･予防を図り
ます。

県民の安心安全を確保するた
め、山地災害の復旧･予防の実
施

農林災害危険箇所の着手率
（累計）38.8％

成果指標 100 100

災害危険箇所について、危
険度の高い箇所を優先して
事業を推進を行い災害危険
箇所の着手率について目標
を達成することができた。

災害危険箇所について、危険度の
高い箇所を優先して事業を推進す
る。

森林整備室 139

洪水や高潮による浸水被害を軽
減するため、環境に配慮した工
法を用いながら河川、海岸の整
備を行います。

洪水や高潮による浸水被害を軽
減するため、環境に配慮した工
法を用いた河川、海岸の整備

高潮対策事業8箇所
海岸堤防等老朽化対策事業2
箇所を整備 活動指標 100 100

現地条件に合わせ、周辺環
境に配慮した工事を行った。

高潮対策事業9箇所
海岸堤防等老朽化対策事業1箇所
を整備 港湾課 140

エコツアーやジオツアーガイドの
人材を育成するための講座を開
催します。

エコツアーやジオツアーガイドの
人材育成。

・国立公園雲仙指定80周年・世
界ジオパーク認定5周年記念講
演会１回、ジオツアー１回を実施
した。

活動指数 100 100

講演会･ツアーとも目標回数
を達成し、参加者の満足度も
高かったため。

西海国立公園指定60周年記念の
講座等とともにジオツアーを実施
予定。

再
掲

自然環境課 141

ダム事業の実施とあわせた周辺
環境の保全を推進します。

ダム事業の実施とあわせた周
辺環境の保全の推進

浦上ダムの、周辺環境調査を実
施した。 成果指標 90 90

３５ダム概成（将来目標３７ダ
ム）

残り２ダムの事業の進捗を図る。

河川課 142

洪水や高潮による浸水被害を軽
減するため、環境に配慮した工
法を用いながら河川、海岸の整
備を行います。

洪水や高潮による浸水被害を軽
減するため、環境に配慮した工
法を用いた河川、海岸の整備

高潮対策事業8箇所
海岸堤防等老朽化対策事業2
箇所を整備 活動指標 100 100

現地条件に合わせ、周辺環
境に配慮した工事を行った。

高潮対策事業9箇所
海岸堤防等老朽化対策事業1箇所
を整備

再
掲

港湾課 143

県民の安心安全を確保するた
め、山地災害の復旧･予防を図り
ます。

県民の安心安全を確保するた
め、山地災害の復旧･予防の実
施

農林災害危険箇所の着手率
（累計)38.8％

成果指標 100 100

災害危険箇所について、危
険度の高い箇所を優先して
事業を推進を行い災害危険
箇所の着手率について目標
を達成することができた。

災害危険箇所について、危険度の
高い箇所を優先して事業を推進す
る。 再

掲
森林整備室 144

施設のバリアフリー化と海岸へ
のアクセスの向上を目指した海
岸整備を行います。

施設のバリアフリー化と海岸へ
のアクセスの向上を目指した海
岸整備の実施

事業終了

活動指標 100 -

事業終了 事業終了

港湾課 145

各施策の取組状況
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再
掲

担当課 No.

電線類を地中化することにより、
美しい都市景観を形成します。

電線類を地中化することによる
美しい都市景観の形成

街路における電線地中化工事
を２路線で行った。 活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 引き続き電線地中化工事を進め、
１路線の完成を目指す。 都市計画課 146

都市の景観及び環境の保全、潤
いのある生活環境、生物多様性
の保全など多面的な機能を持つ
都市の根幹的施設である都市公
園を整備します。

都市の景観及び環境の保全、
潤いのある生活環境、生物多様
性の保全など多面的な機能を
持つ都市の根幹的施設である
都市公園の整備

２つの都市公園で整備を行っ
た。

活動指標 100 100

２つの公園で、計画どおり実
施できたため。

都市公園整備を進め、残り１つの
公園の整備促進を図る。

都市計画課 147

国道沿線において県が整備した
緑地の維持管理を行うとともに、
市町やNPO 等が行う緑化事業
に対して助成を行い、地域住民
の緑化意識の定着を図ります。

国道沿線において県が整備した
緑地の維持管理を行うとともに、
市町やNPO 等が行う緑化事業
に対する支援。

・花のある街かどづくり事業によ
り緑地の維持管理を実施。
・緑といきもの賑わい事業により
市町等への補助事業を実施。 成果指標 100 100

・2箇所の緑地の維持管理を
実施したため。
・１町、民間5団体の緑化事
業等に補助を実施したため。

・2箇所の緑地の維持管理を実施。
・民間6団体の緑化事業等に補助
を実施（補助金内示）。

自然環境課 148

市町（県民）主体の景観形成へ
の取り組みに対して計画的に支
援を行うことで、美しく長崎らしい
景観創出を図ります。

市町（県民）主体の景観形成へ
の取り組みに対する計画的な支
援

・計画策定補助金の交付による
財政的支援や計画策定に関す
る助言等の技術的支援
・景観計画未策定市町を訪問
し、景観計画策定を働きかけた
ほか、景観行政団体未移行市
町へも移行を働きかけた

成果指標 75 75

景観計画策定には住民の合
意形成なども必要で、策定ま
でに3～4年かかるのが全国
的な傾向である。H22年度以
降に新たに景観行政団体へ
移行した市町が多い状況で
あり、H26年度目標は未達成
となった。

計画策定補助金の交付による財
政的支援や計画策定に関する助
言等の技術的支援を引き続きを行
う。
また、景観計画未策定市町を全て
訪問し、景観計画策定を働きかけ
るほか、景観行政団体未移行市町
へも移行を働きかける。

都市計画課 149

指定したごみの投げ捨て等防止
重点地区、喫煙禁止地区及び自
動販売機設置届出地区の環境
保全を図ります。

指定したごみの投げ捨て等防止
重点地区、喫煙禁止地区及び
自動販売機設置届出地区の環
境保全の実施

・県が指定した26地区で巡回指
導を実施。巡回指導回数：927
回、被指導者数：44人（全て喫
煙）、過料処分なし
・地区指定前と比較した散乱ご
みの割合は14％（最終目標は
H27年度：10％）と前年度と比較
し1％の減となっている。

成果指標 100 100

計画どおり実施できた。 　引き続き、各保健所並びに未来
環境推進課で巡回指導を実施し、
指定地区の環境保全を図ってい
る。

未来環境推
進課

150

屋外広告物法に基づく適正な規
制・誘導を実施するとともに、屋
外広告業の登録や講習会を通じ
た意識啓発を促します。

屋外広告物法に基づく適正な規
制・誘導、啓発の実施

違反広告物の除却、屋外広告
物の指導、屋外広告業の登録、
講習会の実施

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 違反広告物の除却、屋外広告物
の指導、屋外広告業の登録、講習
会の実施
（講習会は10月6日に開催予定。そ
の他については随時実施中）

都市計画課 151

未来環境条例の規定に違反して
サーチライト等を使用することを
監視・指導します。

未来環境条例の規定するサー
チライト等の使用の監視・指導

人工光の不適切な使用若しくは
運用又は配慮に欠けた使用若
しくは運用を行うこと、又は人工
光の漏れ光によって、動植物へ
の悪影響又は人間の諸活動へ
の悪影響が生じた場合等にお
ける苦情対応。

活動指標 100 100

光害に関する苦情等の事案
が発生した場合には対応す
ることとしているが、H26年度
において光害に関する苦情
等は発生しなかった。

人工光の不適切な使用若しくは運
用又は配慮に欠けた使用若しくは
運用を行うこと、又は人工光の漏
れ光によって、動植物への悪影響
又は人間の諸活動への悪影響が
生じた場合等における苦情対応を
行う。

環境政策課 152
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担当課 No.

県管理の公共施設（道路、河川、
海岸、港湾等）においてボラン
ティアによる清掃美化活動を行っ
ている団体に対して、市町と共に
支援し、美しい県土づくりを推進
します。

県管理の公共施設（道路、河
川、海岸、港湾等）においてボラ
ンティアによる清掃美化活動を
行っている団体に対する支援

県管理の公共施設（道路、河
川、海岸、港湾等）において延
べ56，413人の方がボランティア
による清掃美化活動を行った。 成果指標 100 100

人口減少、少子・高齢化によ
り参加人数の伸び率が減少
し、目標人数をわずかに下
回った。

県管理の公共施設（道路、河川、
海岸、港湾等）において清掃美化
活動を行う人員を延べ60，000人と
設定して取り組む。 河川課 153

森林に対する理解を深め県民参
加による森林づくりを推進するた
め、森林ボランティア等が実施す
る森林づくり活動等を支援しま
す。

森林に対する理解を深め県民
参加による森林づくりを推進す
るため、森林ボランティア等が実
施する森林づくり活動等への支
援

森林ボランティア団体に対する
意見交換会、技術研修会の実
施、また、県民参加の森林づくり
活動発表会の開催などを行っ
た。（実績：4,741名）

成果指標 100 100

森林ボランティア活動人数の
目標値（4,800名）に対する達
成値

森林ボランティア団体に対する意
見交換会、技術研修会は実施済、
また、県民参加の森林づくり活動
発表会は開催予定。 林政課 154

地域の人々の愛護活動や親水
活動を支援するため、水辺環境
の整備を行います。

地域の人々の愛護活動や親水
活動の支援

H25事業完了 成果指標

100 -

H25事業完了 H25事業完了
再
掲

河川課 155

都市と漁村の交流促進を図るた
めの施設整備等に対し、助成を
行います。

都市と漁村の交流拡大、ブ
ルー・ツーリズムを推進

離島漁業再生支援交付金など
諸制度を活用して、各地域が主
体的に取り組む地域水産物の
販売、食の体験、漁業体験等の
取組を支援

－ － -

－ 離島漁業再生支援交付金など諸
制度を活用して、各地域が主体的
に取り組む地域水産物の販売、食
の体験、漁業体験等の取組を支援
している。

漁政課 156

市町（県民）主体の景観形成へ
の取り組みに対して計画的に支
援を行うことで、美しく長崎らしい
景観創出を図ります。

市町（県民）主体の景観形成へ
の取り組みに対する計画的な支
援

・計画策定補助金の交付による
財政的支援や計画策定に関す
る助言等の技術的支援
・景観計画未策定市町を訪問
し、景観計画策定を働きかけた
ほか、景観行政団体未移行市
町へも移行を働きかけた

成果指標 75 70

景観計画策定には住民の合
意形成なども必要で、策定ま
でに3～4年かかるのが全国
的な傾向である。H22年度以
降に新たに景観行政団体へ
移行した市町が多い状況で
あり、H26年度目標は未達成
となった。

計画策定補助金の交付による財
政的支援や計画策定に関する助
言等の技術的支援を引き続きを行
う。
また、景観計画未策定市町を全て
訪問し、景観計画策定を働きかけ
るほか、景観行政団体未移行市町
へも移行を働きかける。

再
掲

都市計画課 157

所有者等が行う指定文化財の保
存修理等に要する経費の補助や
長崎県文化財保護指導委員によ
る指定文化財等の巡視を行い、
所有者等に対し文化財保護に関
する指導・助言を行います。

所有者等が行う指定文化財の
保存修理等に要する支援や長
崎県文化財保護指導委員によ
る指定文化財等の巡視の実施

・所有者等が行う指定文化財の
保存修理等に要する経費につ
いて45件の補助を行った。

・長崎県文化財保護指導委員に
よる指定文化財等の巡視を年
108回実施した。

活動指標 100 100

文化財所有者等が行う保存
修理等に対し、必要な指導
助言や補助を行った。

・文化財所有者等が行う保存修理
等に対し、必要な指導助言や補助
を行っている。

・長崎県文化財保護指導委員によ
る指定文化財等の巡視を年108回
実施予定。

学芸文化課 158

県民が文化財を守り、継承して
いく気運を醸成するため、地域の
文化財に親しむ機会を提供する
「長崎県の文化財公開月間」等
の事業を行います。

県民が文化財を守り、継承して
いく気運を醸成するため、地域
の文化財に親しむ機会を提供す
る「長崎県の文化財公開月間」
等の事業の実施

・文化庁の定める「文化財保護
強調週間」に合わせ、１１月に県
内で開催される文化財関連のイ
ベントを小冊子やホームページ
を通じ紹介した。

・公開月間プレイベントを、10月
26日（日）に長崎市で開催し、民
俗芸能、文化財関連の講演、展
示を実施した。

活動指標 100 100

計画通り事業を実施し、地域
の文化財に親しむ機会を提
供した。

・県内で開催される文化財関連の
イベントをホームページを通じ紹
介。

・公開月間プレイベントを、11月1日
（日）に長崎市で開催し、民俗芸
能、文化財関連の講演、展示を実
施予定。

学芸文化課 159
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長崎県教育センターで環境教育
関係の研修講座を実施します。

長崎県教育センターで環境教育
関係の研修講座の実施

8月11～12日に「ＩＣＴを活用した
環境教育入門　研修講座」を実
施。小・中・高及び特別支援学
校から計13名参加。

活動指標 100 100

計画通り実施できた。 7月23日～24日に「ＩＣＴを活用した
環境教育入門　研修講座」を実
施。小学校・高校及び特別支援学
校から計15名参加。

義務教育課
高校教育課
特別支援教
育室

160

地域清掃活動、省エネ･省資源
活動、リサイクル活動等の体験
的な環境教育を推進します。

地域清掃活動、省エネ･省資源
活動、リサイクル活動等の体験
的な環境教育の推進

「総合的な学習の時間」、「特別
活動」等で体験的な環境教育を
実施した。 活動指標 100 100

計画通り実施できた。 「総合的な学習の時間」、「特別活
動」等で体験的な環境教育を実施
している。

義務教育課
高校教育課
特別支援教
育室

161

子どもから大人まで幅広い世代
を対象とした環境教育を実施し、
環境保全についての理解を深め
ます。

子どもから大人まで幅広い世代
を対象とした環境教育を実施

・街頭キャンペーンを実施。
（H26.6.14、27団体）
・環境アドバイザーの派遣
・環境学習総合サイト「環境活
動ｅネットながさき」を立ち上げ、
環境活動に関する交流を深める
クラブ「ながさきグリーンサポー
ターズクラブ」を創設後、登録し
た会員に県内の環境活動情報
等をメールマガジンにより配信

成果指標 100 90

派遣頻度の多い夏場に雨天
が多かったことや学校等から
の派遣要請が減少した結
果、環境学習会参加者も減
少したため。

・街頭キャンペーンを実施。
・環境アドバイザーの派遣
・「環境活動ｅネットながさき」のコン
テンツを充実するとともに、メール
マガジン等の情報発信機能を強化
する。 未来環境推

進課
162

愛鳥モデル校の活動に対し支援
します。

愛鳥モデル校の活動に対する
支援。

・活動への講師の派遣によって
活動を支援した。

成果指数 100 100

愛鳥（生物多様性）モデル校
からの活動報告により支援
が行き届いているものと推測
されるため。

野鳥のみならず、広く生きもの全般
を対象とする「生物多様性モデル
校」の活動への支援を実施。

自然環境課 163

環境保全の意欲の増進及び環
境教育の推進に関する計画を推
進します。

環境保全の意欲の増進及び環
境教育の推進に関する計画の
推進

同計画のH25年度の進捗状況
については、学校、地域、事業
者、行政などを対象に調査を実
施。現在、集計中であるが、生
ごみ減量化リーダーや環境アド
バイザーによる地域での活動も
増加しており、目標は達成する
ものと思われる。

成果指標 100 100

H25年度は行政や事業者な
ど県全域で環境保全活動や
環境教育に対する取組が広
がり、目標値を達成できた。
（H25年度実績　1,054千人）

H27年度においてH26年度進捗状
況を調査中。

未来環境推
進課

164

県内で環境に関する実践活動を
行っている団体等に対し、環境ア
ドバイザーを派遣し、支援しま
す。

県内で環境に関する実践活動を
行っている団体等に対する支
援・環境アドバイザーの派遣

　環境保全に関する学習会や自
然体験活動等を行う団体等を支
援する環境アドバイザーを派遣
(42回）

活動指標 60 60

派遣頻度の多い夏場に雨天
が多かったことや学校等から
の派遣要請が減少した結
果、環境学習会参加者も減
少したため。

より多くの団体に制度を活用しても
らうため、環境アドバイザー制度を
紹介したリーフレットを活用し、広く
ＰＲを図る。

未来環境推
進課

165

緑化推進運動ポスターの募集や
緑の少年団活動の活性化を図る
ことで緑化の普及・啓発を図りま
す。また、植樹や育樹活動を体
験する森林ボランティアのイベン
トの開催や活動の支援により、
森林づくり活動の普及・啓発を図
ります。

緑化推進運動ポスターの募集
や緑の少年団活動の活性化を
図ることで緑化の普及・啓発を
図ります。また、植樹や育樹活
動を体験する森林ボランティア
のイベントの開催や活動の支援
により、森林づくり活動の普及・
啓発を図ります。

県内の小・中・高に、緑化推進
運動ポスタ－の募集を実施し、
902点の応募があった。

成果指標 100 100

少子化と子供を取り巻く社会
環境（各種スポーツ、文化活
動や課題の多様化など）の
変化等により応募数が減少
傾向にあるが、多くの学校に
周知し応募の確保に努めて
いる。

7月～９月に、県内の小・中・高に、
緑化推進運動ポスタ－の募集を実
施し、現在集計中。

林政課 166

各施策の取組状況
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

新生活運動協議会への助成、各
生活学校や生活会議に対する支
援を行い、省資源・省エネ、資源
ごみサイクル活動等の積極的な
取り組みを促進し、普及啓発活
動を行います。併せて、広報誌を
発行し、生活学校、生活会議の
活動状況のＰＲに努めます。

新生活運動協議会等への助成・
支援

新生活運動協議会へ助成し、各
生活学校や生活会議を支援す
ることにより、マイバッグ持参運
動・廃油利用の石けん作り・レジ
袋削減運動・東日本大震災復
興等の積極的な取組を促進し
た。

活動指標 100 100

新生活運動協議会へ補助金
を交付し、各生活学校や生
活会議を支援した。

引き続き、新生活運動協議会へ助
成し、各生活学校や生活会議の積
極的な取組を支援する。

食品安全・消
費生活課

167

環境情報の提供や、自然解説や
指導者等の人材の育成、探鳥会
や自然観察会の開催など自然と
のふれあいの機会の提供に努め
ます。

環境情報の提供や、自然解説
や指導者等の人材の育成、探
鳥会や自然観察会の開催。

・探鳥会を2回実施した。

活動指標 100 100

年間3回の探鳥会を計画して
いたが、うち1回が隣県での
鳥インフルエンザの発生とい
う不可抗力により直前に中
止せざるを得なかったが、実
施した2回は募集定員を上回
る申し込みがあり、参加者ア
ンケートによる参加者の満足
度も89%と高いものであった
ため。

秋冬の渡りの時期に県央地区他で
探鳥会を2回実施する。

自然環境課 168

県及び市町の地球温暖化対策
協議会、県地球温暖化防止活動
推進センター、地球温暖化防止
活動推進員、関係団体等の協働
によるイベント開催やキャンペー
ンを行います。

県及び市町のボランティア団体
等との協働によるイベント開催
やキャンペーンの実施

NPOと協働でエコドライブ普及
に係る事業に取り組んでおり、
県内の各種イベントで活動を
行った。 活動指標 100 100

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ普及の協働事業を
計画どおり実施することがで
きたため。

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ普及の協働事業を引き続
き実施する。

再
掲
未来環境推
進課

169

地方機関を含めた全庁的なEMS
を推進します。

地方機関を含めた全庁的な
EMSの推進

県庁ＥＭＳの運営を適正に維持
し改善するため、職員研修、内
部監査員の養成、内部監査、外
部評価等を実施した。また、監
査員研修の内容を本庁、地方
機関で統一したことで、監査員
候補者を増員し、相互監査をよ
り実施しやすい体制とした。

活動指標 80 90

本庁においては全ての所属
で内部監査が実施された
が、地方機関の一部におい
て実施がなされなかった（実
施率95％）。

内部監査の充実をさらに図るた
め、地方機関における相互内部監
査方式のさらなる推進を図る。

未来環境推
進課

170

県庁のオフィス活動に伴い排出
される温室効果ガスの削減に取
り組みます（県庁エコオフィスプラ
ン）。

県庁エコオフィスプランの推進 「第三次県庁エコオフィスプラ
ン」に基づき県庁におけるエネ
ルギー使用量・廃棄物量の削
減、及び廃棄物資源化率の向
上に取り組んだ。

成果指標 100 90

H25年度における県庁全体
の二酸化炭素排出量は
52,682ｔで、H25年度目標の
52,566ｔを概ね達成した。（達
成率99.78％）

長崎県庁節電実行計画（平成27年
度通年版）を策定し、平成23年度
から実施している節電対策を引き
続き強力に取り組むことにより、エ
コオフィスプランの推進を図ってい
く。

未来環境推
進課

171

環境保全の意欲の増進及び環
境教育の推進に関する計画を推
進します。

環境保全の意欲の増進及び環
境教育の推進に関する計画の
推進

同計画のH25年度の進捗状況
については、学校、地域、事業
者、行政などを対象に調査を実
施（H27.7）。現在、集計中である
が、生ごみ減量化リーダーや環
境アドバイザーによる地域での
活動も増加しており、目標は達
成するものと思われる。

成果指標 100 100

H25年度は行政や事業者な
ど県全域で環境保全活動や
環境教育に対する取組が広
がり、目標値を達成できた。
（H25年度実績　1,054千人）

H27年度においてH26年度進捗状
況を調査中。

再
掲
未来環境推
進課

172

各施策の取組状況
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

県民、事業者等の自主行動計画
である地球温暖化防止対策行動
計画を支援します。

県民、事業者等の自主行動計
画である地球温暖化防止対策
行動計画への支援

ながさき環境県民会議におい
て、県民、事業者、大学、NPO、
行政等の連携を図り、自主行動
計画を支援した。

活動指標 100 100

ながさき環境県民会議を開
催し、計画どおり連携を図る
ことできたため。

ながさき環境県民会議において、
県民、事業者、大学、NPO、行政
等の連携を図り、自主行動計画を
支援する。

未来環境推
進課

174

ゴミゼロながさき推進事業等によ
り、レジ袋有料化も含めた事業
者の自主的取り組みを促進する
ための普及啓発活動を実施しま
す。

ゴミゼロながさき推進事業等に
より、レジ袋有料化も含めた事
業者の自主的取り組みを促進
するための普及啓発活動の実
施

有料化協定を締結した新上五
島町の計8事業者・16店舗及び
イオン九州㈱の6店舗におい
て、レジ袋削減に向けた取組を
実施し、マイバッグ持参率は82%
と高い割合を維持している。 成果指標 90 90

レジ袋有料化導入について、
好感触が得られていた西彼
地区７業者１２店舗からの意
向確認のアンケートの結果、
同協議会に参加していない
ディスカウントストアー等の
自社の営業への影響が懸念
されるようになり、レジ袋有
料化に至らなかったため。

引き続きレジ袋削減に向けた取組
を行う。

未来環境推
進課

175

事業者が自主的・主体的に取り
組む環境管理システムの導入を
促進します。

事業者が自主的・主体的に取り
組む環境管理システムの導入
促進

　「エコアクション21」の地域事務
局と連携し、商工会連合会の研
修会などにおいてEMS認証の説
明と働きかけを行った。また、市
町に対し広報紙への掲載を依
頼した。

成果指標 70 70

県内における「ＩＳＯ14001」及
び「エコアクション21」の新規
認証登録事業者：45件/64件
（累計）

県内のエコアクション21地方事務
局と協議しながら、市町や県商工
会連合会など県内の商工関係団
体等への働きかけを行う。

再
掲
環境政策課 176

各施策の取組状況

②
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民
の
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み
の
推
進

90 173
未来環境推
進課

再
掲

ゴミゼロながさき実践計画に
基づき各構成団体が自主的
に取り組んだ活動について
は、レジ袋削減の取組や生
ごみ減量化リサイクル活動
など一定の成果があったが、
一般廃棄物減量化など、今
後、さらに推進すべき課題も
あるため。

○ながさき環境県民会議
　・ながさき環境県民会議４R部会
を開催し、引き続き「ゴミゼロながさ
き」の実現に向け取組を実施。
○ゴミゼロ県民運動支援事業
　・ながさきマイバッグキャンペーン
の実施（一斉行動参加店の募集）
・九州まちの修理屋さん登録店舗
の募集、登録
　・空きかん回収キャンペーン等引
き続き実施
・優良団体表彰
　・生ごみ減量化やリサイクル活動
支援
○ゴコゼロ市町支援事業
　・市町・事業者研修会（1回）及び
情報提供
○事業所支援事業
　・レジ袋削減に向けた有料化の
推進
　・県庁の機密文書を含む紙ごみ
のリサイクルの推進
○快適環境保全推進事業
　・ごみの投げ捨て等防止重点地
区等の巡回指導等を実施
○バイオディーゼル燃料利活用促
進事業
・廃食用油をバイオディーゼル燃
料に再生利用する取組の推進

○ながさき環境県民会議
　・構成メンバーの「ゴミゼロながさ
き実践計画」の進捗状況管理
○ゴミゼロ県民運動支援事業
　・情報発信
　・ながさきマイバッグキャンペーン
（強化月間：10月）
　・九州ごみ減量化推進協議会事
業「修理して大切に使っているもの
のフォトエッセイコンテスト」の実施
　・空きかん回収キャンペーンの実
施など
　・優良団体表彰
　・生ごみ減量化、リサイクル活動
支援
○ゴミゼロ市町支援事業
　・情報提供、研修会開催(1回）
　・廃食用油のバイオディーゼル燃
料化を進めるため取組状況調査を
実施
○事業所支援事業
　・レジ袋削減の取組（新上五島町
8事業者16店舗、イオン九州㈱6店
舗）
　・県庁の機密文書を含む紙ごみの
リサイクルの実施
○快適環境保全推進事業
　・ごみの投げ捨て等防止重点地区
等の巡回指導等を実施

廃棄物の発生抑制・リサイクル
促進のため「ゴミゼロながさき推
進会議」において、「ゴミゼロなが
さき実践計画」の進捗管理等を
行うとともに、ゴミゼロ県民運動
支援事業、ゴミゼロ市町支援事
業等を実施し、「長崎県廃棄物処
理計画」で定めた減量化等の目
標達成を目指します。

活動指標

廃棄物の発生抑制・リサイクル
促進のため「ながさき環境県民
会議」において、「ゴミゼロながさ
き実践計画」の進捗管理と、ゴミ
ゼロ県民運動支援事業、ゴミゼ
ロ市町支援事業等の実施
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

環境保全の意欲の増進及び環
境教育の推進に関する計画を推
進します。

環境保全の意欲の増進及び環
境教育の推進に関する計画の
推進

同計画のH25年度の進捗状況
については、学校、地域、事業
者、行政などを対象に調査を実
施（H27.7）。現在、集計中である
が、生ごみ減量化リーダーによ
る地域での活動も増加してお
り、目標は達成するものと思わ
れる。

成果指標 100 100

H25年度は行政や事業者な
ど県全域で環境保全活動や
環境教育に対する取組が広
がり、目標値を達成できた。
（H25年度実績　1,054千人）

H27年度においてH26年度進捗状
況を調査中。

再
掲
未来環境推
進課

177

県民、事業者等の自主行動計画
である地球温暖化防止対策行動
計画を支援します。

県民、事業者等の自主行動計
画である地球温暖化防止対策
行動計画への支援

ながさき環境県民会議におい
て、県民、事業者、大学、NPO、
行政等の連携を図り、自主行動
計画を支援した。

活動指標 100 100

ながさき環境県民会議を開
催し、計画どおり連携を図る
ことできたため。

ながさき環境県民会議において、
県民、事業者、大学、NPO、行政
等の連携を図り、自主行動計画を
支援する。

再
掲
未来環境推
進課

178

県の環境に関するホームページ
を介して、迅速で幅広い情報を
提供します。

環境に関する情報の提供 県ホームページのリニューアル
に併せ、ホームページを刷新す
るとともに、「環境保健総合情報
システム」を運営し、随時、県民
にわかり易い情報の提供を行っ
た。

活動指標 100 100

新着情報等、県民にわかり
やすく、迅速に情報を伝える
ためにホームページは随
時、更新を行った。

引き続き、県のホームページの随
時更新を行い、県民にわかり易い
情報提供を行います。

環境政策課 179

各種団体の活動を支援するとと
もに、活動の連携を図ります。
・長崎県地球温暖化対策協議会
の活動を支援します。
・長崎県地球温暖化防止活動推
進センターとの連携を図ります。
・長崎県地球温暖化防止活動推
進員の活動を支援します。
・長崎県地球温暖化対策ネット
ワーク会議、長崎県地球温暖化
対策地方自治体協議会を活用
し、市町協議会や市町との連携
を図ります。

市町・各種団体との協働と活動
支援

ながさき環境県民会議、長崎県
地球温暖化防止活動推進セン
ター、長崎県地球温暖化対策
ネットワーク会議等と連携した
普及啓発活動。
（取組内容）
・県下一斉ノーマイカー＆エコド
ライブウィークの実施
・長崎県地球温暖化対策ネット
ワーク会議の開催

活動指標 100 100

計画通り実施することができ
たため。

ながさき環境県民会議、長崎県地
球温暖化防止活動推進センター、
長崎県地球温暖化対策ネットワー
ク会議等と連携した普及啓発活
動。

再
掲
未来環境推
進課

180

②
情
報
共
有
化

の
推
進

県の環境に関するホームページ
を介して、迅速で幅広い情報を
提供します。

環境に関する情報の提供 県ホームページのリニューアル
に併せ、ホームページを刷新す
るとともに、「環境保健総合情報
システム」を運営し、随時、県民
にわかり易い情報の提供を行っ
た。

活動指標 100 100

新着情報等、県民にわかり
やすく、迅速に情報を伝える
ためにホームページは随
時、更新を行った。

引き続き、県のホームページの随
時更新を行い、県民にわかり易い
情報提供を行います。

再
掲
環境政策課 181

各施策の取組状況
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（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

各種団体の活動を支援するとと
もに、活動の連携を図ります。
・長崎県地球温暖化対策協議会
の活動を支援します。
・長崎県地球温暖化防止活動推
進センターとの連携を図ります。
・長崎県地球温暖化防止活動推
進員の活動を支援します。
・長崎県地球温暖化対策ネット
ワーク会議、長崎県地球温暖化
対策地方自治体協議会を活用
し、市町協議会や市町との連携
を図ります。

市町・各種団体との協働と活動
支援

ながさき環境県民会議、長崎県
地球温暖化防止活動推進セン
ター、長崎県地球温暖化対策
ネットワーク会議等と連携した
普及啓発活動。
（取組内容）
・県下一斉ノーマイカー＆エコド
ライブウィークの実施
・長崎県地球温暖化対策ネット
ワーク会議の開催

活動指標 100 100

計画通り実施することができ
たため。

ながさき環境県民会議、長崎県地
球温暖化防止活動推進センター、
長崎県地球温暖化対策ネットワー
ク会議等と連携した普及啓発活
動。

再
掲
未来環境推
進課

182

科学技術に親しむ環境を創出し
ます。

・長崎県科学技術週間（１１月２６
日を含む一週間）を中心に研究
機関を一般公開します。

・科学技術に関する研究活動に
おいて顕著な成果を収めた研究
者又は独創的で将来性のある研
究活動を行っている研究者につ
いて、長崎県科学技術大賞とし
て表彰します。

科学技術に親しむ環境を創出し
ます。

・長崎県科学技術週間（１１月２
６日を含む一週間）を中心に研
究機関を一般公開します。

・科学技術に関する研究活動に
おいて顕著な成果を収めた研究
者又は独創的で将来性のある
研究活動を行っている研究者に
ついて、長崎県科学技術大賞と
して表彰します。

長崎県科学技術集間にあわせ
研究所の一般公開を実施した。

科学技術賞選考委員会を設
け、選考委員による書面審査を
実施した。

○選考結果
・平成25年度は該当者なし

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため 長崎県科学技術集間にあわせ研
究所の一般公開を実施した。

・H27.3に科学技術大賞表彰式開
催予定

環境政策課・
産業技術課

183

県
民
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事
業
者
・
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政
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プ
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各施策の取組状況
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

①
適
正
な
土
地
利
用
の
推

進

長崎県土地利用基本計画に基
づき、土地取引事後届出制にお
ける利用目的の審査及び開発行
為等に関する個別規制法間の調
整機能を果たしていきます。
また、国土利用計画法に基づく
国土利用計画・市町村計画の策
定について、要請、支援を行って
いきます。

長崎県土地利用基本計画に基
づき、土地取引事後届出制にお
ける利用目的の審査及び開発
行為等に関する個別規制法間
の調整機能を果たしていきま
す。
また、国土利用計画法に基づく
国土利用計画・市町村計画の策
定について、要請、支援を行っ
ていきます。

土地取引事後届出の利用目的
の審査１４１件、開発行為事前
協議３件を実施。
市町担当者会議において市町
村計画の策定について事例説
明及び要請。 成果指標 － -

一定規模以上の土地を取得
した者の法律に基づく届出
義務及び開発行為を行う場
合の要綱に基づく事前協議
等であり、数値としては実績
の把握しかできない。

土地取引事後届出の利用目的等
審査（上半期６２件）及び開発行為
の変更について関係機関との調整
を実施。
市町担当者会議において市町村
計画の策定について状況説明。 土地対策室 184

閉鎖性水域や流域圏の良好な
物質循環を形成するため、農業・
水産業を軸とした新たな栽培技
術開発や自然生態系の営みを活
用した環境修復技術を体系化し
て確立します。

環境と調和した農林水産業の実
現に資する研究開発

戦略プロジェクト研究「環境と調
和した持続可能な農業・水産業
の実現に資する研究」等で作成
した水稲栽培の減肥を実現する
「育苗箱全量施肥技術」やバレ
イショ圃場からの窒素流出を防
ぐ「緑肥栽培マニュアル」の生産
現場での利用を推進した。

成果指標 100 100

計画通りに実施できたため。 今後とも作成したマニュアルや研
究成果の発表を通じて、技術の普
及・指導を推進する。

作成したマニュアル等の生産現場
での活用を進めるため、研究成果
の発表等により周知徹底を図る。

農政課・漁政
課（水試）

185

環境にやさしい農林業技術を確
立します。
・農作物の養分吸収に応じた施
肥法を検討し、環境保全型施肥
技術を確立します。
・土着天敵、生物防除資材を活
用した防除技術を開発します。
・新たな育林コストの低減技術の
開発並びに林地生産力維持のた
めの効率的下層木誘導技術の
開発を行います。
・菌根菌を活用して健全な海岸
林の造成と更新の技術を開発し
ます。
・乳牛への規格外バレイショ給与
技術の確立により、飼料費低減
と資源の有効利用を図ります。
・食味･外観･病害虫抵抗に優れ
る高品質の暖地二期作用バレイ
ショの開発を進めます。

環境にやさしい農林業技術を確
立します。
・農作物の養分吸収に応じた施
肥法を検討し、環境保全型施肥
技術を確立します。
・土着天敵、生物防除資材を活
用した防除技術を開発します。
・新たな育林コストの低減技術
の開発並びに林地生産力維持
のための効率的下層木誘導技
術の開発を行います。
・菌根菌を活用して健全な海岸
林の造成と更新の技術を開発し
ます。
・乳牛への規格外バレイショ給
与技術の確立により、飼料費低
減と資源の有効利用を図りま
す。
・食味･外観･病害虫抵抗に優れ
る高品質の暖地二期作用バレ
イショの育成を行います。

・減化学肥料や減化学農薬栽
培を実現する新窒素肥効評価
法に基づいた鶏ふん堆肥のタマ
ネギに対する施用効果や廃菌
床混合鶏ふん堆肥によるレタス
の化学肥料半減栽培、チョウ目
害虫の性フェロモン剤・黄色高
圧ナトリウムランプを利用した防
除技術等の研究成果を発表し
た。
そうか病やジャガイモシストセン
チュウ等に強く、鮮やかな黄色
であり、食味に優れるバレイショ
「ながさき黄金」を品種登録出願
した。

成果指標 100 100

計画通りに実施できたため。 環境保全型施肥技術や育林コスト
低減技術、複合抵抗性を有するバ
レイショ新品種の育成について、
継続して試験を実施している。

農政課 186

温暖化への適応技術を開発しま
す。
・気候温暖化に対応した柑橘（カ
ンキツ）栽培技術を開発します。
・温暖化に適した藻類増養殖技
術を開発します。
・温暖化に対応した落葉果樹の
生育調整技術と省エネ型施設栽
培を開発します。

温暖化への適応技術の開発
・気候温暖化に対応した柑橘（カ
ンキツ）栽培技術を開発します。
・温暖化に適した藻類増養殖技
術を開発します。
・温暖化に対応した落葉果樹の
生育調整技術と省エネ型施設
栽培を開発します。
・温暖化に対応した早期水稲
「つや姫」の栽培技術の開発に
取り組みます。

・温暖化も原因である温州みか
んの浮皮発生を抑える植物生
育調節剤を利用した完熟みか
んの栽培技術や高温耐性を有
する「つや姫」の施肥技術等を
確立した。

成果指標 100 100

計画通りに実施できたため。 夏から秋季の高温時に発生する障
害果を抑え生産が安定するカンキ
ツや高温障害が発生しにくいびわ
の新品種の開発を目指す。
温暖化に対応した水稲品種の栽
培技術の確立に取り組む。

農政課 187

各施策の取組状況
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

赤潮発生メカニズムの解明と防
除対策に関する研究開発を推進
します。

赤潮による漁業被害の防止・軽
減のため赤潮被害防除技術の
研究開発

有害赤潮による養殖魚のへい
死を防ぐため、現場調査、主要
原因プランクトンの発生機構の
解明及び有効な防除方法の検
討を実施

－ － 100

光合成活性の測定によっ
て、シャットネラ赤潮の消長
を予測できる可能性を突き
止めました。また、平成２６年
６月に五島海域で発生した
ディクチオカ赤潮は、潮流や
風により沖から漁場内に流
れ込んだ可能性があることを
明らかにしました。

有害赤潮による養殖魚のへい死を
防ぐため、現場調査、主要原因プ
ランクトンの動態予測及び有効な
防除方法の検討を実施。

再
掲

漁政課（水
試）

188

県内中小企業の「一社一技」の
発掘調査を行い、優れた製品技
術については市場性・事業可能
性の検証や研究開発、販路開拓
の支援を行います。

中小企業基盤整備機構が運営
する「ながさき出島インキュベー
タ」施設に入居する企業の新事
業創出支援を行う。

大学等との連携により新たな取
り組み等に関するプロジェクト創
出支援を実施し、４件のプロジェ
クトを創出した。

成果指標 100 100

計画を上回って実施できたた
め。

中小企業基盤整備機構が運営す
る「ながさき出島インキュベータ」施
設に入居する企業の新事業創出
支援を２件を目標に実施する。

企業振興・技
術支援課

189

放射線に関するモニタリングや
環境放射能に関する調査を実施
します。

放射線に関するモニタリングや
環境放射能に関する調査の実
施

環境放射線等モニタリング調査
（環境省）及び環境放射能水準
調査（原子力規制庁）を受託し
て実施。

活動指標 100 100

環境放射線等モニタリング調
査（環境省）及び環境放射能
水準調査（原子力規制庁）を
適切に実施済みのため。

環境放射線等モニタリング調査
（環境省）及び環境放射能水準調
査（原子力規制庁）を受託して実施
中。

環境政策課 190

事業化等調査事業・商品化研
究・開発支援事業・見本市出展
支援事業を行います。

事業化等調査事業・商品化研
究・開発支援事業・見本市出展
支援事業の実施

商品化研究・開発支援事業等に
おいて公募、審査、助成を行い
支援事業を実施した。

活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 商品化研究・開発支援事業等にお
いて公募、審査、採択を行い支援
事業を実施している。

企業振興・技
術支援課

191

研究開発・商品開発後の新たな
事業化を支援します。

研究開発・商品開発後の新たな
事業化の支援

新たな事業化に取り組む企業を
公募し、審査、助成を行い支援
を実施した。

活動指標 100 100
計画どおり実施できたため。 事業廃止。

企業振興・技
術支援課

192

経営の革新や創業を行う取り組
みである「中核人材確保」「技術
等研修」「設備投資」の面から、
企業の支援を行います。

経営の革新や創業を行う取り組
みである「中核人材確保」「技術
等研修」「設備投資」の面から、
企業の支援の実施

中核人材確保事業等において
公募、審査、助成を行い支援を
実施した。 活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 中核人材確保事業等において公
募、審査、採択を行い支援を実施
している。 企業振興・技

術支援課
193

地域の環境産業の活性化、環境
負荷削減技術の展開等を行う市
町を｢環境実践モデル都市｣に選
定し、その取り組みを支援しま
す。

｢環境実践モデル都市｣の選定と
支援

対馬プロジェクトにおいて、総務
省事業「分散型エネルギーイン
フラプロジェクト・マスタープラン
策定事業」の採択を受け、産官
学金で構成する対馬環境エネ
ルギーコンソーシアムにおいて
再生可能エネルギーを活用した
持続可能な資源循環型社会の
構築を通じて、新たな産業や雇
用創出について調査検討を実
施した。
西海プロジェクトにおいて、小型
潮流発電の実証に向けた取組
みを推進し、新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）
の”海洋エネルギー発電システ
ム実証研究（H26～H29）”に採
択された。

成果指標 100 100

対馬プロジェクトにおいて、
総務省分散型エネルギーイ
ンフラ プロジェクト・マスター
プラン策定事業の採択を受
け、対馬環境エネルギーコン
ソーシアムにおいて「対馬市
エネルギーマスタープラン」
を策定した。
西海プロジェクトにおいて、
小型潮流発電事業化ワーキ
ンググループを中心とした取
組により、国のプロジェクト等
を獲得した。

対馬プロジェクトにおいては、総務
省の分散型エネルギーインフラプ
ロジェクト（事業立ち上げ詳細分析
事業）の獲得を目指し、昨年、策定
した対馬市エネルギーマスタープ
ランの詳細設計を策定する予定。
地域エネルギー会社の設立に向
けた検討、対馬環境エネルギーコ
ンソーシアムの開催を通してエネ
ルギーベストミックスプラン等を検
討していく。
西海プロジェクトにおいては、
NEDO事業の平成29年度実証試験
に向け、引き続きワーキンググ
ループの中心メンバーである㈱大
島造船所及びサイエンスリサーチ
㈱による事業化可能性調査などの
取組を支援していく。

-
グリーン
ニューディー
ル推進室

194

各施策の取組状況
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目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

③
環
境
産
業
の
育

成

太陽光発電等の再生可能エネル
ギーを利用した施設整備や省エ
ネ型空調設備等の環境に配慮し
たエコスクールを推進します。

太陽光発電等の再生可能エネ
ルギーを利用した施設整備や省
エネ型空調設備等の環境に配
慮したエコスクールの推進

長崎県太陽光発電「屋根貸し」
事業において、3事業候補者が
県立学校6校に対して太陽光発
電システムを導入することを決
定した。

成果指標 70 100

計画通り実施できたため。 環境省が行う再生可能エネルギー
等導入推進基金事業を活用して、
避難場所に指定されている県立学
校５校に太陽光発電設備を設置す
る。

再
掲

教育環境整
備課

195

長崎県環境影響評価条例、環境
影響評価法及び個別法等にか
かる開発行為の環境影響を審
査、環境保全措置を指導します。

長崎県環境影響評価条例、環
境影響評価法及び個別法等に
かかる開発行為の環境に対す
る影響を審査、指導

評価書２件を受理し・審査し、２
件の知事意見書を提出した。

活動指標 100 100

準備書を受理し、環境保全
措置を指導した。

長崎県環境影響評価条例、環境
影響評価法及び個別法等にかか
る開発行為について、環境に対す
る影響を審査し、環境保全措置を
指導する。

環境政策課 196

環境保全協定を締結している事
業所について、立入調査を中心
に協定事項の遵守状況を確認し
ます。

環境保全協定を締結している事
業所への立入調査

県と環境保全協定を締結してい
る４事業場（目標値：４事業場）
に立入調査を実施し、協定事項
の遵守状況を確認した。

活動指標 100 100

目標値を達成できた 上半期は実績無し。年度中に、県
と環境保全協定を締結している２
事業場に立入調査を実施し、協定
事項の遵守状況を確認する計画。

環境政策課 197

事業段階別、事業種別に定めら
れた環境配慮指針に基づいた公
共工事の実施に努めます。

事業段階別、事業種別に定めら
れた環境配慮指針に基づいた
公共工事の実施

各部局とも、平成17年に策定さ
れた「長崎県環境配慮型公共工
事指針」等の指針を最大限尊重
し、公共工事を実施した。

活動指標 - -

各部局とも、平成17年に策
定された「長崎県環境配慮
型公共工事指針」等の指針
を最大限尊重し、公共工事を
実施した。

各部局とも、平成17年に策定され
た「長崎県環境配慮型公共工事指
針」等の指針を最大限尊重し、公
共工事を実施する。

198

公害苦情については、公害苦情
相談員や公害苦情担当職員が
配置されている市町との連携の
もと、適切かつ迅速に処理し、早
期解決に努めます。

公害苦情の適切かつ迅速な処
理

県内保健所、振興局、市町、ま
た関係機関とも協力して、住民
からの苦情に対応した。（H26苦
情受付件数789件）

活動指標 100 100

県内保健所、振興局、市町、
また関係機関とも協力して住
民からの苦情に迅速に対応
することができた。

県内保健所、振興局、市町、関係
機関と協力して住民からの苦情に
迅速に対応する。 環境政策課 199

公害紛争処理については、公害
審査委員候補者による調停、
あっせん等適正処理に努めま
す。

公害紛争処理については、公害
審査委員候補者による調停、
あっせん等適正処理の実施

・Ｈ２６は調停申請はなかった。
・市町に対し、公害紛争処理制
度の説明と住民への広報依頼
を行った。

活動指標 100 100

Ｈ２６は申請はなかったが、
市町へ対し、広報等、制度の
普及を依頼した。

・制度の普及をはかるとともに新た
な申請があった場合は、適正な処
理に努める。

環境政策課 200

公害健康被害が生じた場合に
は、汚染者負担の原則に基づ
き、迅速かつ公正に被害者の救
済と健康の確保を図ります。

公害健康被害が生じた場合に
は、汚染者負担の原則に基づ
き、迅速な被害者の救済と健康
の確保を図る

平成26年度は、公害健康被害
の発生はなかった。

－ － -

－ 公害健康被害が生じた場合には、
迅速な被害者の救済と健康の確
保を図り、原因究明に取り組みま
す。

環境政策課 201

⑥
環
境
管
理
シ
ス
テ
ム
の

適
切
な
運
用
と
普
及
の
促

進

地方機関を含めた全庁的なEMS
を推進します。

地方機関を含めた全庁的な
EMSの推進

県庁ＥＭＳの運営を適正に維持
し改善するため、職員研修、内
部監査員の養成、内部監査、外
部評価等を実施した。また、監
査員研修の内容を本庁、地方
機関で統一したことで、監査員
候補者を増員し、相互監査をよ
り実施しやすい体制とした。

活動指標 80 90

本庁においては全ての所属
で内部監査が実施された
が、地方機関の一部におい
て実施がなされなかった（実
施率95％）。

内部監査の充実をさらに図るた
め、地方機関における相互内部監
査方式のさらなる推進を図る。

再
掲

環境政策課 202

各施策の取組状況
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

事業者が自主的・主体的に取り
組む環境管理システムの導入を
促進します。

事業者が自主的・主体的に取り
組む環境管理システムの導入
促進

　「エコアクション21」の地域事務
局と連携し、商工会連合会の研
修会などにおいてEMS認証の説
明と働きかけを行った。また、市
町に対し広報紙への掲載を依
頼した。

成果指標 70 70

県内における「ＩＳＯ14001」及
び「エコアクション21」の新規
認証登録事業者：45件/64件
（累計）

県内のエコアクション21地方事務
局と協議しながら、市町や県商工
会連合会など県内の商工関係団
体等への働きかけを行う。 再

掲
環境政策課 203

長崎県産業振興財団において、
ISO14001 等の普及啓発のため
の研修会の開催及び認証取得
のためのコンサルタントの斡旋を
行います。

長崎県産業振興財団において、
ISO14001 等の普及啓発のため
の研修会の開催と認証取得の
ためのコンサルタントの斡旋

ISO14001等の普及啓発のため
の研修会の開催、認証取得の
ための経費助成やコンサルタン
トの斡旋を行った。 活動指標 100 100

計画どおり実施できたため。 ISO14001の認証取得を目指す県
内の中小企業に対し、認証取得の
ための助成や研修会等の開催、コ
ンサルタント斡旋を行う。

企業振興・技
術支援課

204

事業者がリサイクルに要する資
金の一部を拠出する制度（デポ
ジット制度）の普及を図ります。

事業者がリサイクルに要する資
金の一部を拠出する制度（デポ
ジット制度）の普及

・情報収集
・長崎大学生活協同組合等によ
る丼物容器デポジットの継続実
施 活動指標 60 60

・情報収集
・長崎大学生活協同組合等
による丼物容器デポジットの
継続実施ができたが、実施
団体等の拡大にまで至らな
かったため

・情報収集
・長崎大学生活協同組合等による
丼物容器デポジットの継続実施

未来環境推
進課

205

産廃税を活用した様々な環境保
全への取り組みを支援します。

産廃税を活用した様々な環境保
全への取り組みへの支援

・産業廃棄物税基金を原資とし
た事業の実施（16件　95,543千
円）
・産業廃棄物税効果検証

活動指標 100 100

計画どおり実施できた。 ・産業廃棄物税基金を原資とした
事業の実施
・産業廃棄物税収活用事業の効果
検証

未来環境推
進課

206

環境保全、農産物の安全性の向
上及び農業従事者等の健康維
持・増進を図るため、「長崎県版
GAP」を推進します。

環境保全、農産物の安全性の
向上及び農業従事者等の健康
維持・増進を図るため、「長崎県
版GAP」の推進

ＧＡＰ推進協議会の開催（8月、
12月）、指導者養成研修（12
月）、生産団体等への導入支援
研修会の開催（76回）等によっ
てＧＡＰを推進した。

成果指標 100 100

計画どおり実施できたため ＧＡＰ推進協議会の開催（8月、12
月）生産団体等への導入支援研修
会の開催等によってＧＡＰを推進す
る。

再
掲

農業経営課 207

各施策の取組状況
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基本
目標

大項目 中項目 掲載内容 施策内容
H26年度の取組内容

（実績）
 評価指標

H25年度
評価

H26年度
評価

H26年度評価の理由
（施策が進んでいない理由も

併せて記載）
H27年度の取組内容

再
掲

担当課 No.

工場等からの排水基準適合状況
等を把握するため、立入検査を
実施し、排水基準の遵守を図り
ます。

工場等への立入検査の実施 工場等へ立入検査を実施し、排
水を調査したところ、排水基準
の遵守率は96.7%だった。
なお、排水基準に違反した工場
等に対しては指導を実施し、指
導を行った全施設で排水基準
達成を確認している。

成果指標 90 100

一部の工場等による排水処
理施設の不適正な維持管理
のため、排水基準遵守率は
高い水準ではあるが、100%
には至らなかった。

平成27年度も計画に基づき、引き
続き立入調査及び工場等への指
導を実施する。

再
掲

環境政策課 208

希少野生動植物種保存地域、長
崎県自然環境保全地域、国定公
園・県立自然公園、鳥獣保護区
の指定・計画変更を検討するとと
もに、特に貴重な自然環境を有
する長崎県自然環境保全地域に
ついては、用地基金を活用した
公有地化を検討します。

希少野生動植物種保存地域、
長崎県自然環境保全地域、国
定公園・県立自然公園、鳥獣保
護区の指定・計画変更の検討。
特に貴重な自然環境を有する長
崎県自然環境保全地域につい
ては、用地基金を活用した公有
地化の検討

・県立自然公園区域の見直し検
討案を2地域作成した。
・鳥獣保護区等の指定を行っ
た。

成果指標 100 100

・県立自然公園区域の見直
し検討案を2箇所作成したた
め。
・県内の自然の風景地の保
護状況及び自然公園面積に
変更無く、風景地の保護等
は確保されているため。（自
然公園面積74,091haを維持）
・鳥獣保護区等の指定や事
業計画策定について、利害
関係人や関係機関との協議
により適切に行ったため。

・希少野生動植物種保存地域の指
定を目指す。
・自然公園区域の見直し検討作業
や自然環境の変化が生じている地
区等の情報の収集蓄積等を実施
する。
・第11次鳥獣保護事業計画に沿っ
て、鳥獣保護区等の指定を行う。 再

掲
自然環境課 209

各施策の取組状況
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第４章　数値目標設定項目一覧
基本
目標

大項目 中項目 数値目標項目 基準年 基準年の値 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 達成年次 達成目標値 担当部局 担当課 No.

H2年度 931.7万t 目標値 ※ ※ ※ ※ ※ H32年度 837.5万ｔ

実績値 1012.2万ｔ
1056.2万ｔ
（速報値）

※ ※

達成率 - - -

H20年度 6,657万kWh 目標値 7,245万ｋWh 7,071万ｋWh 7,059万ｋWh 7,046万ｋWh 6,987万kWh H27年度 6,987万kWh

実績値 7,285万kwh 7,505万kwh 7,399万kwh ※

達成率 101% 106% 105% -

H21年度 － 目標値 - - - 2件 H26年度 2件

実績値 - - - 2件

達成率 100%

－ － 目標値 250台 350台 500台 - - H25年度 500台

実績値 361台 630台 958台 -

達成率 144% 180% 192% - -

H21年度 8校 目標値 - 9校 13校 15校 20校 H27年度 20校

実績値 - 9校 9校 15校

達成率 100% 69% 100%

H21年度 3件 目標値 16件 32件 48件 64件 80件 H27年度
80件

(平成23～27年度)

実績値 17件 28件 35件 47件

達成率 106% 88% 73% 73%

H21年度 15人 目標値 554人 294人 - - H24年度
1,440人

（平成21～24年度累計）

実績値 814人 712人 - -

達成率 147% 242%

H21年度 － 目標値 - - - - - H30年度 1,305t-CO2/年

実績値 - - - -

達成率

H21年度 － 目標値 - １事例集 - - H24年度 3事例集（累計）

実績値 - 0事例集 - -

達成率 0%

H20年度 2,956ha 目標値
14,300ha

（平成20～23年
度累計）

18,500ha
（平成20～24年

度累計）
2,645ha 2,755ha 2,875ha H27年度 2,875ha

実績値
13,849ha

（平成20～23年
度累計）

16,849ha
（平成20～24年

度累計）
2,269ha 1,790ha

達成率 97% 91% 86% 65%

H21年度 2施設 目標値 4施設 5施設 5施設 5施設 5施設 H27年度 5施設

実績値 4施設 5施設 5施設 ６施設

達成率 100% 100% 100% 120%

H21年度 100% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 100% 100% 100% 100%

達成率 100% 100% 100% 100%

温室効果ガス排出量

ごみ発電量

低炭素化・グリーン化に関する技術開発件数

長崎県EV・PHVタウン構想に基づく電気自動車
導入件数

県立学校の太陽光発電システム導入校数

環境管理システムの新規認証登録件数（累
計）

エコドライブ講習会参加者数

交通の分散化、ボトルネックの解消等による道
路交通の二酸化炭素排出削減量

環境実践モデル都市成果事例集

間伐面積

森林バイオマスエネルギー利用施設

病害虫予察情報提供率
③地球温暖化へ

の適応策

１
　
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

①温室効果ガス
の排出抑制

②温室効果ガス
の吸収作用の保
全と強化

Ⅰ
　
地
球
環
境
保
全
を
め
ざ
す
社
会
の
実
現

環境政策課、
グリーンニュー
ディール推進室

環境部、
産業労働部

教育庁 教育環境整備課

グリーンニュー
ディール推進室

産業労働部

産業労働部､
水産部

産業技術課、
漁政課（総合水

試）

廃棄物対策課環境部

環境部 未来環境推進課

森林整備室

グリーンニュー
ディール推進室

産業労働部

農林部 農業経営課

林政課農林部

2

7

6

土木部 都市計画課

未来環境推進課環境部

農林部

1

12

11

10

9

8

5

4

3
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第４章　数値目標設定項目一覧
基本
目標

大項目 中項目 数値目標項目 基準年 基準年の値 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 達成年次 達成目標値 担当部局 担当課 No.

－ － 目標値 50件／年 50件／年 50件／年 50件／年 50件／年 － 50件/年

実績値 66件／年 106件／年 85件／年 74件／年

達成率 132% 212% 170% 148%

－ － 目標値 4.0以上 4.0以上 4.0以上 4.0以上 4.0以上 － 4.0以上

実績値 4.0以上 4.0以上 4.0以上 4.0以上

達成率 100% 100% 100% 100%

H21年度 3回/年 目標値 6回 6回 6回 6回 6回 H27年度
6回以上
（毎年度）

実績値 8回 7回 11回 16回

達成率 133% 117% 183% 266%

－ － 目標値 2回／年 2回／年 2回／年 2回／年 2回／年 － 2回/年

実績値 2回／年 2回／年 2回／年 2回／年

達成率 100% 100% 100% 100%

H20年度 965g 目標値 916g 900g 883g 869g 850g H27年度 850g

実績値 944g 944ｇ 960g ※

達成率 42.9% 32.3% 60.9% -

H20年度 450.1万ｔ 目標値 ※ ※ ※ ※ 450.1万ｔ H27年度 450.1万ｔ

実績値 ※ ※ ※ ※

達成率

H20年度 15.8% 目標値 19.9% 21.2% 22.5% 23.8% 25.0% H27年度 25%

実績値 17.0% 16.2% 16.0% ※

達成率 85.4% 76.4% 71.1%

H20年度 55% 目標値 ※ ※ ※ ※ 62% H27年度 62%

実績値 ※ ※ ※ ※

達成率

H20年度 42% 目標値 52.0% 54.5% 57.0% 59.5% 62.0% H27年度 62%

実績値 49.1% 51.5% 55.4% 56.2%

達成率 94.4% 94.4% 97.2% 94.5%

H21年度 24施設 目標値 22施設 23施設 22施設 21施設 20施設 H27年度 20施設

実績値 22施設 22施設 21施設 21施設

達成率 100% 105% 105% 100%

H21年度 93% 目標値 94% 95% 95% 94% 95% H27年度 95%

実績値 95% 95% 95% 94%

達成率 101% 100% 100% 100%

H21年度 130人 目標値 260人 260人 260人 260人 260人 H27年度 260人

実績値 289人 475人 340人 262人

達成率 111% 183% 131% 101%

廃棄物対策課環境部

廃棄物対策課環境部

廃棄物対策課環境部

廃棄物対策課環境部

廃棄物対策課環境部

15

14

24

23

22

21

20

19

18

17

16

廃棄物対策課環境部

環境部 廃棄物対策課

廃棄物対策課環境部

環境部 環境政策課

13未来環境推進課環境部

廃棄物対策課環境部

環境部 環境政策課

Ⅰ
　
地
球
環
境
保
全
を
め
ざ
す
社
会
の
実
現

Ⅱ
　
環
境
へ
の
負
荷
の
削
減
と
循
環
型
社
会
づ
く
り

２
　
広
域
的
な
環
境
汚
染
対
策
の
推
進

１
　
廃
棄
物
対
策
の
推
進

②オゾン層の保
護対策の推進

③酸性雨対策の
推進

④漂着ごみ・漂流
油対策の推進

②廃棄物の再資
源化の推進

①廃棄物の発生・
排出抑制

⑤環境保全のた
めの国際的協力

の推進

③廃棄物の適正
処理の推進

産業廃棄物排出量

第一種フロン類回収業者の立入検査件数

一般廃棄物再資源化率

産業廃棄物再資源化率（5年毎調査）

ごみ焼却施設数

産業廃棄物再資源化率のうち多量排出事業者
再資源化率　（産業廃棄物）（毎年調査）

産業廃棄物処理業者の基準適合率
（立入検査回数に対する指導不要の業者数の
割合）

強酸性雨の出現防止
国設局を除く3地点での1降雨のｐＨの平均値
の範囲

海岸漂着物の発生抑制対策、国際協力事業の
実施回数

日韓海峡沿岸環境技術交流協議会会議の年
間開催回数

1人1日あたりの一般廃棄物排出量

排出事業者研修会参加者数
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第４章　数値目標設定項目一覧
基本
目標

大項目 中項目 数値目標項目 基準年 基準年の値 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 達成年次 達成目標値 担当部局 担当課 No.

H21年度 100% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 100% 100% 99.8% 100%

達成率 100% 100% 99.8% 100%

H21年度 66% 目標値 80% 80% 80% 80% 80% H27年度 80%

実績値 55% 75% 70% 60%

達成率 69% 94% 88% 75%

H21年度 40件 目標値 71件 96件 121件 165件 H26年度 165件

実績値 50件 53件 55件 56件

達成率 32.2% 23.2% 18.5% 12.8%

H21年度 100% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 100% 100% 100% 100%

達成率 100% 100% 100% 100%

H21年度 － 目標値 - - - - - H30年度 1,305t-CO2/年

実績値 - - - -

達成率

H21年度 100% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 100% 98% 100% 100%

達成率 100% 98% 100% 100%

H21年度 76% 目標値 80% 80% 80% 80% 80% H27年度 80%

実績値 88% 78% 90% 76%

達成率 110% 98% 113% 95%

H21年度 73% 目標値 75% 75% 75% 75% 75% H27年度 75%

実績値 73% 55% 73% 82%

達成率 97% 73% 97% 109%

H21年度 73.6% 目標値 75.8% 76.9% 78.0% 79.1% 80.0% H27年度 80%

実績値 75.2% 75.9% 77.2% 78.1%

達成率 99% 99% 98% 98%

H21年度 98% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 97.8% 98.7% 98.7% 97.0%

達成率 98% 99% 99% 97%

H21年度 100% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 100% 100% 100% 100%

達成率 100% 100% 100% 100%

H21年度 100% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 100% 98.2% 100% 100%

達成率 100% 98% 100% 100%

Ⅱ
　
環
境
へ
の
負
荷
の
削
減
と
循
環
型
社
会
づ
く
り

３
　
水
環
境
の
保
全

３
　
水
環
境
の
保
全

４　土
壌・地
盤環境
の保全

指定施設からの排水基準遵守率
（長崎県未来につながる環境を守り育てる条例
に基づく指定施設への立入検査時おける、施
設からの排水の排水基準遵守率）

有害物質使用特定事業の排水基準遵守率
（重金属等の有害物質を使用している特定事
業場について、排水検査を実施した結果、排水
基準に適合した事業場の割合）

海域COD評価による環境基準達成率
（海域水質調査地点数に対する環境基準達成
地点の割合）

海域における全窒素及び全燐の環境基準達成
率

汚水処理人口普及率

ばい煙発生施設に係る排出基準遵守率
（ばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物
などのばい煙濃度の排出基準適合施設割合）

大気に係る環境基準達成率
（県内11測定局での常時監視した結果の5物質
平均の環境基準達成率）

特定施設からの排水基準遵守率
（水質汚濁防止法に基づく特定施設への立入
検査時における、施設からの排水の排水基準
遵守率）

②生活排水対策
の推進

河川BOD評価による環境基準達成率
（河川水質調査水域数に対する環境基準達成
水域の割合）

民間建築物の吹付けアスベスト等の除去等件
数

自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の
環境基準達成率

交通の分散化、ボトルネックの解消等による道
路交通の二酸化炭素排出削減量（再掲）

①大気汚染防止
対策の推進

①海域・河川・湖
沼等の水質保全
対策の推進

２
　
大
気
環
境
の
保
全

②自動車排出ガ
ス抑制対策の推
進

①土壌環境の保
全

③工場・事業場等
排水対策の推進

25環境政策課環境部

30環境政策課環境部

土木部 都市計画課 29

28環境政策課環境部

土木部 建築課 27

26環境政策課環境部

環境部 環境政策課 36

35環境政策課環境部

環境部 環境政策課 34

33水環境対策課環境部

環境部 環境政策課 32

31環境政策課環境部
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第４章　数値目標設定項目一覧

基本
目標

大項目 中項目 数値目標項目 基準年 基準年の値 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 達成年次 達成目標値 担当部局 担当課 No.

H21年度 84.6% 目標値 85% 85% 85% 85% 85% H27年度 85%

実績値 86% 89% 88% ※

達成率 101% 105% 104%

H21年度 89.2% 目標値 90% 90% 90% 90% 90% H27年度 90%

実績値 94% 95.7% 91% ※

達成率 104% 106% 101%

H21年度 100% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 100% 100% 100% 100%

達成率 100% 100% 100% 100%

H21年度 87.5% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 93% 93.3% 100% 100%

達成率 93% 93% 100% 100%

H21年度 97.2% 目標値 100% 100% 100% 100% 100% H27年度 100%

実績値 100% 99% 99% 99%

達成率 100% 99% 99% 99%

H21年度 0.36g-TEQ/年 目標値 0.51g-TEQ/年 0.37g-TEQ/年 0.35g-TEQ/年 0.32g-TEQ/年 0.30g-TEQ/年以下 H27年度 0.30g-TEQ/年以下

実績値 0.39g-TEQ/年 0.47ｇ-TEQ/年 0.50g-TEQ/年 0.40g-TEQ/年

達成率 131% 79% 70% 75%

－ － 目標値 216回 216回 216回 216回 216回 H27年度 216回

実績値 276回 235回 236回 264回

達成率 128% 109% 109% 122%

H21年度 2地域 目標値 4地域 5地域 6地域 7地域 8地域 H27年度 8地域

実績値 4地域 5地域 5地域 5地域

達成率 100% 100% 83% 71%

H21年度 4か所 目標値 12か所 15か所 18か所 20か所 22か所 H27年度 22か所

実績値 13か所 17か所 21か所 27か所

達成率 108% 113% 117% 135%

H21年度 48,134ha 目標値 48,830ha 49,000ha 49,170ha 49,340ha 49,500ha H27年度 49,500ha

実績値 48,984ha 49,372ha 49,588ha 49,979ha

達成率 100% 101% 101% 101%

H21年度 1地域 目標値 1地域 2地域 2地域 3地域 4地域 H27年度 4地域

実績値 1地域 2地域 2地域 5地域

達成率 100% 100% 100% 167%

H21年 1,320万人 目標値 1,330万人 1,340万人 1,350万人 1,360万人 1,370万人 H27年 1,370万人

実績値 1,279万人 1,357万人 1,445万人 1,432万人

達成率 96% 101% 107% 105%

Ⅲ
　
人
と
自
然
と
が
共
生
す
る
快
適
な
環
境
づ
く
り

２
　
自
然
と
の
つ
な

が
り
の
回
復

①自然とのふれ
あいの場の保全・

整備

Ⅱ
　
環
境
へ
の
負
荷
の
削
減
と
循
環
型
社
会
づ
く
り

緑といきもの賑わい事業（生物多様性保全）実
施箇所数

保安林面積

自然環境を活かした先進的な地域づくりに取り
組む地域数

自然公園利用者数

自主測定及び報告の遵守率

市町が設置する一般廃棄物処理施設のダイオ
キシン類排出量

自然公園等巡視回数（職員による巡視回数）

希少野生動植物種保存地域の指定地域数

騒音に係る類型指定地域内の環境基準達成
率（環境騒音）

騒音に係る類型指定地域内の環境基準達成
率（自動車騒音）

ダイオキシン類に係る環境基準達成率

施設に係るダイオキシン類の排出基準遵守率

③ダイオキシン類
削減対策の推進

②野生動植物の
保護･生態系の保
全と再生

①騒音・振動・悪
臭対策の推進

①自然環境の監
視・調査研究の推

進

５
　
騒
音
・
振
動
・

悪
臭
対
策
の
推
進

６
　
化
学
物
質
の
環
境
リ
ス
ク
対
策
の
推
進

１
　
生
物
多
様
性
の
保
全

環境部 廃棄物対策課 42

41環境政策課環境部

環境部 環境政策課 40

39環境政策課環境部

環境部 環境政策課 38

37環境政策課環境部

48

47

46

45

44

43自然環境課

自然環境課

自然環境課

林政課

自然環境課

自然環境課環境部

環境部

農林部

環境部

環境部

環境部
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第４章　数値目標設定項目一覧
基本
目標

大項目 中項目 数値目標項目 基準年 基準年の値 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 達成年次 達成目標値 担当部局 担当課 No.

H21年度 235.4km 目標値 435.4㎞ 465.4㎞ 465.4㎞ 465.4㎞ 465.4㎞ H27年度 465.4km

実績値 465.4㎞ 465.4㎞ 465.4㎞ 465.4㎞

達成率 107% 100% 100% 100%

－ － 目標値 80% 80% 80% 80% 80% H27年度 80%

実績値 83% 90% 90.8% 90%

達成率 104% 113% 114% 112%

H21年度 410軒 目標値 510軒 556軒 733軒 743軒 753軒 H27年度 753軒

実績値 636軒 713軒 784軒 912軒

達成率 125% 128% 107% 122%

H20年度 3,000人 目標値 6,400人 7,400人 - - - H24年度 7,400人

実績値 7,132人 7,906人 9,568人 9,081人 -

達成率 111% 106% - - -

H22年度 300万m3 目標値 300万ｍ3 270万m3 270万m3 270万m3 270万m3 H30年度 250万m3

実績値 257万ｍ3 237万m3 250万m3 255万ｍ3

達成率 117% 114% 108% 106%

H22年度 112集落 目標値 112集落 112集落 125集落 125集落 125集落 H27年度 125集落

実績値 117集落 116集落 125集落 127集落

達成率 105% 104% 100% 102%

H21年度 1,038集落 目標値 1,040集落 1,102集落 1,107集落 1,109集落 1,120集落 H27年度 1,120集落

実績値 1,092集落 1,077集落 1,086集落 1,110集落

達成率 105% 98% 98% 100%

H21年度 4市町 目標値 9市町 10市町 12市町 13市町 14市町 H27年度 14市町

実績値 8市町 8市町 9市町 9市町

達成率 89% 80% 75% 69%

H21年度 32% 目標値 - - - - 10% H27年度 10%

実績値 20% 24% 15% 14%

達成率 - - - -

H22年度 70% 目標値 71% 72% 73% 74% 75% H27年度 75%

実績値 68% 63% 63% 64%

達成率 96% 88% 86% 86%

H20年度 71.2万人 目標値 73.1万人 73.6万人 90万人 90万人 90万人 H27年度 90万人

実績値 95.2万人 82.8万人 105.4万人 86.0万人

達成率 130% 113% 117% 96%

H21年度
52回

3,408人
目標値

60回
2,900人

60回
3,075人

70回
3,500人

70回
3,500人

70回
3,500人

H27年度
70回

3,500人

実績値
61回

3,058人
65回

3,685人
41回

1,760人
42回

2,703人

達成率
102％
105％

108％
120％

59％
50％

60％
77％

Ⅲ
　
人
と
自
然
と
が
共
生
す
る
快
適
な
環
境
づ
く
り

２
　
自
然
と
の
つ
な
が
り
の
回
復

①自然とのふれ
あいの場の保全・

整備

③社会経済活動
における適切な
活用

②自然とのふれ
あいの機会の提

供

Ⅳ
　
県
民
･
事
業
者
・
行
政
の
パ
ー
ト

ナ
ー

シ

ッ
プ
に
よ
る
環
境
づ
く
り

１
　
環
境
教
育
・
環
境
学
習
等
の
推
進

「ごみの投げ捨て等防止重点地区」の散乱ごみ
の割合（地区指定前と比較した散乱ごみの割
合）

身近な環境活動に取り組んでいる人の割合

環境学習への参加者数

環境アドバイザーの派遣数と参加者数

資源保全活動取り組み集落数

景観計画を策定した市町数

自然歩道の延長

県民の森利用者の満足度割合

水辺での活動に参加した人数

農林漁業体験民宿の開業軒数

海砂採取の年間限度量

環境保全活動取り組み集落数

①学校等におけ
る環境教育・環境
学習等の推進

①快適な生活環
境の創造と美しい
ふるさとづくりの
推進

②社会における
環境教育・環境学
習等の推進

３
　
快
適
な
生
活
環

境
と
歴
史
的
環
境
の

保
全
と
創
造

水産部

土木部

土木部

農林部

農林部

環境部

漁政課、
資源管理課

54

53監理課

河川課 52

51農山村対策室

林政課 50

49自然環境課

環境部 未来環境推進課 60

59未来環境推進課環境部

環境部 未来環境推進課 58

57未来環境推進課環境部

土木部 都市計画課 56

55
農政課、

農山村対策室
農林部



  
-
 2

1
6
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第４章　数値目標設定項目一覧
基本
目標

大項目 中項目 数値目標項目 基準年 基準年の値 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 達成年次 達成目標値 担当部局 担当課 No.

H21年度 795回 目標値 830回 848回 1,260回 1,280回 1,300回 H27年度 1,300回

実績値 912回 1244回 1301回 1,567回

達成率 109% 147% 103% 122%

H21年度 3件 目標値 16件 32件 48件 64件 80件 H27年度
80件

（平成23～27年度）

実績値 17件 28件 35件 47件

達成率 106% 88% 73% 73%

H21年度 3件 目標値 16件 32件 48件 64件 80件 H27年度
80件

（平成23～27年度）

実績値 17件 28件 35件 47件

達成率 106% 88% 73% 73%

H21年度 59件 目標値 76件 82件 118件 129件 140件 H27年度 140件

実績値 90件 108件 123件 128件

達成率 118% 132% 104% 99%

Ⅴ
　
環
境
保
全
の
た
め

の
共
通
的
基
盤
的
施
策

Ⅳ
　
県
民
･
事
業
者
・
行
政

の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
に
よ

る
環
境
づ
く
り

２
　
自
主
的
な
環
境
保
全

行
動
の
推
進

⑥環境管理シス
テムの適切な運
用と普及の促進

⑦環境保全効果
を促進させるため

の手立て

生ごみ減量化リーダーの活動回数

環境管理システムの新規認証登録件数（累
計）（再掲）

環境管理システムの新規認証登録件数（累
計）（再掲）

農業生産工程管理（GAP)取り組み件数

②県民の環境保
全に向けた取り

組みの推進

③事業者の環境
保全に向けた取
り組みの推進

農林部 農業経営課 64

63
環境政策課、
グリーンニュー
ディール推進室

環境部、
産業労働部

環境部、
産業労働部

環境政策課、
グリーンニュー
ディール推進室

62

61未来環境推進課環境部
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第５章 数値目標の進捗状況個表 

 

基本目標Ⅰ 地球環境保全をめざす社会の実現 

 

 

指標 1 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H32年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未来環境推進課

　

指標 2 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

H26年度
達成率

　　国は、平成26年4月にエネルギー基本計画の見直しを行っており、また、2015年（平成27年）末に開催予定の第21回締約国会議（COP21）に
おいて、2020年以降の温室効果ガス削減に関する新たな国際的約束草案について協議されることから、長崎県地球温暖化対策実行計画に掲
げる目標値についても、今後の国の動向を注視しながら、必要な見直し作業を行う予定である。

ごみ発電に適した70ｔ／日以上の焼却施設は、今後新設される予定はないため、既設の施設による発電だけとなる。

分析･検証

ごみ発電量

　長崎県内の市町が家庭等から排出されるご
みを焼却処理する過程で得られる発電量で
す。
　ごみ焼却施設では、ごみを燃やして発生す
る余熱を利用してごみ発電を行うことができ
ます。

　ごみの焼却に伴って発生する余熱の回収・再利用を促進するための目標として設定しました。
　この目標が達成されることにより、余熱利用の推進が図られ地球温暖化防止に役立つとともに、
資源循環型社会への転換が進むことになります。

　県内の温室効果ガス総排出量（各温室効果
ガスの排出量に地球温暖化係数を乗じ、それ
らを合算したもの）

「長崎県地球温暖化対策実行計画」における目標値

7,399万kwh

※平成26年度の実績値は、平成28年3月に把握できる予定。
　 現在、県内市町の５施設において余熱利用発電設備が設けられている。
　 なお、平成25年度のごみ発電量は7,399万ｋWhと基準年の平成20年度よりも増加し、すでに最終目標値を超えている。

6,987万kwh

指標の説明

数
値

7,046万kwh7,505万kwh

837.5万t
（森林吸収
量を除く。）

-

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

温室効果ガス排出量
※

達成率
H26年度

※平成24年度排出量（平成27年3月速報値）1,056.2万ｔ　基準年比：13.4％増
　（要因）火力発電の増加による電力排出原単位の悪化による、電力消費に伴う排出量の増。
※平成25年度排出量の推計に必要な統計データは、平成28年3月ごろ把握予定。

※

1,056.2万ｔ
（速報値）

931.7万t

数
値

計画策定時の値

1,012.2万ｔ

（H2年度）

分析･検証

（H20年度）

計画策定時の値

目標値の設定理由と達成後の姿

6,657万kwh 7,285万kwh
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 指標 3 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H26年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

産業技術課・漁政課（総合水試）

　

指標 4 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H25年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

100%

1199台 -

グリーンニューディール推進室

H26年度
達成率

　県内産業への再生可能エネルギー利用技術や省エネ技術の開発により、産業振興と低炭素化
を図る。

－

H26年度
達成率

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

－ 2件 2件

数
値低炭素化・グリーン化に関する

技術開発件数

今後も国の支援制度の活用を促進するとともに、ＥＶの経済性などを周知し、ＥＶや充電設備の普及に努めていく。

- 500台

EV（電気自動車）及びPHV（プラ
グインハイブリッド自動車）の導
入台数 958台

計画策定時の値

・再生可能（自然）エネルギーを活用した環境負荷の低い省エネ養殖の研究開発
　　整備した地中熱加温システムを基に、さらに運転経費の低減を図っていく。民間陸上養殖施設で地中熱を利用した省エネ飼育の実証を行う。
・新たに開発した低温焼成陶土を用いた商品開発
　　企業と共同で製品化した手洗い鉢をフェアや成果発表会等で紹介し、同技術のさらなるPRと普及に努める。また、量産製造条件の確立と商
品化に取り組むため、陶磁器製造企業や商社による研究会を検討している。

2件

（H21年度）

　県内産業への再生可能エネルギー利用技
術や省エネ技術の開発件数

　当該事業は、電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）の普及のためのモデル事業の実施地域として選定された「長崎県ＥＶ・
ＰＨＶタウン」構想を推進するため、電気自動車の導入や充電インフラの整備を促進する市町や民間企業等に対する全国有数の補助制度を導
入し、ＥＶ等の普及による低炭素社会の実現、ＥＶ等と地域資源を活用した地域活性化を図ることを目的としたものであり、最終目標年度となる
平成25年度末で目標台数500台を達成した事業である。
　平成２５年度までの実績として、長崎市が公用車として導入し、様々なイベント時にＥＶを活用するなど普及啓発促進に取り組むとともに、タク
シー会社による導入や、自動車整備事業所がＥＶ普及を見越した整備技術習得のために導入するなど、民間事業者も今後のＥＶ普及促進に
つながる活動を展開した。また、これまで急速充電器未整備地域であった西海市西彼支所への急速充電器の設置など、ＥＶ用充電設備の整
備を支援した。
　平成２６年度においては、国の支援制度の活用等によりＥＶの普及台数も着実に増加し、H27.3.31現在で、1,199台に達した。充電設備の整
備については国、民間による優遇された充電設備導入支援を受けやすいよう、平成26年5月に「長崎県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン」
を見直し、設置箇所数を拡充し、国の支援制度の活用を促した。また、国の支援制度を補う形で県単独補助募集を実施した。その結果、急速
充電器の設置台数は、H27.6.23現在で、61箇所75基に達した。

分析･検証

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　県内のEV等導入台数
　長崎県ＥＶ・ＰＨＶタウン構想の目標である500台をH25年度目標としています。この目標が達成さ
れると、県内の電気自動車が、平成21年3月末時点の5台の100倍となり、県内のCO2削減に電気
自動車が大きく寄与します。

－

-

分析･検証

・再生可能（自然）エネルギーを活用した環境負荷の低い省エネ養殖の研究開発
　国公募事業「次世代型陸上養殖の技術開発事業」に取り組んだ。その結果、地中熱ヒートポンプの熱交換方式の変更、空気熱ヒートポンプを
用いた温度調節システムの開発および飼育水槽の断熱対策等を実施することで低コスト温度調節システムを開発した。
・大学等の知見を活用した陶磁器製造における省エネ評価技術の確立
　北九州市立大学と共同で開発したLCA*)手法によりCFP*)認定を受けた低温焼成磁器の素材を用いて、大型の手洗い鉢を企業と共同で開発
した。製品を長崎県建設技術フェア等へ出品し、同技術のPRに努めた。同陶土を含む4種類のグレードの低温焼成陶土と適合釉を開発し、量産
試験を行った。
     ※LCA：ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment：LCA）とは、製品のライフサイクルにおける投入資源・環境負荷及びそれらによ
　　　　　　　る地球や生態系への環境影響を定量的に評価する手法
　　※CFP：カーボンフットプリント（Carbon Footprint of Products：CFP）とは、商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの
　　　　　　　ライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組み

361台 630台

数
値

計画策定時の値

－
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 指標 5 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

教育環境整備課

　

指標 6 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課・グリーンニューディール推進室

　学校施設についても、環境への負荷の低減に対応した施設づくりが求められており、太陽光発電設備の整備推進を図る必要があるが、依然と
して導入コストが高いという問題点があり、技術革新に伴うコストの低減が求められている。
　今後は、環境省の再生可能エネルギー等導入推進基金事業を活用して、県立学校5校に太陽光発電設備を設置する予定である。

15校 100%

H26年度
達成率

　長崎県太陽光発電「屋根貸し」事業により、3事業者が県立学校6校に対して太陽光発電設備を設置した。

15校

H26年度
達成率

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

環境管理システムの新規認証
登録件数（累計）

（H21年度）

3件

数
値

計画策定時の値

64件17件 28件

分析･検証

80件
（平成23～
27年度）

47件 73%

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）である「ＩＳＯ14001」「エコアクション21」等の認証登録については全国で減少傾向である。県では、「エコアクショ
ン21」の地域事務局が開催する研修会の参加要請や市町への協力依頼、県主催会議での周知等を行ったが、目標を達成しなかった。

　今後、「エコアクション21」については県内のエコアクション21地方事務局と協議しながら、県商工会連合会など県内の商工関係団体等への働
きかけを行い、最終目標達成を目指す。
　なお、持続可能な社会を目指した企業等の取り組みについては、今回の環境マネジメントシステムを活用した取り組み以外に、会社における節
電等の取り組み、カーボンオフセット等の取り組み参加など、多様な広がりを見せている。企業における地球環境対策に係る取り組みを説明す
るには十分でないことから、次期計画へは引き継がない。

35件

（H21年度）

計画策定時の値

8校 9校

　環境管理システムを導入した県内企業数

指標の説明

20校- 9校

目標値の設定理由と達成後の姿

分析･検証

　各市町ごとに県立学校１校
　(市町モデルとして設置）

　この目標が達成されると、温室効果ガスの排出を抑制することができ、地球環境保全の一助とな
ります。

数
値県立学校の太陽光発電システ

ム導入校数
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 指標 7 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H24年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未来環境推進課

　

指標 8 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H30年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

都市計画課

H26年度
達成率

　本県においては、運輸部門の二酸化炭素排出量が最も多いことや、離島が多く、ガソリン価格が全国的に見ても高い水準にある情勢をふま
え、エコドライブによる二酸化炭素排出量の削減等環境負荷の低減のほか、経済的な有用性や交通安全面での効果を含めて講習会による県民
への普及啓発を実施した。平成24年度は、県内で実技を含めた講習会を9回、座学のみの講習会を11回実施、712人が受講、累計では1,858人
となり、目標を達成した。

計画策定時の値

　他の公共事業同様、予算確保の厳しさが続いている。長崎駅周辺の他事業（九州新幹線、土地区画整理事業等）とのスケジュール調整を密接
に行い、早期の高架化実現に向けて協議を行っていく。

　鉄道の高架化による交通の分散化やボトル
ネックの解消等により削減される二酸化炭素
の量です。

　鉄道が高架化されると、高架化された区間の踏切が全て除却されて踏切による渋滞がなくなり、
自動車からの排出ガスが抑制され、市街地の二酸化炭素削減に寄与することになります。

分析･検証

早期の高架化工事着工に向けて、仮線工事と用地交渉など鋭意進めている。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

交通の分散化、ボトルネックの
解消等による道路交通の二酸
化炭素排出削減量

（H21年度）

-
1,305t-
CO2/年

　最終年度である平成24年度をもって当事業を終了し、平成25年度から平成27年度において、ＮＰＯと協働したエコドライブ普及事業を実施す
る。

数
値

- -- -

H26年度
達成率

エコドライブ講習会参加者数

（H21年度）

-814人 712人 -15人

数
値 1,440人

（H21～24
の累計）

-

計画策定時の値

分析･検証

指標の説明

県民向け　　6回　  300人
事業者向け 3回　  135人
行政向け　　3回　  　45人　    合計480人
 480人×3年＝1,440人

　県内の運輸部門における温室効果ガス排出削減につながるとともに、ガソリンや軽油等、燃料
代の節約、交通マナーの改善と事故防止にもつながる。

目標値の設定理由と達成後の姿
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指標 9 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H24年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　

指標 10 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

森林整備室

指標の説明

分析･検証

H26年度

（平成24年度までの取組）
　環境実践モデル都市として選定された対馬市（平成22年度）、西海市（平成23年度）において、新エネ、省エネ設備の導入を推進するとともに、
地域資源を活用したプロジェクトの方向性を定め、事業化について調査・検討を行うなど、一定の成果を上げることができた。
（平成25年度以降の取組）
　長崎県総合計画に掲げる「ナガサキ・グリーンニューディール」の下、次代を拓く環境・エネルギー産業を創出するために、今後、特に力を入れ
ていくものとして、「ナガサキ・グリーンニューディール戦略プロジェクト」を新たに構築し、平成25年度から実施している。うち、「対馬プロジェクト」
「西海プロジェクト」はこれまでの環境実践モデル都市の取組を発展させたもので、「対馬プロジェクト」では、太陽光、風力、木質バイオマスを活
用した発電事業の創出による島内におけるエネルギー自立を目指しており、「西海プロジェクト」では、潮流が速い海域の特性を活かし、地元企
業や大学等と連携を図りながら小型潮流発電設備の研究・開発に取り組んでいる。

間伐面積

（H20年度）

2,956ha

　環境実践モデル都市における成果を取りま
とめた事例集を作成する。

H26年度
達成率

達成率

　 当初、「環境実践モデル都市推進事業」において、モデル都市における低炭素社会の実現と産
業振興の両立に向けた取組を支援し、その取組成果を「成果事例集」として取りまとめ、情報共有
することで、　　県内各地域における新たな取組の展開を図ることとしていた。
   しかしながら、「成果事例集」作成前に、既にモデル都市以外の複数の地域（小浜での温泉熱バ
イナリー発電プロジェクトや東長崎エコタウン構想など）において自発的にプロジェクトが展開され
ており、「環境実践モデル都市推進事業」における所定の目標が一定達成されたと判断される。
   このため、成果指標としていた「成果事例集」は作成しないこととし、数値目標についても事業終
了年度の平成24年度をもって最終年度とした。

「対馬プロジェクト」
　平成25年度に対馬環境エネルギーコンソーシアム（産官学連携）とその中に４つのワーキンググループ（社会インフラWG,漁業活性化WG、林業
活性化WG、エネルギー検討WG）を設置しており、引き続き、国（総務省）とも連携しながら、具体的な計画の策定に向けて取り組んでいく。
「西海プロジェクト」
　平成23年度に西海市海洋エネルギー（潮流発電）事業化ワーキンググループ（産官学連携）を立ち上げ、研究・開発を行ってきた。その後、平
成26年度に新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の”海洋エネルギー発電システム実証研究”に採択され、平成29年度の実海域での
50kW規模の小型潮流発電機の実証試験に向けて、引き続き取り組んでいく。

分析･検証

　森林作業道を開設し、木材生産を行いながら森林の整備を行う搬出間伐を主体として整備を進めたため、労務等の不足により伐捨間伐面積
が進まず目標達成に至らなかった。

　搬出間伐を主体に森林整備を進める一方で、未だ整備が遅れている森林もあるため、「ながさき森林環境税」を活用して伐捨間伐も進め、森林
整備の拡大に取り組んでいく。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　搬出間伐と伐捨間伐の合計実施面積です。
適正な森林整備により、森林の二酸化炭素吸収機能を高めるため、平成27年度には2875haの森
林整備を目標としている。

数
値 16,849ha

（平成20～
24年度累

計）

65%

計画策定時の値

3事例集
（累計）

目標値の設定理由と達成後の姿

2,875ha

グリーンニューディール推進室

2,269ha 1,790ha2,755ha

-

13,849ha

-

数
値

計画策定時の値

環境実践モデル都市成果事例
集

（H21年度）

- - 0事例集 - -
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 指標 11 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

林政課

　

指標 12 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

農業経営課

　病害虫の発生、気象、農作物の生育状況等の調査結果に基づいて、病害虫防除所が発表する
発生予察情報を、農業関係指導機関や農業者に迅速に提供することにより、的確な防除対策が
実施されます。

H26年度

100% 100%

達成率

H26年度
達成率

　市町のバイオマスタウン構想に盛り込まれた具体的な施設導入計画を踏まえた目標数値です。
この目標が達成されることにより、林地に捨てられている未利用材の利用につながり、二酸化炭
素の排出抑制につながります。

100%100%

6施設 120%

100%

5施設

分析･検証

　26年度は県、市町、農協、農業共済組合の各出先機関や関係団体等、予定した２０６箇所すべてに、メール、FAXにより計画どおり配信した。

　発生予察情報は病害虫防除所ホームページでも公開しており、より多くの農業者が情報を入手できるよう、PRに努める。

　発生予察情報を配信すべき農業関係指導
機関等に対して発生予察情報を配信した割
合です。

低コスト園芸用ボイラーの普及に向けた実証試験を進めるとともに木質チップの供給体制を構築する。

　平成26年度に温浴施設に木質チップボイラーが国の補助事業を活用して導入され、最終目標値を上回った。
　新たな利用として民間事業体、農林技術開発センター等において低コスト園芸用ボイラーの開発を進め、実際のハウスでの実証試験を行っ
た。

5施設4施設 5施設

森林バイオマスエネルギー利
用施設

目標値の設定理由と達成後の姿

目標値の設定理由と達成後の姿

100%

数
値

計画策定時の値

（H21年度）

100% 100%

指標の説明

分析･検証

　木質のチップを燃やし、温泉施設や工場に
おいて熱利用をしている施設数です。

指標の説明

病害虫予察情報提供率

2施設

数
値

5施設

計画策定時の値

（H21年度）
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指標 13 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未来環境推進課

　

指標 14 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定　出現を防止⇒出現状況の把握と強酸性雨時の周知なら対応可。）　　□　引継がない　　□　その他（）

環境政策課

100%

H26年度
達成率

4.0以上

50件／年

 　平成27年1～2月にかけて、未来環境推進課23件、県立保健所27件（内訳については、西彼保健所4件、県央保健所10件、県南保健所3件、県
北保健所2件、五島保健所2件、上五島保健所2件、壱岐保健所2件、対馬保健所2件）の計50件の立入検査目標数を掲げ、結果として未来環境
推進課22件、県立保健所52件（内訳については、西彼保健所10件、県央保健所10件、県南保健所9件、県北保健所2件、五島保健所2件、上五
島保健所5件、壱岐保健所7件、対馬保健所7件）の計74件の立入検査を実施した。

　県内の登録事業所について、登録期間（5年間）内に1回以上立入検査を実施することとして本目標を設定しているが、今後も可能な限り多くの
事業者に立入検査を実施するように努める。具体的には、建設リサイクル法合同パトロール（毎年5、10月）における解体工事現場等への立入時
に、フロン排出抑制法の観点での指導・周知を実施する。

分析･検証

　県内３調査地点（長崎市、佐世保市、諫早市）での１降雨ごとのpHの年平均値は、4.58～4.77で目標値である4.0以上を達成した。

　 国（環境省）も五島・対馬で観測を継続することから、今後も県内３地点で酸性雨調査を実施し、100％達成を維持していく。

4.0以上4.0以上

（H21年度）

-

66件／年 106件／年

　業務用の冷凍空調機器等の冷媒として使
用されているフロン類は、オゾン層を破壊し、
また、地球温暖化をもたらす要因でもありま
す。フロン回収破壊法に基づいて立ち入った
事業者の数です。

　法に規定されている回収基準及び回収量の記録報告等を、フロン回収業者に遵守させることに
より、フロン回収及び破壊を推進します。

　強酸性雨（ｐＨ４．０未満）の出現を防止しま
す。

　強酸性雨の出現防止により、目や皮膚への刺激等の人体被害のほか、森林の枯死や湖沼の酸
性化など生態系への被害を防ぎます。

4.0以上

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

4.0以上 4.0以上

数
値

計画策定時の値

強酸性雨の出現防止
（国設局を除く3地点での1降雨
のｐＨの平均値の範囲）

85件／年 74件／年 50件／年148%

計画策定時の値 H26年度
達成率

分析･検証

第一種フロン類回収業者の立
入検査件数

-

指標の説明

数
値

目標値の設定理由と達成後の姿
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指標 15 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　■　その他（指標変更）

廃棄物対策課

　

指標 16 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未来環境推進課

2回／年

　引き続きNPO団体や市町等と連携・協力して啓発事業を実施し、海岸漂着物の発生抑制の推進を図り、目標達成を目指す。

数
値

計画策定時の値

分析･検証

2回／年 100%2回／年

H26年度

H26年度

　海岸漂着物に関して環境教育、漂着物調
査、普及啓発事業等を実施した回数です。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

数
値

6回以上
（毎年度）

8回

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

- 2回／年

日韓海峡沿岸環境技術交流協
議会会議の年間開催回数

2回／年

　平成26年度は、「微小粒子状物質（PM2.5）に関する高濃度時期の広域分布特性調査」として、高濃度期（H26.4～5、H26.1～3）において試料採
取を行った。平成27年度に追加の資料採取・分析を行い、これらの結果を合わせて結果の解析を行い、公表予定である。
　また、次期共同事業について８県市道で協議し、内容を決定する予定である。

　九州北部３県及び山口県と韓国南岸１市３
道の両地域における環境問題や環境行政施
策等に関する情報交換と共同事業について
協議します。

　日韓海峡を挟む両地域が共通のテーマで環境に関する共同事業を実施することにより、環境技
術の向上を図るとともに、日韓両地域の友好と相互理解を深めます。

分析･検証

　平成26年7月9～11日にかけて、佐賀県で第1回実務者会議を実施。平成26年10月22～24日にかけて、大韓民国全羅南道で第2回実務者会議
を実施。

2回／年

　海岸漂着物に関して、生活に起因するごみの発生量削減対策であるポイ捨て防止あるいは不法
投棄等防止等の環境教育や普及啓発事業を実施し、発生抑制対策が浸透していくことにより、直
接の海岸の景観・環境保全対策であり労力や経費の掛かる回収・処理事業の削減を図ります。

11回3回／年 7回

　本県には外国由来の海岸漂着物が依然として多数漂着している。NPO団体や市町等との連携・協力により、16事業を実施し目標を達成した。
　　・環境月間街頭キャンペーン（パネル展示等）　　・ながさきエコライフ・フェスタ（パネル展示）
　  ・NEARプロジェクト及び長崎県海辺の漂流物調査（平戸・壱岐・対馬・五島・西海・南島原・川棚・上五島）
　　・日韓市民ビーチクリーンアップ（対馬市）　　　　 ・ボランツーリズムｉｎ壱岐　　　　　　　　　 ・釜山広域市との交流事業
　　・日韓海峡沿岸漂着ごみ一斉清掃　　　　　　　 　 ・日韓海峡海岸清掃フェスタｉｎ対馬　　 　・県下一斉浜そうじ
　　・海ごみknights in 五島　　　　　　　　　　　　　　   　・立体紙芝居　　　　　　　　　　　　　　　　 　・漂着物対策マニュアル作成
　　・海ごみサミット2014山形・庄内会議　　　　　　 　 ・大村湾一斉清掃　　　　　　　　　　　　　 　・日韓海峡海岸清掃フェスタｉｎ対馬
　　・韓国における海岸漂着物等実態調査

266%

達成率

6回

海岸漂着物の発生抑制対策、
国際協力事業の実施回数

（H21年度）

計画策定時の値

16回

達成率
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基本目標Ⅱ 環境への負荷の削減と循環型社会づくり 

 指標 17 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

　

指標 18 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

※

　引き続き産業廃棄物排出事業者及び多量排出事業者を対象に研修会を実施し、産業廃棄物の適正処理、排出抑制及びリサイクル推進につ
いて周知し、目標達成を目指す。

※

達成率

H26年度
達成率

※ ※

※平成26年度の実績値は、平成28年3月に把握できる予定。
　平成25年度の1人1日あたりの一般廃棄物排出量は960ｇで、基準年の平成20年度の965ｇよりは減少しているが、平成23年度、24年度と比べる
と増加している。平成25年度は長崎県廃棄物対策連絡協議会を開催し、県内市町と排出量の削減及び再資源化率を向上させるための方策に
ついて検討を行った。

　長崎県廃棄物対策連絡協議会において、排出量の削減及び再資源化率の向上に向けた先進的な取組事例を参考に、各市町の今後の施策
展開について検討を行い、また、市町ごとの排出状況に応じた減量方策の検討を促していく。

944g 850g

分析･検証

450.1万t

指標の説明

450.1万t
産業廃棄物排出量

（H20年度）

　長崎県内において事業活動に伴い排出さ
れる産業廃棄物の量です。

  産業廃棄物の排出抑制を推進するための目標として設定しました。
  この目標が達成されることにより、産業廃棄物の排出量が減少し、産業廃棄物の最終処分量の
減少などの効果が生じます。

分析･検証

※各年度の目標値については、5年ごとの調査であるため設定していない。
　平成26年度は、産業廃棄物排出事業者（建設系、製造系、医療系関係）及び多量排出事業者を対象に研修会を実施し、産業廃棄物の適正処
理、排出抑制及びリサイクル推進について周知を図った。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　長崎県内の家庭等から排出される一人一
日当たりの一般廃棄物の量で、市町による収
集量、直接搬入量、集団回収量と長崎県の
人口から算出したものです。

　一般廃棄物の排出抑制を推進するための目標として設定しました。
  この目標が達成されることにより、一般廃棄物の排出量が減少し、一般廃棄物の最終処分量の
減少などの効果が生じます。

1人1日あたりの一般廃棄物排
出量

計画策定時の値

869g

数
値

（H20年度）

965g

H26年度

数
値

計画策定時の値

960ｇ

目標値の設定理由と達成後の姿

※ ※ ※

944g



 

 - 226 - 

 

 

指標 19 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

　

指標 20 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

※

H26年度
達成率

数
値

計画策定時の値

一般廃棄物再資源化率

（H20年度）

15.8% 17.0% 16.2% 25%23.8%

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

（H20年度）

16.0%

　長崎県廃棄物対策連絡協議会において、排出量の削減及び再資源化率の向上に向けた先進的な取組事例を参考に、各市町の今後の施策
展開について検討を行い、目標達成を目指す。

　一般廃棄物排出量に対する再資源化を
行った量の割合です。
　この数値が高くなると、廃棄物の再生利用
が促進されていることになります。

　一般廃棄物の再生利用を促進するための指標として設定しました。
　この目標が達成されることにより、一般廃棄物の再生利用量の増加、最終処分量の削減などの
効果が生じ、循環型社会への転換が一層進むことになります。

分析･検証

※平成26年度の実績値は、平成28年3月に把握できる予定。
　平成25年度実績は、平成20年度（基準年）から０．２ポイント上昇したものの集団回収の量の減少等により目標達成には至っていない。

達成率

※※※

H26年度

※55% ※

※各年度の目標値については、5年ごとの調査であるため設定していない。
　平成26年度は、産業廃棄物排出事業者（建設系、製造系、医療系関係）及び多量排出事業者を対象に研修会を実施し、産業廃棄物の適正処
理、排出抑制及びリサイクル推進について周知を図った。

数
値

計画策定時の値

産業廃棄物再資源化率（5年毎
調査）

62%

　引き続き産業廃棄物排出事業者及び多量排出事業者を対象に研修会を実施し、産業廃棄物の適正処理、排出抑制及びリサイクル推進につ
いて周知し、目標達成を目指す。

　産業廃棄物排出量に対する再資源化を
行った量の割合です。
　この数値が高くなると、廃棄物の再生利用
が促進されていることになります。

　産業廃棄物の再生利用を促進するための指標として設定しました。
　この目標が達成されることにより、産業廃棄物の再生利用量の増加、最終処分量の削減などの
効果が生じ、循環型社会への転換が一層進むことになります。

分析･検証

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿
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指標 21 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　■　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

　

指標 22 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

56.2% 94.5%

100%

59.5%

ごみ処理広域化計画が着実に推進するよう市町等への技術的な支援を行う。

　長崎県内の市町が家庭等から排出されるご
みを焼却処理する施設の数です。

62%

H26年度
達成率

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

数
値

55.4%51.5%

計画策定時の値

産業廃棄物再資源化率のうち
多量排出事業者再資源化率
（産業廃棄物）（毎年調査）

（H21年度）

42% 49.1%

分析･検証

数
値

計画策定時の値

　引き続き産業廃棄物排出事業者及び多量排出事業者を対象に研修会を実施し、産業廃棄物の適正処理、排出抑制及びリサイクル推進につ
いて周知し、目標達成を目指す。

ごみ焼却施設数

（H21年度）

24施設 21施設 20施設21施設

分析･検証

指標の説明

　法の規定により産業廃棄物の排出抑制、再
生利用等に関する計画及び実施状況の提出
義務がある多量排出事業者における産業廃
棄物排出量に対する再資源化を行った量の
割合です。

　多量排出事業者における産業廃棄物の再生利用を促進するための指標として設定しました。
　毎年度調査により把握可能な県内の多量排出事業者の再資源化率を高めることで、循環型社
会への転換が一層進むことになります。

21施設

再資源化率は、平成25年度の55.4％から平成26年度は56.2%と上昇したが、目標値には届かなかった。平成26年度は、産業廃棄物排出事業者
（建設系、製造系、医療系関係）及び多量排出事業者を対象に研修会を実施し、産業廃棄物の適正処理、排出抑制及びリサイクル推進につい
て周知を図った。今後も継続した事業者への周知が必要である。

H26年度
達成率

22施設 22施設

　ごみ処理を広域的に行い、ダイオキシン類の発生の少ない高度な処理が可能な施設への転換
を図るため、ごみ焼却施設数を集約する目標として設定しました。
　この目標が達成されることにより、ダイオキシン類の発生抑制、効率的な処理に伴う経費節減な
どの効果が生じ、資源循環型社会への転換が進むことになります。

長崎県ごみ処理広域化計画に基づき、ダイオキシン類の発生の少ない高度な処理が可能な施設への転換が順次図られている。

目標値の設定理由と達成後の姿
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指標 23 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

　

指標 24 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

94% 100%

H26年度
達成率

　「立入検査マニュアル」に基づき、県立保健所及び本庁に配置した産業廃棄物適正処理推進指導員（全18名）と県職員が連携して、効率的で
統一的な立入検査を実施したことにより、産業廃棄物の不適正処理を未然に防止することに繋がり、目標を達成した。

94%

分析･検証

95%

数
値

産業廃棄物処理業者の基準適
合率（立入検査回数に対する指
導不要の業者数の割合） 95%

指標の説明

計画策定時の値

（H21年度）

目標値の設定理由と達成後の姿

95%

260人340人475人

（H21年度）

130人

　県内の産業廃棄物処理業者に対し立入検
査を実施した際、不適正処理等指導事項が
なかった業者数の割合

101%289人 260人

　産業廃棄物処理業者等に対し、効率的で統一的な立入検査を実施することにより、立入時、必
要に応じ指導を行ながら、産業廃棄物の不適正処理の未然防止及び早期発見を図る。最終的に
は、すべての業者に対し指導不要とし、不適正処理がない社会を創る。

93% 95%

達成率

　産業廃棄物の不適正処理に対して県民の厳しい目が向けられており、県の監視・指導体制の強化が求められていることから、平成27年度にお
いても引き続き頻繁な立入検査を実施し、不適正処理の未然防止を図り、目標達成を目指す。

数
値

計画策定時の値

排出事業者研修会参加者数

H26年度

262人

　産業廃棄物の排出事業者を対象とした研修
会を行うことで、適正処理の推進、および減
量化等を図る

　県内の産業廃棄物排出事業者による研修会により、産業廃棄物の適正処理に係る知識や理解
を深め、産業廃棄物の排出抑制・減量化・リサイクルの促進を図り循環型社会を構築する。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

分析･検証

　産業廃棄物の適正処理を徹底し排出抑制を推進するためには、処理業者のみならず排出事業者の役割が重要である。そのため平成26年度
は、建設系、製造系、医療系の産業廃棄物排出事業者を対象とした研修会を、県内で3回開催し、参加者は合計262人で目標値を達成した。

　引き続き排出事業者研修会を実施し、排出事業者の役割を認識してもらい、産業廃棄物の適正処理の徹底、排出抑制及びリサイクルの推進
を図り、目標達成を目指す。
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指標 25 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

　

指標 26 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

H26年度
達成率

H26年度
達成率

100%

目標値の設定理由と達成後の姿

大気汚染防止法に係るばい煙発生施設から
排出される硫黄酸化物などについて検査した
結果、排出基準に適合していた施設の割合
(適合率)です。

ばい煙発生施設から発生する硫黄酸化物、窒素酸化物などのばい煙濃度について排出基準を順
守することにより大気環境を守るためです。
  排出基準を順守することにより、良好な大気環境を保つことができます。

66% 55% 80%80% 60% 75%

指標の説明

　県管理大気常時監視測定局11箇所において、大気汚染物質の二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質（SPM）は環境基準を達成したもの
の、光化学オキシダント（Ox）及びPM2.5が全局で、また、PM2.5についても測定を実施した１１局全てで環境基準を達成しなかったため、数値目
標に達しなかった。
　Ox及びPM2.5は、本県では、固定発生源が少ない離島地区においても Oxが高濃度となることや、地理的な条件等から勘案すると、大陸からの
大気汚染物質の飛来が大きな要因であるとの見方があるが特定できていない。

分析･検証

指標の説明

分析･検証

70%

　各事業者に排出基準の遵守を促すため、県では、各県立保健所による立入調査（平成26年度実績494施設）及び排出ガス等調査（平成26年度
実績12施設）を実施しました。排出ガス調査を実施した12施設については全て排出基準に適合していました。

　県立保健所等によるばい煙発生施設への立入調査及び排出ガス調査時においては、排出基準超過がないよう事業者に対し施設の管理を徹
底するなど指導も行い、目標達成の継続を目指す。

数
値

計画策定時の値

大気に係る環境基準達成率（県
内11測定局での常時監視した
結果の5物質平均の環境基準
達成率）

（H21年度）

75.0%

目標値の設定理由と達成後の姿

　二酸化硫黄、二酸化窒素や光化学オキシ
ダント等の大気汚染物質について県内１１測
定局で常時監視を実施し、環境基準を達成し
た測定局の測定項目の割合(達成率)です。

　環境基本法により二酸化硫黄、二酸化窒素や光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ等５物質について大気に係る環
境基準が設定されているためです。
  この目標が達成されることにより、良好な大気環境を維持することができます。

　大陸からの大気汚染物質等の越境による広域汚染が大きな原因と考えられることから、九州各県と協力して観測体制を整備するとともに、原
因の特定及び対策について国へ強く要望する。
　PM2.5については、長崎市・佐世保市の測定局も併せ、平成26年度から18箇所で観測を実施した。また、県内のPM2.5を含む大気汚染状況に
ついて、ホームページやツイッターを利用した情報提供に加え、電話自動応答サービスも新たに開始し、よりきめ細やかな情報の提供を行った。

ばい煙発生施設に係る排出基
準遵守率（ばい煙発生施設から
排出される硫黄酸化物などの
ばい煙濃度の排出基準適合施
設割合）

計画策定時の値

100%

（H21年度）
数
値

100%100% 100%100% 99.8% 100%
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指標 27 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H26年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築課

　

指標 28 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

100% 100%

H26年度
達成率

40件 53件 165件55件

H26年度
達成率

165件

数
値

計画策定時の値

民間建築物の吹付けアスベスト
等の除去等件数

（H21年度）

56件

目標値の設定理由と達成後の姿

50件

100% 100%

現時点において、「吹付け材の使用がある建築物で、劣化が進みそのまま放置すれば飛散する恐れがある建築物が無い」こと、「吹付け材にア
スベストが含有していることが判明している建築物のアスベスト使用箇所は、立入禁止にしているか、関係者以外立入りはできないようになって
いる」ことから、直ちに県民の健康被害に悪影響を及ぼす状況ではないが、今後も所有者等に市町とともに事業実施を働きかけていく。

指標の説明

12.8%

100%

　民間建築物の吹付けアスベスト等の除去等
件数(累計)

　民間建築物に使用されている吹付けアスベストをすべて除去することを目標とする。

分析･検証

　吹付けアスベスト等が使用されている建築物の所有者に対し、直接訪問して協力依頼を行ったが、アスベスト材が使用されている場所は関係
者以外立入禁止など利用者が直接触れる場所に使用されておらず、直ちに健康被害に悪影響を及ぼすような建築物ではないことに加え、補助
を活用しても自己負担が必要であり、費用を捻出することが難しいことから件数が伸びなかった。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

（H21年度）

100% 100% 100.0%

数
値

計画策定時の値

自動車排出ガス測定局におけ
る二酸化窒素の環境基準達成
率

　自動車排出ガス測定局における二酸化窒
素の環境基準達成率

　大気汚染防止対策として、二酸化窒素の排出量を抑制するために設定。現在、達成維持中であ
る。

分析･検証

　県内には、自動車排出ガス測定局が４か所（長崎市２、佐世保市２）あり、そのすべてで環境基準を達成した。

　達成要因としてはガソリンなどの燃料の質が昔と比べてよくなった事と自動車排ガス規制などによる燃費向上が主な要因と考えられる。
　また、大型車の排ガス規制や長崎駅前交通量の減少なども影響しているものと思われる。H17　76,346台　⇒　H22　67,743台

　今後も100％達成を維持していく。
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指標 29 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H30年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

都市計画課

　

指標 30 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

100%100%

H26年度
達成率

100%

- -

数
値

計画策定時の値

交通の分散化、ボトルネックの
解消等による道路交通の二酸
化炭素排出削減量（再掲）

（H21年度）

-
1,305t-
CO2/年-

達成率
H26年度

100%

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　鉄道の高架化による交通の分散化やボトル
ネックの解消等により削減される二酸化炭素
の量です。

　鉄道が高架化されると、高架化された区間の踏切が全て除却されて踏切による渋滞がなくなり、
自動車からの排出ガスが抑制され、市街地の二酸化炭素削減に寄与することになります。

早期の高架化工事着工に向けて、仮線工事と用地交渉など鋭意進めている。

　他の公共事業同様、予算確保の厳しさが続いている。長崎駅周辺の他事業（九州新幹線、土地区画整理事業等）とのスケジュール調整を密接
に行い、早期の高架化実現に向けて協議を行っていく。

100% 100%

分析･検証

指標の説明

分析･検証

　河川に流入する生活排水等の処理率の向上及び水質汚濁防止法等の規制対象となる工場・事業場に対する指導の徹底等により、河川BOD
の環境基準達成率は目標の100％を達成した。

目標値の設定理由と達成後の姿

　ＢＯＤを調査した河川域のうち、環境基準を
達成した水域数の割合(達成率)のことです。

　環境基本法により河川の水質については、BODによる環境基準が定められているためです。
　この目的が達成されることにより、河川の環境保全が図れます。

　引き続き、市町とも連携し、下水道や浄化槽などの生活排水対策を進めるとともに、工場・事業場等の監視・指導を実施し、流域への汚濁負荷
の削減を図り、目標達成を目指す。

100%98.0%

数
値

計画策定時の値

河川BOD評価による環境基準
達成率（河川水質調査水域数
に対する環境基準達成水域の
割合）

（H21年度）
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指標 31 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　■　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

　

指標 32 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

76% 95%

82% 109%

H26年度
達成率

　有明海に関しては、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律」に基づく「有明海の再生に関する長崎県計画」を平成15
年３月に策定し、有明海再生に向けた取組みを行っており、その他の閉鎖性海域に関しては、下水道や浄化槽などの生活排水対策を進めるとと
もに、工場・事業場等の監視・指導を実施し、流域への汚濁負荷の削減を図り、目標達成を目指す。

H26年度
達成率

76% 80%

数
値

計画策定時の値

80%90%

73%

海域COD評価による環境基準
達成率（海域水質調査地点数
に対する環境基準達成地点の
割合）

（H21年度）

　引き続き、公共用水域、特に閉鎖性水域への下水道や浄化槽などの生活排水対策を進めるとともに、工場・事業場等の監視・指導を実施し、
流域への汚濁負荷の削減を図り、目標達成を目指す。
　また、環境基準に適合していない８地点は大村湾水域であり、関係市町や住民、NPOとも協働し水質浄化対策に取組む。

指標の説明

（H21年度）

73% 55%

目標値の設定理由と達成後の姿

78%88%

海域における全窒素及び全燐
の環境基準達成率

　ＣＯＤを調査した海域のうち、環境基準を達
成した水域数の割合(達成率)のことです。

　環境基本法により海域の水質については、CODによる環境基準が定められているためです。
　この目的が達成されることにより、海域の環境保全が図れます。

分析･検証

　県内76地点のうち58地点において環境基準に適合したことから目標に到達しなかったが、下水道や浄化槽などの汚水処理施設整備の進展な
どにより、過去５年間の平均は目標値に達するレベルとなった。

75%

数
値

計画策定時の値

75%73%

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

分析･検証

　県内11水域のうち閉鎖性水域である有明海の２水域で全燐の環境基準を達成できなかったが、９水域において環境基準を達成したことにより
目標を達成した。

　窒素及び燐の流入により海域や湖沼の富
栄養化が進行し、植物プランクトンが増殖し、
海域では赤潮発生の原因となります。

　全窒素及び全燐の海域における環境基準を維持することにより海域の富栄養化を防止し良好な
水質環境を維持するためです。
　海域の富栄養化による赤潮等の発生を防止し良好な環境保全が図れます。
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指標 33 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　■　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

水環境対策課

　

指標 34 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　■　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

H26年度
達成率

97%100%

H26年度
達成率

（H21年度）

73.6%

　工場・事業場からの排水について、基準を順守させることにより、河川や海などの公共用水域の
水質を保全するためです。
  排水基準を順守させることにより、公共用水域の良好な水質を維持することができます。

　目標達成のためには、引き続き立入調査の実施及び事業者への指導が必要である。
　排水基準に違反した事業者については重点的に監視指導を行いで排水基準に適合した排水を排出させる。

分析･検証

　排水基準監視・指導により事業者の法令遵守の意識が高くなったことによる。なお、一部の事業者において排水処理施設の維持管理不足によ
る排水基準超過の事例がみられる。

　水質汚濁防止法に基づく特定事業場のうち
排水基準の適用がある事業場について排水
検査を実施した結果、基準に適合した事業場
の割合(適合率)です

目標値の設定理由と達成後の姿

75.9%

分析･検証

指標の説明

汚水処理人口普及率

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

特定施設からの排水基準遵守
率（水質汚濁防止法に基づく特
定施設への立入検査時におけ
る、施設からの排水の排水基
準遵守率）

（H21年度）

99%

数
値

計画策定時の値

98.7% 100%

75.2%

　下水道、農・漁業集落排水、浄化槽等の汚
水処理施設で生活排水を処理することができ
る人口を県の人口で除した値（百分率）です。

　この目標が達成されると、生活排水による汚濁量が削減され、又、水洗化による快適環境がより
一層確保されます。

97%

80%77.2%

98% 97.8%

　平成２６年度においては１５市町における下水道事業等汚水処理施設の整備は、概ね円滑に執行されており、個人が設置する浄化槽につい
ても例年並みの数字である１，８２０基設置されている。したがって、汚水処理人口普及率は、整備された各施設の内容や規模等により、対象人
口を毎年集計するものであるが、ほぼ所定の数値での向上が見込まれることから、目標は概ね達成と推定される。

79.1%

　引き続き市町に対し汚水処理施設整備に関する事業の円滑な進捗促進と必要な新規事業の早期着手について指導していくとともに、県市町
合わせて、県民への汚水処理施設の必要性についての啓発に取り組んでいく。

78.1% 98%

数
値

計画策定時の値
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指標 35 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

　

指標 36 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

100% 100%

H26年度
達成率

　工場・事業場からの排水に含まれる有害物質について、排水基準を順守させることにより、人の
健康の保護及び公共用水域の水質を保全するためです。
  排水基準を順守させることにより、有害物質による公共用水域の汚染を防止できます。

分析･検証

　重金属等の有害物質を使用している特定事業場で排水調査を87件実施し、調査した全事業場で排水基準適合を確認し、目標を達成した。

　今後も、引き続き立入調査の実施及び事業者への指導を行っていく。

100%

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

100% 98.2% 100%

　重金属等の有害物質を使用している特定事
業場について排水検査を実施した結果、排水
基準に適合した事業場の割合(適合率)です。

100%

分析･検証

　長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づく指定施設で排水調査を135件実施し、調査した全施設で排水基準適合を確認し目標を達
成した。

　今後も、引き続き立入調査の実施及び事業者への指導を行っていく。

数
値

計画策定時の値

有害物質使用特定事業の排水
基準遵守率（重金属等の有害
物質を使用している特定事業
場について、排水検査を実施し
た結果、排水基準に適合した事
業場の割合）

（H21年度）

100% 100% 100%

　長崎県公害防止条例に基づく指定施設のう
ち排水基準の適用がある施設について排水
検査を実施した結果、基準に適合した施設の
割合(適合率)です。

　大村湾流域の工場・事業場からの排水について、基準を順守させることにより、閉鎖性水域であ
る大村湾の水質を保全するためです。
  排水基準を順守させることにより、大村湾の良好な水質を維持することができます。

100% 100%

数
値

100%

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

H26年度
達成率

100% 100%

計画策定時の値

指定施設からの排水基準遵守
率（長崎県未来につながる環境
を守り育てる条例に基づく指定
施設への立入検査時おける、
施設からの排水の排水基準遵
守率）

（H21年度）

100%
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 指標 37 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

　

指標 38 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

H26年度
達成率

85%89.0% 85%88% 89% 104%

91%

H26年度
達成率

　騒音に係る類型指定地域において騒音の測定を行い、昼間（午前６時から午後１０時）、夜間（午後１０時から翌日の午前６時）の２つの時間帯
で１７４地点中１５４地点が環境基準を達成し目標を達成した。

分析･検証

　騒音に係る類型指定地域内の自動車の走行による交通騒音について、測定箇所の３地点で環境基準を達成した戸数は733戸のうち670戸で
あり、目標を達成した。

　引き続き、騒音に係る類型指定地域内の自動車の走行による交通騒音を把握し、報告書等による公表を行う。

90%91%

　騒音に係る類型指定地域内の自動車の走
行による交通騒音について、環境基準を達成
した地点の割合（達成率）です。

　自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、健康の保護に資するた
めです。
  この目的が達成されることにより、静穏な生活環境が得られます。

目標値の設定理由と達成後の姿

94% 95.7%

指標の説明

101%

　騒音に係る類型指定地域内の環境騒音に
ついて、環境基準を達成した地点の割合（達
成率）です。

  工場及び事業場の事業活動や建設工事に伴う騒音について規制を行うこと等により、生活環境
を保全し、健康の保護に資するためです。
  この目的が達成されることにより、静穏な生活環境が得られます。

　引き続き、騒音に係る類型指定地域内の環境騒音を把握し、報告書等による公表を行う。

数
値

計画策定時の値

騒音に係る類型指定地域内の
環境基準達成率（自動車騒音）

（H21年度）

89.2% 90%

分析･検証

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

計画策定時の値

騒音に係る類型指定地域内の
環境基準達成率（環境騒音）

（H21年度）

84.6% 86%

数
値
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 指標 39 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【H27予算への反映状況（予定）】

□　拡充予定　　■　現状維持　　□　縮小予定　　□　廃止　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

　

指標 40 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

100%93% 93.3% 100%

100% 100%

H26年度
達成率

　大気、水質、底質、土壌についてダイオキシ
ン類の環境調査を実施し、環境基準を達成し
た地点数の割合(達成率)です。

　ダイオキシン類は大気、水質、底質、土壌の４種類について環境基準が定められており、常時監
視を実施する必要があるためです。
　環境基準を達成することにより、ダイオキシン類により汚染されていない良好な生活環境を守る
ことができます。

計画策定時の値

施設に係るダイオキシン類の排
出基準遵守率

（H21年度）

分析･検証

　ダイオキシン類特別対策措置法第26条の規定により、都道府県知事は大気、水質、土壌等のダイオキシン類による汚染状況の常時監視、公
表及び国への報告が義務付けられていますが、県が平成26年度に測定した長崎市を除く県下６１地点で環境基準を達成しています。
　ダイオキシン類対策特別措置法が平成12年1月に施行され、廃棄物焼却施設等のダイオキシン類排出事業者に厳しい排出基準が適用されて
いる事から目標を達成したと思われます。

100%

達成率

　今後もダイオキシン類特別対策措置法第26条の規定による大気、水質、土壌等のダイオキシン類汚染状況の常時監視を継続し、ダイオキシン
類により汚染されていない良好な生活環境を守るように努めます。

　平成26年度に調査した事業所の16施設中の全てで排出基準に適合していました。

H26年度

100%

分析･検証

　今後も県立保健所等によるダイオキシン類発生施設への立入調査及びダイオキシン類の排出ガス調査を実施し、排出基準超過施設が有れば
早期の改善を指導し、目標達成に努めます。

目標値の設定理由と達成後の姿

　ダイオキシン類を発生する施設で排出濃度
を測定し、排出基準に適合した施設数の割合
(順守率)です。

　廃棄物焼却炉などのダイオキシン類を発生する施設については、排出基準が定められており、
排出基準の順守状況を把握するためです。
  排出基準を順守させることにより、ダイオキシン類による環境汚染を防止できます。

数
値

87.5% 100%

指標の説明

100%100% 100%

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

100% 100%

ダイオキシン類に係る環境基準
達成率

（H21年度）
数
値

計画策定時の値

100%
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指標 41 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　■　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課

　

指標 42 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

廃棄物対策課

H26年度
達成率

99% 99%

　施設耐用年数の検討や地域住民の理解などを計画的に推進する市町等を支援し、目標達成に向けた技術的支援等を行う。

　一般廃棄物が処理されている市町や一部
事務組合の焼却施設から大気中に排出され
るダイオキシン類の量です。ダイオキシン類
の放出は、一般廃棄物焼却施設からのもの
が最も多くなっています。

　施設の統合化を進め、H30年度には、高度処理型の17施設に集約することを前提として、ダイオ
キシン類排出量の目標値を設定している。
　目標が達成されれば、H９年度におけるダイオキシン類排出量の約90％が削減されることとな
る。

分析･検証

　長崎県ごみ処理広域化計画に基づき、ダイオキシン類の発生の少ない高度処理が可能な施設への転換が順次図られており、平成26年度の
ダイオキシン類排出量は、前年度より0.10g-TEQ/年減少し0.40g-TEQ/年となったが、目標達成には至らなかった。これは、前年度より排出量が
増加した施設が37炉中19炉（前年度は22炉）あったことが要因となっている。

指標の説明

指標の説明

目標値の設定理由と達成後の姿

　ダイオキシン類を発生する施設で法で定め
られている自主測定を実施し報告した施設の
割合です。

　ダイオキシン類を発生する施設を有する設置者は、法律により自主測定を実施し結果を報告す
る義務があるためです。
　自主測定を徹底させることにより、設置者自ら排出基準の適合状況を確認するとともに、施設の
維持管理の参考となります。

分析･検証

　自主測定の対象となる81施設のうち80施設から報告があり、排出基準超過はありませんでした。なお、年度内の報告が未実施であった１施設
についても、平成27年4月に自主測定が実施され、排出基準に適合していることを確認しました。

　県では自主測定結果について未報告施設名等も公表する事で事業者に自主測定報告を促しておりますが、今後は事業者に対し年度内の測
定を実施するよう徹底した指導を行い目標を達成したと考えます。

0.30g-TEQ/
年以下

0.32g-TEQ/年

市町が設置する一般廃棄物処
理施設のダイオキシン類排出
量

（H21年度）

0.36g-TEQ/年 0.39g-TEQ/年

数
値

計画策定時の値

0.47g-TEQ/年

目標値の設定理由と達成後の姿

100%97.2% 99.0%

計画策定時の値

0.50g-TEQ/年 0.40g-TEQ/年 75.0%

自主測定及び報告の遵守率

（H21年度）

99% 100%

数
値

100%

H26年度
達成率
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  基本目標Ⅲ 人と自然とが共生する快適な環境づくり 
指標 43 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自然環境課

　

指標 44 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自然環境課

216回

　平成22年度末にとりまとめた長崎県版レッドリストにおいては、絶滅のおそれのある野生動植物として、1,392種がリストアップされており、これ
らの種の保護と生息・生育地の保全を図る必要がある。平成23年度末に策定した「長崎県希少野生動植物の保護と生息・生育地の保全に関す
る方針」に基づき、希少野生動植物種保存地域を地域指定から全県域の指定に拡大する検討を行ったが、捕獲規制を求める条例の趣旨を考え
た場合、従来からの捕獲採取の程度と希少性からの判断だけではなく、全県指定であるべき種と、地域指定であるべき種の基準などを新たに定
める必要が生じたことから、目標の達成に至らなかった。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　１機関あたり１月につき３回の公園等巡視を
行うとして、県全体（計６機関）で年間２１６回
となります。

　公園等の区域指定後の現況を把握し、違反行為の発生を未然に防止するため、職員が現地に
赴き確認するよう目標値を設定しました。
　巡視により、公園の適切な管理・利用が図られ、優れた自然環境を保護することができます。ま
た、得られた情報を集積することで、指定内容の変更を行う際などの参考資料として使用可能で
す。

分析･検証

235回

　希少種の定義について、従来からの捕獲採取の程度と希少性からの判断だけではなく、全県指定であるべき種と、地域指定であるべき種の基
準などを新たに定める必要が生じ、指定基準を整理することができたものの、指定候補種の選定及び指定候補種の生息生育状況等について更
なる調査が必要となったことから指定に至らなかったものである。このことから、既に指定している希少野生動植物種も含め調査を行い、検討を
行うとともに、「長崎県希少野生動植物の保護と生息・生育地の保全に関する方針」に基づき、これまでのモニタリング調査の結果及び委員会意
見等を踏まえた最良の調査計画の立案に努め、事業を継続する。

数
値

計画策定時の値

-

　今後も巡視回数を維持して積極的に情報収集を行い、得られた情報は記録として残すとともに、定期的な監視によって違反行為の発生を防
ぐ。

数
値

計画策定時の値

2地域 7地域

H26年度
達成率

8地域5地域 5地域

自然公園等巡視回数（職員によ
る巡視回数）

276回

分析･検証

　地域ごとに計画的な巡視が行われたことから、目標値を上回る実績を残すことができた。
  日頃の職員の巡視が、違反行為の防止及び早期発見につながっている。

216回

達成率

236回

H26年度

264回 122%

71%

希少野生動植物種保存地域の
指定地域数

（H21年度）

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

4地域 ５地域

　人と自然の共生に資する地域を表すもの

　根拠条例である未来環境条例施行（Ｈ２０.４．１）後、２年間で２地域の希少野生動植物種保存地
域を指定し、その後引続き毎年度１地域以上の新規指定を目指し、８地域と設定したもの。計画年
度以降においても、希少野生動植物の保護と生息・生育地の保全に関する方針に基づき、必要な
地域を設定し、生物多様性保全に配慮した社会の実現を目指す。
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指標 45 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自然環境課

　

指標 46 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

林政課

27か所 135%

　平成27年度も引き続き、希少種保全やビオトープ造成などの民間事業への補助を行うとともに県事業においても湿原植物群落の保全や希少
種保全にかかる施設整備などを行う。今後もこのような生物多様性保全事業を実施し目標の達成を目指す。

　希少野生動植物種やその生息地等の保全
事業の実施箇所数

　県内の生物多様性の保全を図るため、毎年度2、3箇所ずつ実施箇所を設定しました。本事業の
実施により、生物多様性保全に関する県民の関心も高まり、県内の生物多様性の保全も図られま
す。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

分析･検証

　平成22年に名古屋市で開催された生物多様性条約COP10の影響もあり、身近な里山の生態系の保全活動をはじめとして生物多様性への関
心が国内外で高まっている。本県においても平成21年度から緑といきもの賑わい事業において生物多様性保全事業をメニューの一つに設けて
おり、平成26年度は県事業として3か所、市及び民間への補助事業として3か所で実施出来たことから累計27か所となり、目標を達成した。

H26年度
達成率

計画策定時の値

緑といきもの賑わい事業（生物
多様性保全）実施箇所数

（H21年度）

4か所 13か所

数
値

17か所 21か所 20か所

H26年度
達成率

保安林面積
49,979ha 101%48,984ha 49,372ha

数
値

計画策定時の値

48,134ha

（H21年度）

分析･検証

49,500ha49,588ha 49,340ha

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

22か所

　保安林面積が多いということは、水源かん
養機能や県土保全機能が持続的に発揮でき
る森林が多くなるということです。

　森林の持つ水源かん養機能や県土保全機能等の公益的機能を持続的に発揮させるため、特に
公益性の高い重要な森林を、平成27年度までに保安林に指定することを目標として数値目標を設
定しました。
  目標が達成されることにより水源の確保や県土の保全等が図られる地域が増加することになり
ます。

　引き続き、山地災害危険地区及び水源林にかかる森林に重点をおきながら、治山事業の推進と併せて保安林指定目標面積を設定し指定推
進を図る。なお、水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全形成等を目的とする保安林を指定する場合には森林所有者等権利者の承諾を
得ることとしており、承諾書の取得にあたっては、地域住民の生活に直接関与する関係市町との連携を強化し推進していく。

　水源かん養や土砂流出の防備など、森林の持つ公益的機能が高度に発揮されることを望まれる重要な森林については、保安林の指定を進め
ており、平成26年度は保安林指定目標面積を達成した。
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指標 47 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自然環境課

　

指標 48 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自然環境課

1,432万人 105%

達成率

H26年度
達成率

５地域 167%

　平成27年度は西海国立公園の県有自然公園施設の再整備を行い、利用者の安全性及び快適性の向上を図り利用の増進を目指す。また、南
島原市口之津港から佐世保市栗ノ木峠に至り、雲仙天草国立公園と野母半島県立公園など5つの自然公園を通る九州自然歩道については、
施設の老朽化や新たな興味ポイントの出現等があるため、関係市・関係団体等のニーズを踏まえた平成26年度からの再整備を引き続き実施す
るとともに、その他県有自然公園施設についてもバリアフリー化、改修等により快適な利用環境の整備を図り、最終目標の達成とさらなる上積み
を目指す。

　県内の自然公園（国立公園、国定公園、県
立自然公園）を利用される方々の人数です。

　過去5年間で最も利用者数が多かった平成19年度の実績を目標に、毎年10万人増を目標に設
定しています。
　適正な利用が維持されることで、県民の皆さんがいつまでも良好な自然環境に親しむことができ
ます。

分析･検証

　平成26年度においては、土日及びシーズン期の悪天候により前年度より僅かに実績を下回ったが、野営場の再整備や施設のバリアフリー化
等を進めたことによって減少幅を最小限に抑えることができ、過去10年間で最大の利用者であった25年度に次ぐ利用者数を確保し、目標を達成
することができた。

1,445万人

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　平成27年度も引き続き、生物多様性保全に重要な地域性あふれる身近な自然環境を有する地域を中心に、希少種の保全活動等生物多様性
保全に資する活動を行っているNPO等の団体の活動を支援していく。
 また、先駆的な島原半島、西海市についても、引き続き積極的な取り組みが継続されるよう情報交換等を行いながら、必要に応じた連携につい
ても検討していく。

数
値自然公園利用者数

（H21年度）

1,320万人 1,279万人 1,360万人 1,370万人1,357万人

３地域

計画策定時の値

1地域

H26年度

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

自然環境を活かした先進的な
地域づくりに取り組む地域数

２地域

分析･検証

　長崎県生物多様性評価地図等を基に明らかにされた生物多様性保全に重要な地域性あふれる身近な自然環境を有する地域を中心に、希少
種の保全活動等生物多様性保全に資する活動を行っているNPO等の３団体の活動を支援するとともに、これら団体と連携して県民参加型のイ
ベントを開催し、生物多様性保全の重要性についての理解促進を促すなど、県内各地での取り組みの推進を行った。
　また、先駆的な地域である島原半島及び西海市においても、継続的な活動が実施されている。

計画策定時の値

　自然環境を活かして他地域をリードする先
進的な地域づくりに取り組む地域数を目標値
としました。

　県と市町が一体となり、自然環境を活かした地域づくりを推進する協議会を設置する等、先進的
な地域づくりに取り組む地域数として、計画期間内で３地域の増加を目指し、４地域と設定しまし
た。本事業の推進により自らが率先して行う特徴ある自然保護活動が各地域で実践されることを
目指します。

（H21年度）

1地域

数
値

２地域 4地域
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指標 49 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自然環境課

　

指標 50 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

林政課

465.4km 100%

H26年度
達成率

（H21年度）

指標の説明

　平成27年度以降は自然歩道整備を行った地元市町と連携し、自然歩道の適切な維持管理を行い、快適な利用に供していく。口之津港～栗ノ
木峠の従来ルートについては、施設の老朽化や新しい興味ポイントの出現等があるため、関係市等関係団体の意見を踏まえながら、国の自然
環境整備交付金を活用し再整備を実施する。

90% 80%90.8%

　県民に森林とのふれあいの場を提供することにより、森林及び林業についての理解並びに森林愛護の精神の高揚をはかるため、引き続き利
用者の満足度向上に努めて行く。

　長崎県民の森（３８２ha）は、西日本有数の
森林公園であり、キャンプ場、天文台、森林
館等の施設が設置されています。指標は利
用者満足度

　県民の森は、県民に森林とふれあいの場を提供することにより、自然への関心や森林・林業へ
の理解を深めるために設置されており、余暇活動や学習活動等を通じて多くの県民に利用しても
らい、満足していただけるよう目標設定しています。

分析･検証

目標値の設定理由と達成後の姿

　九州自然歩道と自然公園施設内の歩道の
合計

　官民あげて取り組んでいるキリスト教関連遺産の世界文化遺産登録に向け、五島列島を中心に
関係する教会等を結ぶ道路等を新たに九州自然歩道に設定しました。今後、関係市町の協力を
得ながら維持管理し、県民を始めとした多くの皆さんに自然歩道の散策等を楽しんでいただけるよ
うにすることで、県内の豊な自然資源のみならず貴重な文化資源にも触れられる機会が増加する
ものと期待されます。

分析･検証

465.4㎞ 465.4km

80%

H26年度
達成率

90% 112%

　九州自然歩道は、九州7県の自然公園を経由しながら歩く長距離自然歩道であり、本県では口之津港から佐賀県境の栗ノ木峠までが整備さ
れ、ハイキングや自然探勝等の場として広く利用されている。従来からのルートに加え、平成２１年度に新たにルートに選定された五島列島と県
北地域の区間については、平成21年度から23年度まで自然環境整備交付金及び地域自主戦略交付金を活用して九州自然歩道・世界文化遺産
教会群巡礼ルートとして整備を完了しており、目標を達成した。

-

指標の説明

465.4ｋｍ 465.4ｋｍ
自然歩道の延長

235.4㎞ 465.4㎞

数
値

計画策定時の値

数
値

計画策定時の値

83%

目標値の設定理由と達成後の姿

　インタープリターなどによるイベントの開催や利用者に対しアンケートを実施し、その結果を企画に反映するなどの取組により、利用者の満足度
は、「満足」「概ね満足」が90％を占め目標を達成した。

県民の森利用者の満足度割合
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指標 51 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

農山村対策室

　

指標 52 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H24年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

河川課

達成率

H26年度
達成率

912軒 122%

  修学旅行生の受入れを積極的に行う松浦や南島原地域において、農林漁業体験民宿の開業が進み、目標を達成した。（912軒）

分析･検証

すでに最終目標を達成しているが、修学旅行などへの対応や誘客の推進にあたっては、確実な受入体制が必要であり、今後も体験民宿軒数の
増加に加え、開業民宿の質の向上を図っていく。

計画策定時の値

指標の説明

　平成25年度で事業完了

分析･検証

　平成25年度で事業完了

　河川・海岸・港湾・砂防施設等の整備を行う
ことで、愛護活動・親水活動及び地域コミニュ
ニティ活動を活発化・活性化させる。

　浸水施設や自然環境に配慮した施設の整備を行うことで、愛護活動・親水活動及びコミュニティ
活動を活発化・活性化させ、水辺での各種イベントや水辺での活動に参加する人数を増やしてい
く。

9,568人7,132人

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

9,081人 -

数
値

7,400人

目標値の設定理由と達成後の姿

　「長崎県農林漁業体験民宿開業方針」に基
づく規制緩和を受けた開業許可軒数

H21年度の新規開業軒数を基準に、H25年度は20軒増加、26、27年度は各々10軒増加を目標とし
て設定する。

水辺での活動に参加した人数

（H20年度）

3,000人 -7,906人

784軒 743軒
農林漁業体験民宿の開業軒数

（H21年度）

410軒 636軒

数
値

計画策定時の値 H26年度

753軒713軒
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指標 53 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H30年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

監理課

　

指標 54 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

漁政課・資源管理課

127集落 102%

255万㎥ 106%

H26年度
達成率

H26年度
達成率

125集落

　平成２７年度から離島漁業再生支援交付金の取組項目から水質維持、海岸清掃、海底清掃が廃止されたが、藻場・干潟の管理・改善に引き
続き取り組む。
　今後も国事業等を活用し、環境保全活動を継続していけるよう、市町と連携して集落に働きかけ等を行い、環境保全に取り組む集落数の維持
に努める。

116集落

　離島漁業再生支援交付金を活用した水質
維持保全、海岸清掃、海底清掃などの保全
活動及び水産多面的機能発揮対策事業の支
援による藻場や干潟の保全に取り組んだ集
落数

　離島にとって重要な漁業資源である漁場の生産力の再生や水域の環境保全のために重要な藻
場や干潟等の保全には継続した取組が必要であるため、活動集落数を維持することにより水域環
境の保全を図る。

分析･検証

　離島漁業再生支援交付金を活用した水質維持保全、海岸清掃、海底清掃などの保全活動については、全集落で取り組まれた。また、長崎県
水産多面的機能発揮対策地域協議会に所属する活動組織についても、藻場や干潟等の保全に係る意識は高く、国交付金事業（水産多面的機
能発揮対策事業）による支援のもと、活発に藻場や干潟等の保全に取り組んだ結果、目標を達成した。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　年間採取限度量は、平成28年度までは270万㎥、29,30年度は250万㎥と決定していて、これ以上の採取許認可は行なわない。

数
値

計画策定時の値

環境保全活動取り組み集落数

（H22年度）

112集落 125集落 125集落117集落

250万ｍ3

分析･検証

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　海砂採取にかかる許認可を行う際 の県内
の年間採取の総量規制枠です。

　県内の建設骨材としての年間必要量の予測数値です。
　この目標を達成することで、水産資源保護と自然環境保全との調和を図り、海域環境への影響
を可能な限り少なくします。

数
値

250万ｍ3 270万ｍ3

　年間採取限度量270万㎥に対して採取実績は255万㎥で目標を達成した。

計画策定時の値

海砂採取の年間限度量

（H22年度）

300万ｍ3 257万ｍ3 237万㎥
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指標 55 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

農山村対策室

　

指標 56 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

都市計画課

9市町 69%

H26年度
達成率

1,110集落 100%

数
値

計画策定時の値

資源保全活動取り組み集落数
1,120集落1,086集落 1,109集落

（H21年度）

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　H21年度までに景観行政団体に移行した自治体が10市町であり、移行協議においてH23,24,25年
度に景観計画策定予定であったことから、当該年度の目標設定を行いました。また同時に計16市
町の景観行政団体への移行を図っており、H27年度までに新規移行団体も景観計画を策定するこ
とを目標としました。
　これにより、県内の大半の自治体が景観行政団体として主体的に、景観形成への取り組みを行
ない、美しく長崎らしい景観創出が図られます。

　景観計画策定には、調査や住民との調整等に時間がかかるため、数年間を要するのが全国的傾向である。県内では、景観計画未策定の団体
の大半が計画策定に向けて取り組んでいるところである。県では、計画策定補助金の交付による財政的支援や計画策定に関する助言等の技術
的支援を引き続き行うとともに、景観行政団体未移行の自治体への移行要請も併せて行い、計画策定を促進し、目標の達成に向け取り組むこと
としている。

　景観法に基づいて景観行政をおこなう自治
体である「景観行政団体」が策定する、良好
な景観の形成に関する計画であり、行為の制
限等の規制も含んだものです。

分析･検証

　全国的には毎年約50の自治体が景観行政団体へ移行し、移行済みの自治体のうち約6割が景観計画を策定している。
本県でも、世界遺産関係市町を中心とする景観に対する意識が高い市町は、早期に景観行政団体へ移行しており、H21年度までに移行した10
市町の内、9市町が景観計画を策定している。
しかし、景観計画策定には住民の合意形成なども必要で、策定までに3～4年かかるのが最近の全国的な傾向である。現在の計画未策定市町
はH22年度以降に新たに景観行政団体へ移行した市町が多い状況であり、H26年度目標は未達成となった。

8市町 8市町

分析･検証

平成23年度において、中山間地域等直接支払制度で特認として離島の平地が対象となったことにより農地・水取組地域を中心に推進がなされ、
離島での取組集落数が大きく増加した結果、当初最終目標値1,060集落を達成したため、目標の上方修正（変更最終目標値1,120集落）を実施し
た。
26年度については、取組集落数が増加し、目標を達成した。

　引き続き中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払交付金（旧農地・水保全管理支払交付金）の活用推進を図り、最終目標の達成を目指
す。

数
値

計画策定時の値

景観計画を策定した市町数

（H21年度）

4市町

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　農山村資源の維持・保全を行う集落数

　資源保全取組集落数とは、中山間地域等直接支払制度又は多面的機能支払交付金のいずれ
かに取り組む集落数である。
　この目標を達成することで、農山村の持つ多面的機能の持続や農地、農業水利施設等の農業
資源や農村環境を保全する。

1,038集落 1,092集落 1,077集落

H26年度
達成率

14市町9市町 13市町



 

 - 245 - 

 

 

指標 57 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未来環境推進課

14% -

　引き続き、各保健所並びに未来環境推進課で巡回指導を実施し、指定地区の環境保全を図っていく。

10%

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

　ごみの投げ捨て等防止重点地区における、
地区指定前と指定後の散乱ごみの重量比で
す。

　快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりを広域的な観点から推進するため、文化遺産があ
る地域や良好な自然環境を形成している地域等において、特にごみの散乱等を防止する必要が
あり、巡回指導、広報等行うことにより、散乱ごみが減少し、未来につながる環境にやさしい長崎
県が実現されます。

15%

「ごみの投げ捨て等防止重点地
区」の散乱ごみの割合（地区指
定前と比較した散乱ごみの割
合）

20%

計画策定時の値

数
値

H26年度

　平成26年度時点では、最終目標値には及ばないが、確実に散乱ごみは減少している。

24%

分析･検証

32% -

達成率
（H21年度）
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  基本目標Ⅳ 県民・事業者・行政のパートナーシップによる環境づくり 

 

 

指標 58 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未来環境推進課

　

指標 59 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　■　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未来環境推進課

64% 86%

86.0万人 96%

指標の説明

H26年度
達成率

H26年度
達成率

平成26年度の取組数は、前年度よりも約14%多い1,916件でしたが、参加者は前年度よりも約18%少ない約86万人でした。
平成25年度は行政の大型イベントが多く参加者数が増加しましたが、平成26年度は、目標には届きませんでしたが、平年並の参加者数となり、
概ね達成となりました。

　県民の地域における環境保全活動をへの参加のきっかけづくりやネットワークづくりを推進するため、平成26年度に開設した「環境活動ｅネット
ながさき」により、県民に広く環境保全活動や人材等の情報を発信し、また、同サイトを核として環境保全活動に関する交流を深めるために併せ
て創設した「ながさきグリーンサポーターズクラブ」を活用して環境リーダーの交流を活性化させるとともに、環境アドバイザーの派遣により最終
目標の達成を目指す。

　学校やNPO、事業者、行政等を対象とした
「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推
進に関する長崎県基本計画」調査における、
環境学習等の参加者数（延べ人数）です。

分析･検証

　県民意識アンケート調査（政策企画課）によると、身近な環境保全活動に取り組んでいない理由は、関心がないが25.6%、どうしたらいいか分か
らないが24%、情報がないが9.9%を占めており、県民の環境保全活動への参加のきっかけや関心の広がりが不十分なところもあり、目標達成に
至らなかった。

　県民の地域における環境保全活動をへの参加のきっかけづくりやネットワークづくりを推進するため、平成26年度に開設した「環境活動ｅネット
ながさき」により、県民に広く環境保全活動や人材等の情報を発信し、また、同サイトを核として環境保全活動に関する交流を深めるために併せ
て創設した「ながさきグリーンサポーターズクラブ」を活用して環境リーダーの交流を活性化させること等により、最終目標の達成を目指す。

数
値

計画策定時の値

環境学習への参加者数
71.2万人 90.0万人82.8万人 105.4万人

（H20年度）

目標値の設定理由と達成後の姿

　「県民意識アンケート調査（政策企画課)」に
おける環境や地球温暖化防止活動に取り組
んでいる人の割合です。

　県民それぞれが、地球温暖化防止や循環型社会の形成、生物多様性保全について関心を高
め、自主的な環境活動に取り組むことにより、未来につながる環境にやさしい長崎県が実現されま
す。

分析･検証

身近な環境活動に取り組んで
いる人の割合

数
値

計画策定時の値

63%

（H22年度）

70% 68%

指標の説明

75%63% 74%

90.0万人

　県民それぞれが、地球温暖化防止や循環型社会の形成、生物多様性保全について関心を高
め、環境学習への参加を通じて自主的に環境活動に取り組むことにより、未来につながる環境に
やさしい長崎県が実現されます。

目標値の設定理由と達成後の姿

95.2万人

指標 60 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未来環境推進課

　

指標 61 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　■　達成　　□　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

■　引継ぐ（予定）　　□　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未来環境推進課

1,567回 122%

H26年度
達成率

H26年度
達成率

42回
2,703人

60％
77％

７0回
3,500人

７0回
3,500人

65回
3,685人

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

912回 1,301回1,244回

数
値

計画策定時の値

生ごみ減量化リーダーの活動
回数

（H21年度）

　一般廃棄物の排出量抑制やリサイクル等を
目的に、生ごみ堆肥化などの活動を行ってい
る生ごみ減量化リーダーの活動回数です。

　幼稚園や学校での取組みの実績は低下しており、今後とも、市町教育委員会や学童保育等のこども担当部局等と連携し、環境アドバイザー制
度のさらなる活用を図ることにより活動を継続する。

　県内各市町における一般廃棄物の排出量削減の課題の一つに「生ごみ」があり、排出量の減少
により、環境への負荷の削減と循環型社会の形成が推進されます。

分析･検証

　環境アドバイザーでもある生ごみ減量化リーダーの地区研修会や全体交流会を通して、地域における活動が活発になるよう促してきた結果、
実践指導の対象が、一般の地域住民や野菜づくり学習グループ等の団体へと拡大し、最終目標を達成した。

環境アドバイザーの派遣数と参
加者数

（H21年度）

52回
3,408人

41回
1,760人

数
値

61回
3,058人

計画策定時の値

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

1,280回

　環境保全について理解を深め、環境教育を
推進することを目的に、行政やPTA、学校、地
域団体等を対象として自然環境や環境保全、
生活環境、環境教育などの専門知識を有す
る「環境アドバイザー」を派遣する回数です。

　環境アドバイザーによる講演会や体験学習を通じて、県民それぞれが、地球温暖化防止や循環
型社会の形成、生物多様性保全について関心を高め、自主的に環境活動に取り組むことにより、
未来につながる環境にやさしい長崎県が実現されます。

1,300回795回

分析･検証

　派遣実績の多い夏場に雨天が多かったこと等から目標達成に至らなかった。

　より多くの団体に制度を活用してもらうため、環境アドバイザー制度を紹介したリーフレットを作成した。今後はリーフレットを活用し、広くＰＲを
図る。
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指標 62 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課・グリーンニューディール推進室

47件 73%

H26年度
達成率

35件28件

環境管理システムの新規認証
登録件数（累計）

数
値

計画策定時の値

80件
（平成23～
27年度）

（H21年度）

　今後、「エコアクション21」については県内のエコアクション21地方事務局と協議しながら、県商工会連合会など県内の商工関係団体等への働
きかけを行い、最終目標達成を目指す。
　なお、持続可能な社会を目指した企業等の取り組みについては、今回の環境マネジメントシステムを活用した取り組み以外に、会社における節
電等の取り組み、カーボンオフセット等の取り組み参加など、多様な広がりを見せている。企業における地球環境対策に係る取り組みを説明す
るには十分でないことから、次期計画へは引き継がない。

　環境管理システムを導入した県内企業数

64件

分析･検証

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）である「ＩＳＯ14001」「エコアクション21」等の認証登録については全国で減少傾向である。県では、「エコアクショ
ン21」の地域事務局が開催する研修会の参加要請や市町への協力依頼、県主催会議での周知等を行ったが、目標を達成しなかった。

指標の説明

17件

目標値の設定理由と達成後の姿

3件
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  環境保全のための共通的基盤的施策 
指標 63 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　□　概ね達成　　■　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

環境政策課・グリーンニューディール推進室

　

指標 64 H23年度 H24年度 H25年度 最終目標値

実績値 実績値 実績値 目標値 実績値 （H27年度）

【平成26年度の達成状況とその要因分析】

●平成26年度目標の達成状況：　　□　達成　　■　概ね達成　　□　未達成

【今後に向けた対策･方向性】

【次期環境基本計画への指標の引継ぎ（予定）】

□　引継ぐ（予定）　　■　引継がない　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

農業経営課

達成率

H26年度
達成率

47件 73%

H26年度

農業生産工程管理（GAP)取り
組み件数

64件

分析･検証

90件 108件

計画策定時の値

59件

（H21年度）

　環境管理システムを導入した県内企業数

80件
（平成23～
27年度）

28件

128件 99%123件

35件

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）である「ＩＳＯ14001」「エコアクション21」等の認証登録については全国で減少傾向である。県では、「エコアクショ
ン21」の地域事務局が開催する研修会の参加要請や市町への協力依頼、県主催会議での周知等を行ったが、目標を達成しなかった。

　今後、「エコアクション21」については県内のエコアクション21地方事務局と協議しながら、県商工会連合会など県内の商工関係団体等への働
きかけを行い、最終目標達成を目指す。
　なお、持続可能な社会を目指した企業等の取り組みについては、今回の環境マネジメントシステムを活用した取り組み以外に、会社における節
電等の取り組み、カーボンオフセット等の取り組み参加など、多様な広がりを見せている。企業における地球環境対策に係る取り組みを説明す
るには十分でないことから、次期計画へは引き継がない。

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

環境管理システムの新規認証
登録件数（累計）（再掲）

数
値

3件 17件

計画策定時の値

（H21年度）

　消費者等の農産物の安全性に対する意識は高く、生産者側の意識をさらに高めるため、県では、農産物生産集団に対して、危害の未然防止
の観点から農業生産工程管理（GAP）の実践について各種資料の配布や研修会によって説明するとともに、研修等により育成したGAP指導員に
よる具体的な実践手法についての助言などによって、目標を超える取組件数の増加につなげた。
また、生産現場でのＧＡＰの取り組みを消費者の方に知っていただくためにリスクコミュニケーションを開催した。

　実需等からの農産物の安全性に対する、より高い要求に対応できるよう、内部点検の充実等による農業生産工程管理（ＧＡＰ）の高度化やその
取組を適切かつ効果的に助言できる指導者の養成等を強化することで、質の高い農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組拡大を図っていく。

129件 140件

指標の説明 目標値の設定理由と達成後の姿

分析･検証

　ＧＡＰに取り組む産地の数。
　平成27年度までに140産地に増やす計画で
す。

　GAPは、農業を行っていくうえで農薬・肥料・機械等を適切に利用するため、点検項目を設定し、
点検・評価し改善することによって、食品安全、環境保全、労働安全に効率的に取り組むための手
法です。ＧＡＰの取組件数を増やし環境保全型農業に取組む産地を増やしていきます。

数
値
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第６章 重点施策の動き 

 

第１節 地球環境保全の取組 

 

１ ゴミゼロながさきプロジェクト 

①重点プロジェクトの目標もしくは成果指標 

＜目標＞   ＜指標＞        

県民・事業者・行政等それぞれが役

割分担しながら、連携・協力のうえ廃

棄物減量化や再資源化に取り組み、

ゴミのない資源循環型の長崎県「ゴミ

ゼロながさき」を目指す。 

［平成 26 年度］ 

①1 人 1 日あたり一般廃棄物排出量

（867g/人・日） 

②一般廃棄物再資源化率（23.8％） 

③産業廃棄物再資源化率のうち多量排

出事業者再資源化率（59.5％) 

④ごみ焼却施設数（21 施設） 

⑤産業廃棄物処理業者の基準適合率

［立入検査回数に対する指導不要の業

者数の割合］（94％） 

⑥排出事業者研修会参加者数（260人） 

⑦海岸漂着物の発生抑制対策、国際

協力事業の実施回数（6 回以上） 

⑧生ごみ減量化リーダーの活動回数

（1,280 回） 

 

②H26 年度の取組状況 

代表的な施策の実績と効果 

○長崎県廃棄物対策連絡協議会における長崎県廃棄物処理計画の進捗管理 

・県内市町と排出量の削減及び再生利用率の向上のための方策について検討を行った。 

※平成 26 年度の一般廃棄物排出量、再資源化率の実績値は、平成 28 年 3 月に把握できる予定。 

○長崎県ごみ処理広域化計画 

・計画に基づくごみ処理施設等の集約化を図るため、市町等が循環型社会形成推進交付金活用のために

策定した循環型社会形成推進地域計画に基づく事業を実施し、計画どおり実施した。 

○ＰＣＢ廃棄物処理推進事業 

・ＰＣＢ廃棄物の全保管事業者（97 事業者）に対し立入検査を実施し、長崎県ＰＣＢ廃棄物処理計画に基づ

く適正保管及び処理を推進した。 

○産業廃棄物処理施設監視指導 

・産業廃棄物処理業者等に対し、効率的で統一的な立入検査を実施し産業廃棄物の不適正処理の未然

防止を図り、産業廃棄物処理業者の基準適合率目標 94％に対し、目標とする 94％を目標を達成した。 
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○産業廃棄物審査指導 

・産業廃棄物の適正処理を徹底し排出抑制を推進するためには、処理業者のみならず排出事業者の役割

が重要なため、産業廃棄物排出事業者研修会を３回実施し、262 人の参加者があり目標とする 260 人を

達成した。 

○廃棄物不適正処理対策事業 

・不法投棄・違法焼却の未然防止及び早期発見・改善を図るため、定期的な巡回パトロールを 2,146 回実

施し、目標とする 1,900 回を達成した。 

○海岸漂着物地域対策推進事業 

・「長崎県海岸漂着物対策推進計画」に基づき、国、市町、民間団体等と連携を図りながら海岸漂着物の

回収処理や発生抑制対策を実施した。 

○ながさき環境県民会議 

・「ゴミゼロながさき実践計画」進捗状況管理や重点活動の進捗状況管理を実施。 

○ゴミゼロ県民運動支援事業 

 ・街頭キャンペーンや県 HP など、県民へのゴミゼロ意識の確立に向けて情報発信を行い、環境保全活動

取組の促進など一定の成果があった。 

・生ごみ減量化、リサイクル活動に取り組む活動団体を支援。県内各市町における一般廃棄物の課題の

一つに「生ごみ」があり、課題解決に向けて行政との情報交換など生ごみ減量化の取組を推進。 

○ゴミゼロ市町支援事業 

・各市町等を対象に情報提供など研修会開催を開催。（年１回）  

・ゴミゼロ市町支援事業 PT を設置し、排出削減や再生利用率が低迷している市町に対して必要な検討や

提言を行った。（2 回、参加市町：10 市町） 

・廃食用油のバイオディーゼル燃料化を進めるため、取組状況の調査を実施 

○事業所支援事業 

・レジ袋削減の取組（新上五島町  8 事業者 16 店舗、イオン九州㈱6 店舗） 

・県庁の機密文書を含む紙ごみのリサイクルの実施 

○快適環境保全推進事業 

・ごみの投げ捨て等防止重点地区等 26 地区の巡回指導等を実施。重点地区の散乱ごみの減量化に繋が

っている。 

（重点地区散乱ごみの割合 H27 年度目標値：10%  H26 年度実績：14%） 

○リサイクル製品認定制度 

・認定リサイクル製品の新規認定 1１件、累計１９７件（うち１２８件更新） 

・長崎県リサイクル認定制度の見直し（出荷先情報等の義務付け、品質検査不適合品の一時利用中止措

置） 

③H26 年度目標（指標）の達成状況 

①②平成 26 年度の実績値は、環境省が実施する実態調査により、平成 28 年 3 月に把握できる予定 

③多量排出事業者再資源化率 目標：59.5% 実績：56.2% 

④ごみ焼却施設数 目標 21 施設、実績 21 施設 

⑤産業廃棄物処理業者の基準適合率［立入検査回数に対する指導不要の業者数の割合］ 

  目標 94％、実績 94％ 
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⑥排出事業者研修会参加者数 目標：260 人 実績：262 人 

⑦海岸漂着物の発生抑制対策、国際協力事業の実施回数 目標 6 回以上、実績 16 回 

⑧生ごみ減量化リーダーの活動回数（H26 年度目標 1,280 回、実績 1,567 回） 

④ ③の総合的な評価及びその理由 

 

【評価】 概ね達成（８０％） 

 

【理由】 

①② ※平成 26 年度の実績値は、環境省が実施する実態調査により H28 年 3 月に把握予定。 

・H25 年度データでは、排出量は 960g/人・日と基準年の H20 年度 965g/人・日より減少傾向にある。 

・H25 年度データでは、再資源化率は 16.0％と基準年の H20 年度 15.8％を上回ったが、前年比では 0.2 ポ

イント減。 

③ 多量排出事業者再資源化率は、56.2％と H25 より上昇したが目標には達していない。事業者の個々の取

組が重要であることから、産業廃棄物排出事業者研修会等を通じ、産業廃棄物の排出抑制及びリサイク

ル推進について周知を図っているところである。なお、研修会参加者数については目標値を上回っている。 

※産業廃棄物再資源化率（長崎県廃棄物処理計画）の各年度目標値は、5 年毎の調査であり設定してい

ない。次回は平成 26 年度データの調査となる。 

④長崎県ごみ処理広域化計画においてごみ処理施設の集約化を推進しており、年度ごとの集約目標である

21 施設については達成した。 

⑤産業廃棄物の不適正処理を未然防止を図るため、立入検査を実施した結果、立入検査回数に対する指導

不要の業者数割合をあらわす基準適合率は 94％と目標を達成した。 

⑥産業廃棄物の適正処理を徹底し、排出抑制及びリサイクルを推進するには排出事業者の役割が重要なこ

とから、排出事業者研修会を 3 回実施し 262 人の参加者があり目標を達成した。 

⑦NPO 団体や市町等と連携・協力し、日韓海峡沿岸漂着ごみ一斉清掃や街頭キャンペーンでのパネル展

示、環境教育等、発生抑制対策及び釜山広域市との交流事業など 16 事業を実施し目標を達成した。 

⑧生ごみ減量化リーダーの活動回数については、1,567 回と目標値を上回った。 

⑤H27 年度の取組内容 

・長崎県廃棄物対策連絡協議会を開催し、排出量削減及び再生利用率の向上に向けた先進的な取組事例

を参考にし、各市町における今後の施策展開について検討を行う。 

・市町において、循環型社会形成推進交付金を活用したごみ処理施設の整備を図る。（H27 年度 年間 6 事

業） 

・ＰＣＢ廃棄物の全保管事業者に対する立入検査を実施し処理するまでの間の適正保管を徹底させる。 

・産業廃棄物処理業者に対し、頻繁な立入検査を実施し、不適正処理の未然防止を図る。（目標 3,400 回） 

・産業廃棄物排出事業者及び多量排出事業者を対象とした研修会及び産業廃棄物処理事業者を対象とした

優良産廃処理事業者認定制度説明会を実施し、産業廃棄物の適正処理、排出抑制及びリサイクル推進に

ついて周知を図る。（年間計画 260 人） 

・定期的な巡回パトロールを実施し、不法投棄・違法焼却の未然防止及び早期発見・改善を図る。 
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（年間計画 1,900 回） 

・「長崎県海岸漂着物対策推進計画」に基づき、国、市町、民間団体等と連携を図りながら、海岸漂着物の回

収処理や発生抑制対策及び国際協力事業を実施する。 

（発生抑制対策及び国際協力事業 年間計画 6 回 上半期実績 5 回） 

・ながさき環境県民会議において、県民、事業者、消費者、地域活動団体などの各主体と連携・協力し、ゴミ

ゼロながさき実践計画に基づく、各種取組を実践する。 

・ゴミゼロ市町支援事業では、市町の取組を支援するため研修会等を実施する。 

・レジ袋削減に向けた取組を推進する。 

・ごみの投げ捨て等防止重点地区等 26 地区の巡回指導を引き続き実施する。 

・リサイクル認定製品の品質管理の徹底と普及促進を行う。 

⑥平成 28 年度以降の取組予定（新基本計画への引継ぎ） 

・長崎県廃棄物対策連絡協議会を開催し、排出量削減及び再生利用率の向上に向けた先進的な取組事例

を参考にし、各市町における今後の施策展開について検討を行う。 

・市町において、循環型社会形成推進交付金を活用したごみ処理施設の整備を図る。 

・ＰＣＢ廃棄物の全保管事業者に対する立入検査を実施し処理するまでの間の適正保管及び早期適正処理

を徹底させる。 

・産業廃棄物処理業者に対し頻繁な立入検査を実施し、不適正処理の未然防止を図る。 

・産業廃棄物排出事業者及び多量排出事業者を対象とした研修会及び産業廃棄物処理事業者を対象とした

優良産廃処理事業者認定制度説明会を実施し、産業廃棄物の適正処理、排出抑制及びリサイクル推進に

ついて周知を図る。 

・巡回パトロールを実施し、不法投棄・違法焼却の未然防止及び早期発見・改善を図る。 

・「長崎県海岸漂着物対策推進計画」に基づき、国、市町、民間団体等と連携を図りながら、海岸漂着物の回

収処理や発生抑制対策及び国際協力事業を実施する。 

・「ゴミゼロながさき実践計画」に基づいて、ながさき環境県民会議における各種取組を実践する。 

・ゴミゼロ市町支援事業において、各市町を対象として研修会の開催や個別市町に対する支援を行う。 

・レジ袋有料化地域の拡大に取り組む。 

・リサイクル認定制度の品質管理の徹底と普及促進を行う。 
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２ ナガサキ・グリーンニューディール 

①重点プロジェクトの目標もしくは成果指標 

＜目標＞   ＜指標＞         

   

（成果指標） 

■対馬プロジェクト 

・モデル地域での実証実験の計

画策定件数 1 件 

■西海プロジェクト 

・再生可能エネルギーを活用し

た国のプロジェクト等の獲得

件数 1 件 

■五島プロジェクト 

・超小型ＥＶ（関連製品を含む）

の試作開発に取り組む地場

企業・団体数 10 者 

②H26 年度の取組状況 

・長崎県総合計画に掲げる「ナガサキ・グリーンニューディール」の下、次代を拓く環境・エネルギー産業を創

出するために、５つの地域・分野別のプロジェクトと１つの産業支援プロジェクトの６つのプロジェクトから構

成される「ナガサキ・グリーンニューディール戦略プロジェクト」を推進している。環境基本計画に係るプロジェ

クトの取組状況については以下のとおり。 

・環境実践モデル都市として選定された対馬市及び西海市においては、平成 25 年度より個別のプロジェクト

を立上げ、事業を展開。 

①「対馬プロジェクト」・・・エネルギー自立の島を目指すため、総務省の分散型エネルギーインフラプロジェ

クト・マスタープラン策定事業に県・対馬市連名で採択を受け、対馬環境エネルギーコンソーシアムにお

いて「対馬市エネルギーマスタープラン」を策定した。 

②「西海プロジェクト」・・・小型潮流発電の実証試験に向けた取組を推進し、新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO)の「海洋エネルギー発電システム実証研究（H26～H29）」に採択された。 

 

・EV を活用した事業として五島地域を実証地域とする新たなプロジェクトを立上げ、事業を展開。 

「五島（超小型ＥＶ）プロジェクト」・・・子育て世代や高齢者に優しい「超小型ＥＶ」の実証地域を形成し、超小型

EV の導入及び普及を図っていくため、地域ニーズ調査や普及するための環境・条件等の検討、地場企業

による車両の研究開発・製造支援を行った。 

①地域ニーズ調査（体験試乗会、モニタリング、アンケートを実施） 

②県内外の産学官から構成する「超小型ＥＶ利活用・普及検討協議会」の開催（2 回） 

③地場企業が行う超小型ＥＶ車両等の試作開発への補助（4 件） 

③H26 年度目標（指標）の達成状況 

（成果指標） 

「対馬プロジェクト｣ 

 ・対馬市エネルギーマスタープランを策定 
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「西海プロジェクト」 

 ・新エネルギー産業等プロジェクト促進事業（長崎県産業振興財団）の事業化可能性調査に採択 

 ・NEDO 事業「海洋エネルギー発電システム実証研究」に採択 

「五島プロジェクト」 

 ・超小型ＥＶ（関連製品を含む）の試作開発に 13 者の地場企業・団体が取り組んだ 

④ ③の総合的な評価及びその理由 

【評価】 

100％ 

【理由】 

いずれのプロジェクトも地元の自治体や企業・団体と連携して効果的に事業を推進でき、成果指標を達成

している。 

 

⑤H27 年度の取組内容 

①「対馬プロジェクト」・・・総務省の分散型エネルギーインフラプロジェクト（事業立ち上げ詳細分析事業）の獲

得を目指すとともに、対馬環境エネルギーコンソーシアムを通して対馬市エネルギーマスタープランの詳細

設計を策定し、エネルギーベストミックスプラン等を検討していく。 

②「西海プロジェクト」・・・NEDO 事業の平成 29 年度実証試験に向け、引き続きワーキンググループの中心メ

ンバーである㈱大島造船所及びサイエンスリサーチ㈱による事業化可能性調査などの取組を支援してい

く。 

③「五島（超小型ＥＶ）プロジェクト」・・・超小型 EV の実運用によるニーズ調査を実施し、その結果を基に超小

型 EV を活用した新たな移動手段の検討や機能要件の検討を行っていく。また、県内企業や大学等の連携

による車両製造開発グループが取り組む車両等の試作開発も支援していく。 

⑥平成 28 年度以降の取組予定（新基本計画への引継ぎ） 

①「対馬プロジェクト」・・・分散型エネルギーインフラプロジェクトで策定した対馬市エネルギーマスタープラン

を実現するため、木質バイオマスを利用した発電・熱供給事業（林業活性化）、洋上風力発電及び漁業活

性化事業（漁業活性化）、漂流・漂着ゴミ処理事業（社会インフラ検討）及び水素エネルギー事業（エネルギ

ー検討）等、具体的な事業を推進していく。 

②「西海プロジェクト」・・・50ｋW規模の潮流発電システムを開発し、エネルギー地産地消モデルの構築を目指

す。 

③「五島（超小型ＥＶ）プロジェクト」・・・県内企業や大学等の連携による車両製造開発グループが取り組む超

小型 EV プロトタイプの製造を支援するとともに、五島地域に実配備し認知度向上及び需要の開拓を図り、

離島地域での移動手段の形成を目指す。 
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３ 生物多様性保全プロジェクト 

①重点プロジェクトの目標もしくは成果指標 

＜目標＞     ＜指標＞           

①種の絶滅を回避する 

②多様な生態系の保全、再生を図る 

③持続可能な利用を進める 

④生物多様性の恵みに触れる 

⑤生物多様性の保全と持続可能な利用によ

る地域活性化を図る 

指標の設定無し  

②H26 年度の取組状況 

・代表的な施策の実績と効果 

○希少野生動植物保全事業費 

・希少野生動植物種保存地域指定の検討 

・改訂版長崎県レッドリスト掲載種のモニタリング調査の実施 

○緑といきもの賑わい事業（うち生物多様性保全事業） 

・（県）湿原保護木道改修、希少野生植物増殖施設整備、標識の整備 

・（補助）ツマアカスズメバチ駆除、ツシマウラボシシジミ生息地保全施設整備、ビオトープ整備 

○ツシマヤマネコ保護増殖事業の実施 

○鳥獣保護管理員等による活動の推進と人材の育成 

③H26 年度目標（指標）の達成状況 

指標無し 

④ ③の総合的な評価及びその理由 

【評価】 

関係機関において、継続的な取組がなされており、また、代表的な事業の過半数について、目標を達成し

ており、一定の成果をあげていると評価する。 

【理由】 

環境基本計画において数値目標を持ち、本プロジェクトを構成する主な事業の達成状況は以下のとおり。 

自然環境の監視と種の保護・生態系の保全の強化
希少野生動植物種保存地域の指
定

8地域（H27年度） 5地域指定済み

緑といきもの賑わい事業
（保全事業実施箇所）

22箇所（H27年度）
保全事業実施箇所：27箇所（目標：3箇所/年）、保護保
全対象野生動植物種の保全（目標：5種/年）を達成

人とふるさとの自然とのつながりの回復

自然歩道の整備 465.4km（H27年度） 整備完了

農業生産工程管理（GAP)取り組
み件数

100件（H27年度）
・新たに20集団がGAPに取組み（延べ128集団）始めた。
・有機・特別栽培レベルの栽培への取組を推進し、取組
が1,266haから1,609haに拡大した。

普及啓発の推進

環境アドバイザーの派遣数と参加
者数

70回、3,550人
・環境アドバイザーを42回派遣
（内自然環境に関するものは、23回）
自然環境に関する環境アドバイザー12名4団体登録
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⑤H27 年度の取組内容 

新たに策定した長崎県生物多様性保全戦略（2014-2020）に基づき取組を実施する。 

⑥平成 28 年度以降の取組予定（新基本計画への引継ぎ） 

①生物多様性に関する基礎データの収集・整備を進める。 

②生態系の保全と持続可能な利用を促進する。 

③鳥獣の保護及び管理を強化する。 

④自然公園施設等を計画的に整備する。 

⑤自然体験情報を発信する。 

⑥希少野生動植物種保存地域の指定を進める。 
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第２節 豊かな水環境の保全・創造の取組 

 

１ 大村湾再生プロジェクト 

①重点プロジェクトの目標もしくは成果指標 

＜目標＞   ＜指標＞           

「第 3 期大村湾環境保全・活性化行動計画」（平

成 26 年度～平成 30 年度）に基づき、大村湾と

その流域が一体として豊かな生態系と保全され

た自然環境を持ち、流域に暮らす人々にとって

の里海となり、地域の活力を産む”宝の海”とし

て、将来へ受け継がれていくことを目指す 

■行動計画の水質目標（全

１７環境基準点の平均） 

 

COD（７５％値）：2.0mg/L 

全窒素：0.2mg/L 

全リン：0.02mg/L 

  

②H26 年度の取組状況 

・代表的な施策の実績と効果 

①大村湾の COD、全窒素、全リンの環境基準を達成するため必要な計画として流域別下水道整備総合計画を

策定した。 

②大村湾内で夏季に大規模に発生する貧酸素水塊の対策として、エアレーション技術の実用化研究のための

散気試験を実施した。海底から上向きの流れを起こすことで、貧酸素水塊の原因となる成層（温度などの差

が原因で表層と底層の水が混ざり合わず層状に分かれている状態）を動かす効果が認められた。 

③再生砂による浅場づくり実証試験事業を実施するため、造成地の選定、水質・底質等の事前調査を実施し

た。 

④大村湾環境改善に取り組む活動団体の PR に努めた。 

⑤大村湾の水質改善及び環境美化のため、大村湾浮遊ゴミ除去対策事業への補助を行った。 

⑥第 3 期行動計画の取組を推進するため外部の委員で構成する活性化会議を開催するとともに、効果的な施

策の情報共有・連携を図るため庁内の幹事会を開催した 

③H26 年度目標（指標）の達成状況 

平成 26 年度の大村湾における水質（全 17 地点の平均） 

 ・COD（７５％値）：2.5mg/L （未達成） 

 ・全窒素：0.17mg/L（達成） 

 ・全リン：0.02mg/L（達成） 

④ ③の総合的な評価及びその理由 

【評価】 

 90％ 

【理由】 

平成 26 年度は、水質目標のうち、COD が達成できなかった。平成 26 年度は、比較的降水量が多く、森林、

田畑など流域からの負荷が高かったことなどが原因と考えている。 

その他の水質項目や行動計画全体の取り組みについては概ね順調に進捗したため、９０％とした。 
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⑤H27 年度の取組内容 

①流域別下水道整備総合計画に基づき、窒素、リンの高度処理を含めた公共下水道の整備を進める。 

②大村湾内においてエアレーション技術の実用化研究にかかる海域調査及び貧酸素水塊の観測を実施し、ま

た、その評価・検証を行い、次年度以降の実用化に向けた具体的手法の確立を目指す。 

③大村湾環境改善のため、活動団体との連携を図る。 

④再生砂による浅場づくり実証試験事業を実施するため、浅場造成工事に着手するとともに、評価会議を開催

してモニタリング計画を策定する。 

⑤大村湾の水質改善及び環境美化のため、大村湾浮遊ゴミ除去対策事業への補助を行う。 

⑥第 3 期行動計画の取組を推進するための活性化会議、また、効果的な施策の情報共有・連携を図るため幹

事会を開催する。 

⑥平成 28 年度以降の取組予定（新基本計画への引継ぎ） 

①流域別下水道整備総合計画に基づき、窒素、リンの高度処理を含めた公共下水道の整備を進める。 

②大村湾内における貧酸素水塊対策のため、エアレーション技術の実用化を図る。 

③大村湾環境改善のため、活動団体との協働事業を実施する。 

④大村湾の水質改善及び環境美化のため、大村湾浮遊ゴミ除去対策事業への補助を行う。 

⑤再生砂を用いて造成した浅場で二枚貝の生息等のモニタリング調査を実施し、効果の検証を行なう。 
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２ 諫早湾環境対策プロジェクト 

①重点プロジェクトの目標もしくは成果指標 

＜目標＞   ＜指標＞          

「第２期諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と

創造のための行動計画」（平成２０年度～）に基

づき、諫早湾干拓調整池の恒久的な水質保全

と、干拓事業により創出された調整池や自然干

陸地を新たな地域資源として有効に活用するた

めの水辺空間づくりを目指す 

■行動計画の主な目標 

①水質（ＣＯＤ75%値)：

5.0mg/L 

②汚水人口普及率：82.5% 

  

②H26 年度の取組状況 

①生活排水対策 

 下水道・集合処理施設・合併浄化槽に係る整備事業の推進、生活排水対策支援 

②工場・事業場排水対策 

 立入調査による監視指導 

③面源負荷削減対策 

 環境保全型農業の推進（水田・畑地の施肥・農薬削減対策や裸地対策） 

④調整池及び調整池流入河川・水路の浄化対策 

 河川整備、国庫委託事業 

⑤環境保全・創造のための住民活動の推進 

 ＩＳＥネットを中核とした環境活動の取り組み（環境イベントや清掃活動の実施） 

③H26 年度目標（指標）の達成状況 

①水質（COD75％値）：7.9mg/L ⇒ 未達成(目標 5.0mg/L） 

②汚水処理人口普及率は 87.1％（平成 25 年度末実績 86.2％） 

④ ③の総合的な評価及びその理由 

【評価】 

  75％ 

【理由】 

ＣＯＤ75%値は、Ｈ16 年度の数値をピークに横ばいか若干の改善傾向で推移し、平成 24、25 年度で再び上

昇傾向となったが、平成 26 年度は低下し、7.9mg/L となった。 

これまで、各関係機関に各施策を実行中であるが、水質保全目標値の達成は厳しい状況である。その原

因として流域からの生活排水や、面源由来の施肥・農薬使用に伴う汚濁負荷、また年毎の気象条件等が挙

げられる。 
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水質保全対策にかかる指標は目標未達成であるが、汚水処理人口普及率はすでに行動計画の目標を達

成するなど全体の対策については一定の進捗をしているため評価を 75％とした。 

⑤H27 年度の取組内容 

①生活排水対策 

 下水道・集合処理施設・合併浄化槽に係る整備事業の推進、生活排水対策支援 

②工業・事業場排水対策 

 立ち入り調査による監視指導 

③面源負荷削減対策 

 環境保全型農業の推進（水田・畑地の施肥・農薬削減対策や裸地対策） 

④調整池及び調整池流入河川・水路の浄化対策 

 河川整備、国庫委託事業 

⑤環境保全・創造のための住民活動の推進 

 ＩＳＥネットを中核とした環境活動の取り組み（環境イベントや清掃活動の実施） 

⑥平成 28 年度以降の取組予定（新基本計画への引継ぎ） 

「第 2 期諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と創造のための行動計画」を継続し、関係する国、県、市がそ

れぞれの役割のもとに実施する事業について進捗管理を行うとともに、推進会議の枠組みの中で、既存事業

の精査・見直しを行いながらより効果的な対策を実施していく。 
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３ 島原半島窒素負荷低減プロジェクト 

①重点プロジェクトの目標もしくは成果指標 

＜目標＞   ＜指標＞        

「第2期島原半島窒素負荷低減計画」（平成

23年度～平成27年度）に基づき、島原半島

において、硝酸性窒素等による地下水の汚

染による健康被害を未然に防止し、かつ良

質な地下水の保全を図るため、関係者が地

下水の負荷を減らす行動を実践していくこと

で、日常生活に欠かすことができない地下水

資源を守り育てていく。 

・環境基準超過地点数が17地点中、

平成21年度時点の10地点より増加し

ない。【低減計画短期目標】 

（超過率１０／１７＝５８．８％を増加

しない） 
  

②H26年度の取組状況 

・代表的な施策の実績と効果 

（1）窒素負荷低減計画に基づく継続監視調査については継続し、さらに追跡井戸調査を72地点において実

施。 

  ①継続監視（１７地点） 

    島原市（12）、雲仙市（4）、南島原市（1）  環境基準超過地点数 11地点 超過率：64.7％ 

  ②追跡井戸調査（７２地点） 

    島原市（38） 雲仙市（19） 南島原市（15） 環境基準超過地点数 37地点 超過率：51.4％ 

（2）関係行政機関、学識経験者、農業団体等からなる島原半島窒素負荷低減対策会議・幹事会（５月・１月） 

③H26年度目標（指標）の達成状況 

継続監視調査結果において、環境基準を超過した地点は17地点中11地点で、計画の短期目標（平成21年

度時点の10地点より悪化しない）を未達成。 

④ ③の総合的な評価及びその理由 

【評価】 

・９０％（指標の超過率 １０／１７＝５８．８％に対して、 実績の超過率１１／１７＝６４．７％） 

【理由】 

島原半島窒素負荷低減計画に基づき、農業対策、畜産対策、生活排水等対策の継続的な取組により地下

水の硝酸性窒素等濃度が悪化しない状況で推移している 

⑤H27年度の取組内容 

・第2期島原半島窒素負荷低減計画に基づく継続監視調査及び追跡井戸調査を実施する。 

・第2期計画を策定し、５か年経過したことから、対策及び数値目標の見直しを行い、計画を改訂する。 

⑥平成28年度以降の取組予定（新基本計画への引継ぎ） 

・年２回の幹事会において窒素負荷低減計画の進捗状況を検証しながら取組を進めていく。 

 


